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１　　本資料は国又は県等から市町村へ交付される負担金、補助金、交付金、委託金、助成金等（以下、国県支出金）について掲載しています。

２　　国県支出金については、県の行政組織機構建制順に掲載しています。

３　　資料表中の説明

　　　（１）　「主管課」欄は、国県支出金等を所掌している県の担当課等です。

　　　（２）　「直接・間接・県単の区分」欄

　　　　　　県　単・・・・・・国庫支出金を伴わない県単独のもの及び国庫支出金を伴うものであっても法令で定められた国の補助負担分以上に交付されるもの。

　　　（３）　「補助率」欄は、国及び県等の負担割合の合計を記載しており、市町村の負担割合は除いています。

　　　（４）　 <過> ・ <強> ・ <人> ・ <基> ・ <山> ・ <新>  表示の説明

　　　　　　<過> ・・・・・・過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の規定に基づく補助率の嵩上げ等の適用

　　　　　　<強> ・・・・・・大規模地震対策特別措置法の規定に基づく「地震防災対策強化地域」の補助率の嵩上げ等の適用

　　　　　　<人> ・・・・・・消防施設強化促進法施行令の規定に基づく「人口急増地域」の補助率の嵩上げ等の適用

　　　　　　<基> ・・・・・・基幹統計

　　　　　　<山> ・・・・・・山村振興法に基づく指定地区の補助率の嵩上げ等の適用

　　　　　　<新> ・・・・・・令和8年度から補助金等が新設されたこと等により掲載した項目

　　　　　　直　接・・・・・・国庫支出金のうち県の予算を通さず、国から直接市町村に対し交付されるもの。

　　　　　　間　接・・・・・・国庫支出金のうち県の予算を通して市町村へ交付されるもの及び国庫支出金に更に県の補助負担分を加えて県の予算に計上して市町村に交付されるもの。
                                又は執行団体を経由して市町村に交付されるもの。

凡 例
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○今年度新規に掲載した項目は次の表のとおりです。

休日の地域クラブ活動費等の支援

地方公共団体の体制整備等

平日も含めた地域展開等の加速化のための重点
課題への対応

中学校における部活動指導員の配置支援

山梨物価高対応子育て応援特別給付金支給
事業費補助金

山梨物価高対応子育て応援特別給付金支給事業
総合県民支援局
こども福祉課 12ページ

物価高対応子育て応援手当支給事業費補助
金

物価高対応子育て応援手当支給事業
総合県民支援局
こども福祉課 12ページ

物価高対応子育て応援手当支給事務費補助
金

物価高対応子育て応援手当支給事業
総合県民支援局
こども福祉課 12ページ

補助金等の名称 概要
主管部局
主管課

ページ番号

乳児等のための支援給付交付金

保育所、認定こども園、地域型保育施設、企業主
導型保育施設に在籍していない生後６か月から満
３歳未満の子どもが、乳児等通園支援事業を利用
する際に必要となる費用を給付

総合県民支援局
子育て・次世代サポー
ト課

8ページ

医療的ケア児教育支援事業費補助金
私立幼稚園が文部科学省の補助金を活用して看
護師を配置する場合の事業者負担分に対して補
助する市町村に対する補助

総合県民支援局
子育て・次世代サポー
ト課

10ページ

山梨物価高対応子育て応援特別給付金支給
事務費補助金

山梨物価高対応子育て応援特別給付金支給事業
総合県民支援局
こども福祉課 12ページ

社会保障・税番号制度システム整備費補助金
（国外転出者のマイナンバーカードへの旧氏
及び旧氏の振り仮名表記等に係るものに限
る。）

戸籍の附票に旧氏及び旧氏の振り仮名を記載し、
国外転出者のマイナンバーカードへの旧氏及び
旧氏の振り仮名表記とともに、早期の住民票等の
振り仮名記載のために直接的に必要となる機能
に関する整備に係るもの

総務部
市町村振興課 23ページ

地方スポーツ振興費補助金
（運動部活動の地域展開等推進事業（休日の
地域クラブ活動費等の支援、地方公共団体の
体制整備等、平日も含めた地域展開等の加速
化のための重点課題への対応及び中学校に
おける部活動指導員配置支援））

教育委員会
保健体育課 112ページ

教育支援体制整備事業費補助金（いじめ対
策・不登校支援等総合推進事業）

不登校から学校復帰する段階にある児童生徒
や、不登校の兆候がみられる児童生徒が、学校
内で安心して学習するほか、相談支援を受けられ
るようにするため、校内教育支援センターにおけ
る環境の整備を行い、不登校を未然に防止すると
ともに、不登校児童生徒の登校復帰を支援する。

教育委員会
特別支援教育・児童生
徒支援課

109ページ

部活動の地域展開・地域文化クラブ活動推進
事業費補助金

市町村に対して、中学校の部活動の地域展開・地
域クラブ活動の推進に係る経費を補助

教育委員会
社会教育課 110ページ

高等学校等修学支援事業費補助金（外国籍
生徒等への支援）

高等学校等就学支援金制度の支給対象外となっ
た外国籍生徒に対し、支援金（就学支援金相当
額）を支給する。

教育委員会
高校教育課 108ページ

地方公共団体情報システム運用最適化支援
事業費補助金

標準準拠システム・ガバメントクラウド移行後に一
時的に増加している運用経費の抑制・適正化を含
めた運用の最適化を図るための補助

総務部
市町村振興課 24ページ

ツキノワグマ被害防止対策支援事業費補助金
緊急銃猟や問題個体の捕獲に要する経費に対し
助成する。

森林環境部
自然共生推進課 60ページ
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補助率

(庁)

主
管
課

主
管
省

補 助 金 等 の 名 称

直  接
間  接
県  単
の区分

補 助 対 象 事 業 の 内 容

負　　担　　割　　合

補　助　基　準　等 　根 拠 法 令 等 備　考
国 県 市町村

3/4以内

山梨県地方就職支援金交付事業
費補助金

間接 大学卒業後に県内に移住し就職する地方就職支
援金交付対象者に対して、市町村が地方就職支
援金を支給する事業

3/4以内

人
口
減
少
危
機
対
策
課

内
閣
府

山梨県移住支援金交付事業費補
助金

間接 県内に移住した移住支援金交付対象者に対して、
市町村が移住支援金を支給する事業

県

山梨県人口減少危機対策支援事
業費補助金

直接 県と市町村が連携して人口減少危機に対応するた
め、地域の実情に応じた市町村の取り組みを支援
するための補助金を支給する事業

1/2以内 1/4以内 1/4以上 【補助対象経費】
　移住支援金交付対象者に対して市
町村が移住支援金を支給する額

地域未来交付金制度要
綱
山梨県移住支援金交付
事業費補助金交付要綱

1/2以内 1/4以内 1/4以上 【補助対象経費】
　地方就職支援金交付対象者に対し
て市町村が地方就職支援金を支給す
る額

地域未来交付金制度要
綱
山梨県地方就職支援金
交付事業費補助金交付
要綱

1/2 1/2 1/2 【補助対象経費】
市町村において実施する少子化対策
その他人口の減少を緩和するために
行う事業で以下のいずれかに該当す
る事業経費
①先進的・モデル的に実施するまた
は優良事例の横展開を図る事業
②地域力向上調査研究事業における
調査結果を基に実施する事業

山梨県人口減少危機対
策支援事業費補助金交
付要綱

3 ページ



1/2以内

①と③と
⑤

１／２

②と④
３／４

①と③と
⑤

１／２

②と④
１／４

１ 交付上限 ：
　①１市町村につき250万円
　②１市町村につき375万円
　③と⑤１市につき800万円
　　 １町村につき500万円
　④１市町村につき1,125万円
　
２ 対象経費：地域女性活躍推進事業に
必要な給料、職員手当等、報償費、旅
費、需用費、役務費、委託料、使用料及
び賃借料、備品購入費、報酬、改修費
（④及び⑤のみ）（軽微なものに限る）、
共済費等

地域女性活躍推進交
付金交付要綱（国）

1/2 1/2 ○対象経費
諸謝金、旅費、交通費、消耗品費、印刷
製本費、通信運搬費、賃料及び損料、会
議費、保険料、雑役務費、委託費
〇事業主体
市町村
（ただし、本県実施の「日本語モデル教
室事業」を活用した市町村又は「日本語
モデル教室事業」に準じた内容により事
業を実施しようとする市町村に限る。）

・教育支援体制整備費
補助金（地域日本語教
育の総合的な体制づく
り推進事業）交付要綱
・山梨県地域日本語教
育推進事業費補助金
交付要綱

①と③と
⑤

１／２

②と④
３／４

男
女
共
同
参
画
・
多
様
性
推
進
課

内
 

閣
 

府

地域女性活躍推進交付金（国） 直接 地域女性活躍推進事業
　市町村が、女性の職業生活における活躍の推進に関する法
律（平成27年法律第64号。）に基づき、第５次男女共同参画基
本計画の期間において、地域の実情に応じて行う女性の活躍
推進に資する取組を支援する。
①活躍推進型
　○地域における女性の職業生活における活躍推進のため
　　 の取組
　○女性活躍推進のためのワンストップ支援体制の整備
　○協議会等を活用した継続就業を支援する仕組みづくり
②デジタル人材・起業家育成支援型
　○女性のデジタル人材育成や起業家育成を支援する取組
③寄り添い支援型プラス
　〇様々な課題・困難・不安を抱える女性への支援に関する
取組
④つながりサポート型
　○ＮＰＯ等によるアウトリーチ型支援、居場所の提供、不安
を抱える女性を支援する人材の育成・養成などの取組
⑤男性相談支援型
　○男性の望まない孤独・孤立の悩みなどに係る男性相談支
援の取組

文
部
科
学
省

山梨県地域日本語教育推進事業費
補助金

間接 外国人が本県の一員として活躍するために、日本語能力が十
分でない県内在住外国人に対して生活等に必要な日本語能
力を身に付けられるよう、日本語教育環境を整備し、日本語
学習機会の確保を図ることを目的とし、これに要する経費につ
いて予算の範囲内で補助する。

負　　担　　割　　合

補　助　基　準　等 　根 拠 法 令 等 備　考
国 県 市町村

補助率
主
管
課

主
管
省

補 助 金 等 の 名 称

直  接
間  接
県  単
の区分

補 助 対 象 事 業 の 内 容

(庁)
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1/3 1/3 1/3 事業に対する交付基礎点数に基づき交付額を算
出

・山梨県児童厚生施設
等整備費補助金交付
要綱
・次世代育成支援対策
施設整備交付金交付
要綱

子
育
て
・
次
世
代
サ
ポ
ー

ト
課

こ
ど
も
家
庭
庁

子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費
補助金

直接 子育て支援員研修事業
職員の質向上・人材確保等研修事業

1/2 1/2 1/2 各事業を実施するために必要な金額 子ども・子育て支援体
制整備総合推進事業
費国庫補助金交付要
綱

間接 ・待機児童解消の促進等に必要な事業への助成

・既存の建物を活用して、利便性の高い場所等に
おける保育サービス提供施設の設置、保育所の
分園、障害児受入のための助成

・医療的ケア児の支援を可能とするための体制を
整備し、医療的ケア児の地域生活支援の向上を
図る。

2/3

3/4

1/2 1/4 保育所・認定こども園等の施設整備に要する経費 就学前教育・保育施設
整備交付金交付要綱

負　　担　　割　　合

補　助　基　準　等 　根 拠 法 令 等 備　考
国 県 市町村

放課後児童健全育成事業費等補助金
（子ども・子育て支援交付金）

直接
県単

放課後児童クラブの運営、設置、障害児受入、送
迎、延長等事業促進に対する補助

2/3 1/3 1/3 1/3 ○放課後児童健全育成事業
開設日数、利用人数に応じた運営費補助
※開設日数加算、長時間開設加算有
※10人未満は以下に該当する場合
・山間地、漁業集落、へき地、離島で実施
・上記のほか、こども家庭庁長官が認める場合
○放課後子ども環境整備事業
開設経費、環境改善、倉庫整備等への補助
○放課後児童クラブ支援事業費
障害児受入指導員加配、送迎への補助
○放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事
業
放課後児童支援員キャリアに応じた賃金改善に
必要な費用の一部を補助
○放課後児童支援員等処遇改善事業
クラブで働く職員の賃金改善（月額9,000円相当）
○障害児受入強化推進事業
 3人以上の障害児を受け入れている場合の補助
○小規模放課後児童クラブ支援事業
19人以下のクラブに対する人件費補助

山梨県放課後児童健
育成事業費等補助金
交付要綱
子ども・子育て支援交
付金交付要綱

1/3

1/2
(2/3)

1/3

1/4
(1/6)

1/3

1/4
(1/6)

・認可外保育施設の衛生・安全対策事業
　1市町村当たり年額
　　　　354,000円
・保育環境改善等事業
（１）基本改善事業
　　　7,200,000円（1事業当たり）
（２）環境改善事業
　　　1,029,000円（1事業当たり）

・医療的ケア児保育支援事業（括弧内嵩上げ適
用）
　保育施設へ看護師等を派遣する経費

山梨県保育対策総合
支援事業費補助金交
付要綱

保育対策総合支援事業費補助金

主
管
課

主
管
省

補 助 金 等 の 名 称

直  接
間  接
県  単
の区分

補 助 対 象 事 業 の 内 容 補助率

(庁)

就学前教育・保育施設整備交付金 直接 保育所・認定こども園等の整備等による新たな保
育需要への対応により、子どもを安心して育てる
ことができるような体制整備を行う。

1/2

児童厚生施設等整備費補助金
（次世代育成支援対策施設整備交付金）

直接
県単

次世代育成支援対策を推進するために市町村が
策定する市町村整備計画に基づく児童厚生施設
の整備への補助

2/3
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負　　担　　割　　合

補　助　基　準　等 　根 拠 法 令 等 備　考
国 県 市町村

主
管
課

主
管
省

補 助 金 等 の 名 称

直  接
間  接
県  単
の区分

補 助 対 象 事 業 の 内 容 補助率

(庁)

直接 妊婦支援給付金の支給に要する費用

10/10 10/10

市町村に対し、妊婦のための支援給付である妊
婦支援給付金の支給に要する費用の全額に相当
する額を交付する。

妊婦のための支援給
付交付金交付要綱

1/2 （１）産前・産後サポート事業
（２）妊娠・出産包括支援事業緊急整備事業
※（２）は単独実施も可能。
（３）こども家庭センター開設準備事業

産婦健康診査事業

多胎妊娠の妊婦健康診査支援事業

母子保健に関するデジタル化・オンライン化等体
制強化事業

低所得の妊婦に対する初回産科受診料支援事業

妊婦訪問支援事業

特別な配慮が必要な児に対する乳幼児健康診査
のかかり増し経費支援事業

（１）１か月児健康診査
（２）５歳児健康診査

母子保健衛生費国庫
補助金交付要綱

２　母子保健法第20条第3項第5号に係る費用に
ついては、入院に必要な最小限度の交通費の実
支出額。ただし、指定養育医療機関が移送を実施
する場合にあっては、市（区）町村長が指定養育
医療機関とあらかじめ協議して定めた額

母子保健衛生費国庫補助金 直接 １．妊娠・出産包括支援事業

２．産婦健康診査事業

３．多胎妊娠の妊婦健康診査支援事業

４．母子保健対策強化事業

５．低所得の妊婦に対する初回産科受診料支援
事業

６．妊婦訪問支援事業

７．特別な配慮が必要な児に対する乳幼児健康
診査のかかり増し経費支援事業

８．「１か月児」及び「５歳児」健康診査支援事業

1/2 1/2

1/4 1/4 １　母子保健法第２０条第３項第１号から第４号ま
でに係る費用については、「診療報酬の算定方
法」（平成２０年厚生労働省告示第５９号）、「入院
時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療
養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する
基準」（平成１８年厚生労働省告示第９９号）、「保
険外併用療養費に係る療養についての費用の額
の算定方法」（平成１８年厚生労働省告示第４９６
号）により算定した額の実支出額の合算額から、
医療保険各法による負担額を控除した額

未熟児養育医療費等
国庫負担金交付要綱

子
育
て
・
次
世
代
サ
ポ
ー

ト
課

こ
ど
も
家
庭
庁

障害者医療費国庫負担金 直接 自立支援医療費（育成医療）の支給に要する費用 3/4 1/2 1/4 1/4 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援
するための法律第５８条の規定に基づく自立支援
医療費（育成医療）の額から法第７条に基づき給
付を行わないとした額を控除して得た額

障害者医療費国庫負
担金交付要綱

1/2未熟児養育医療費等国庫負担金 直接 未熟児への養育医療の給付に要する費用 3/4

妊婦のための支援給付交付金
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負　　担　　割　　合

補　助　基　準　等 　根 拠 法 令 等 備　考
国 県 市町村

主
管
課

主
管
省

補 助 金 等 の 名 称

直  接
間  接
県  単
の区分

補 助 対 象 事 業 の 内 容 補助率

(庁)

3/10

1/3

3/10

1/3

1か所当たり基準額　48,113,000円

・設置主体：社会福祉法人等

・設置主体：市町村

・山梨県病児・病後児
保育施設整備事業費
補助金交付要綱
・子ども・子育て支援施
設整備交付金交付要
綱

1/3 1/3 ・1か所当たり基準額　38,151,000円
・学校敷地内等において放課後子供教室との「校
内交流型」として一体的に創設又は改築を行う場
合　76,302,000円
・学校敷地外で放課後児童クラブを利用するこど
もと地域のこどもが共に過ごし交流する場と一体
的に整備する場合　76,302,000円

・山梨県児童厚生施設
等整備費補助金交付
要綱
・子ども・子育て支援施
設整備交付金交付要
綱

児童厚生施設等整備費補助金
（子ども・子育て支援施設整備交付金）

直接
県単

市町村子ども・子育て支援事業計画に基づく放課
後児童クラブを実施するための施設の整備への
補助

2/3 1/3

病児・病後児保育施設整備事業費補助金
（子ども・子育て支援施設整備交付金）

直接
県単

市町村子ども・子育て支援事業計画に基づく病児
保育を実施するための施設の整備への補助

6/10

2/3

3/10

1/3

妊婦に対する遠方の産科医療機関等で受診
する妊婦健診時にかかる交通費支援事業費
補助金

間接 安心して妊娠・出産できる環境を整備するため、
遠方の産科医療機関で健診を受診する妊婦への
支援を行う市町村に対し助成

3/4 2/4 1/4 1/4 最寄りの妊婦健診を受診することができる医療機
関等まで概ね６０分以上の移動時間を要する妊婦
の交通費を補助する。

妊婦に対する遠方の
産科医療機関等で受
診する妊婦健診時に
かかる交通費支援事
業費補助金交付要綱

子
育
て
・
次
世
代
サ
ポ
ー

ト
課

こ
ど
も
家
庭
庁

妊婦のための支援給付補助金 直接
県単

①クーポン等の支給に係る委託経費クーポン等
での支給のためのランニングコスト（システムの保
守費用、クーポン等支給ための委託費）
②妊婦のための支援給付のための人件費や振込
手数料等 の事務費
③自治体間情報連携に係るシステム改修費転出
入の際に給付履歴等を確認するためのデータ標
準レイアウト改訂版へのシステム改修費

①10/10
②3/4
③2/3

①10/10
②1/2
③2/3

妊婦に対する遠方の分娩取扱施設への交通
費及び宿泊費支援事業費補助金

間接 安心して出産できる環境を整備するため、遠方の
分娩取扱施設で出産する妊婦への支援を行う市
町村に対し助成

3/4 2/4 1/4 1/4 最寄りの分娩取扱施設まで概ね６０分以上の移
動時間を要する妊婦等の交通費及び宿泊費を補
助する。

妊婦に対する遠方の
分娩取扱施設への交
通費及び宿泊費支援
事業費補助金交付要
綱

②1/4 ②1/4
③1/3

妊婦のための支援給付は現金での支給としてい
る。その上で、希望者が支給された給付金をクー
ポン等で受け取ることを可能としているため、現金
と併用してクーポン等での支給を実施する市町村
が、現金又はクーポン等で支給するための必要な
経費を補助する。また、２重給付の防止のため支
給状況及び面談実施状況を自治体間で情報連携
するためのシステム改修費を補助する。

・妊婦のための支援給
付費補助金交付要綱
・山梨県妊婦のための
支援給付費補助金交
付要綱
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負　　担　　割　　合

補　助　基　準　等 　根 拠 法 令 等 備　考
国 県 市町村

主
管
課

主
管
省

補 助 金 等 の 名 称

直  接
間  接
県  単
の区分

補 助 対 象 事 業 の 内 容 補助率

(庁)

こ
ど
も
家
庭
庁

子ども・子育て支援交付金
山梨県地域子ども・子育て支援事業費補助金

直接
県単

市町村が支弁する施設等利用費の支給に要する
費用の一部を補助

3/４ 1/2
（ただし、
国が設

置するも
のは国
10/10）

1/４ 1/４ (1)認定こども園
(2)幼稚園
(3)特別支援学校
(4)認可外保育施設
(5)預かり保育事業
(6)一時預かり事業
(7)病児保育事業
(8)子育て援助活動支援事業

・子育てのための施設
等利用給付交付金交
付要綱
・山梨県私立幼稚園等
施設等利用費負担金
交付要綱

1/3 ・子ども・子育て支援交
付金交付要綱
・山梨県地域子ども・
子育て支援事業費補
助金交付要綱

山梨県子どものための教育・保育給付費地方
単独費用補助金

県単 教育標準時間認定を受けた小学校就学前の子ど
もが、幼稚園、認定こども園を利用する際に必要
となる費用を給付

1/2 1/2 1/2 こども家庭庁長官が定める公定価格の73.4％分
は法定で国・県・市町村が負担し、残り26.6％の範
囲内で市町村が設定する費用の１／２を県が負
担する。

山梨県子どものための
教育・保育給付費地方
単独費用補助金交付
要綱

(1)利用者支援事業
(2)延長保育事業
(3)実費徴収に係る補足給付を行う事業
(4)多様な事業者の参入促進・能力活用事業
(5)子育て短期支援事業
(6)乳児家庭全戸訪問事業
(7)養育支援訪問事業
(8)子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業
(9)地域子育て支援拠点事業
(10)一時預かり事業
(11)病児保育事業
(12)子育て援助活動支援事業
(13)子育て世帯訪問支援事業
(14)児童育成支援拠点事業
(15)親子関係形成支援事業
(16)産後ケア事業
(17)乳児等通園支援事業　※国3/4、市町村1/4

子
育
て
・
次
世
代
サ
ポ
ー

ト
課

こ
ど
も
家
庭
庁

子どものための教育・保育給付交付金 直接 教育標準時間認定及び保育認定を受けた小学校
就学前の子どもが、保育所、認定こども園、幼稚
園、家庭的保育事業、小規模保育事業等を利用
する際に必要となる費用を給付

利用者
負担額を

除き
10/10

1/2

1/8 1/8

1/3直接
県単

市町村が実施する地域子ども・子育て支援事業に
要する経費に対する補助

2/3 1/3
※国負

担分につ
いては国
から市町
村への
直接交
付金

県

子育てのための施設等利用給付交付金
山梨県私立幼稚園等施設等利用費負担金

60.43
/100

19.785
/100

19.785
/100

３歳未満保育認定子どもに係るもの

<新>乳児等のための支援給付交付金 直接 保育所、認定こども園、地域型保育施設、企業主
導型保育施設に在籍していない生後６か月から
満３歳未満の子どもが、乳児等通園支援事業を
利用する際に必要となる費用を給付

10/10 3/4
（うち支
援納付
金1/2、
国1/4）

1/4 1/4 こども家庭庁長官が定める公定価格から利用者
負担額を除いた経費について国、県、市町村が負
担する。ただし、教育標準時間認定を受けた子ど
もの対象経費は全体の73.4％（給付費は施設・事
業者が代理受領）。
３歳以上の小学校就学前の子どもに係るもの

子ども・子育て支援法

子どものための教育・
保育給付交付金交付
要綱

子ども子育て支援法

乳児等のための支援
給付交付金交付要綱

こども家庭庁長官が定める公定価格に応じた経
費について、国、県、市町村が負担する。
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負　　担　　割　　合

補　助　基　準　等 　根 拠 法 令 等 備　考
国 県 市町村

主
管
課

主
管
省

補 助 金 等 の 名 称

直  接
間  接
県  単
の区分

補 助 対 象 事 業 の 内 容 補助率

(庁)

やまなし子育て応援事業費補助金 県単 第2子以降の3歳未満児の保育料の無料化に要
する経費に対する補助

1/2 1/2 1/2 ①対象児：３号認定を受けた第2子以降の子ども
②対象世帯：世帯年収約640万円未満（国の保育料上
限額における「第5階層」以下と認定された世帯）
①②に対して、保育料を無料化する経費に対する補助

やまなし子育て応援事
業費補助金交付要綱

山梨県乳幼児医療費支給事務費補助金 県単 市町村が審査支払機関に委託する医療費の審査
支払事務に要する経費に対する補助

1/2 1/2 1/2 市町村が審査支払機関に委託する医療費の審査
支払事務に要する経費

山梨県乳幼児医療費
支給事務費補助金交
付要綱

山梨県乳幼児医療費助成事業費補助金 県単 市町村が支給する乳幼児医療費助成金に対する
補助

1/2 1/2 1/2 5歳未満児の通院
未就学児童の入院

山梨県乳幼児医療費
助成事業費補助金交
付要綱

1/2 1/2 ・1歳児
　1人当たり月額　8,200円

山梨県保育所等特別
保育事業推進費補助
金交付要綱

山梨県保育所等特別保育事業推進費補助金 県単 産休・育休明け等の特別保育を推進するため、こ
れに従事する保育士の雇用に要する経費等の助
成

1/2

1/2
1/3
1/4

地域少子化対策重点推進事業
〇基準額・補助率
・R8予算　補助率　1/2　2/3  3/4
10,000千円
・R7予算　補助率　1/2　2/3　3/4
70,000千円

結婚・妊娠・共育ての相談機会提供・支援プログ
ラム
〇対象世帯
①　新規に婚姻した世帯であって、夫婦共に婚姻
日における年齢が39歳以下かつ世帯の所得が
500万円未満であり、下記の講座等を交付決定年
度内に夫婦ともに実施したもの。
a. ライフデザイン支援講座の受講
b. プレコンセプションケアに関する講座の受講
c. 医療機関への妊娠・出産に関する相談
d. 共家事・共育て講座の受講

②　令和7年度に結婚新生活支援事業による補助
を受給した世帯であって、その受給額が、当該補
助を給付した市町村が１世帯当たりの補助上限
額として定める額に達しなかったもの。

〇基準額
・一般コース
対象世帯①：300千円（夫婦共に婚姻日における
年齢が 29歳以下の世帯）、150千円（左記以外の
世帯）
対象世帯②：令和7年度の１世帯当たりの補助上
限額として定める額から令和7年度執行予算によ
る受給済の額を差し引いた額
・都道府県主導型市町村連携コース
対象世帯①：400千円（夫婦共に婚姻日における
年齢が 29歳以下の世帯）、200千円（左記以外の
世帯）
対象世帯②：令和7年度の１世帯当たりの補助上
限額として定める額から令和7年度執行予算によ
る受給済の額を差し引いた額

〇補助率
・一般コース　1/2
・都道府県主導型市町村連携コース　2/3

・地域少子化対策重点
推進交付金交付要綱
・令和8年度地域少子
化対策重点推進事業
費補助金交付要綱

 
 
 
 
 

こ
ど
も
家
庭
庁

地域少子化対策重点推進交付金 間接 　地域の実情・課題に応じた少子化対策を推進
し、若い世代が結婚や出産の希望を実現できる社
会をつくり、子育てしやすい生活環境を整備する
ための地域少子化対策重点推進事業及び婚姻に
伴う経済的負担を軽減するため、新規に婚姻した
世帯を対象に行う結婚・妊娠・共育ての相談機会
提供・支援プログラムを実施する市町村を支援す
る。

〇地域少子化対策重点推進事業
・結婚支援センターの開設・運営、マッチングシス
テムの構築
・結婚希望者の出会いの機会づくりを目的としたイ
ベント・スキルアップセミナーの実施
・結婚支援事業者との官民連携型結婚支援
・自治体間連携を伴う結婚支援の取組の実施
・若い世代の描くライフデザイン支援
・地域全体で結婚・子育てを応援する気運醸成
等

〇結婚・妊娠・共育ての相談機会提供・支援プロ
グラム
・新規に婚姻した世帯に対する住宅取得費用、住
宅のリフォーム費用及び住宅賃借費用に係る支
援
・新規に婚姻した世帯に対する引越費用に係る支
援

1/2
2/3
3/4

1/2
2/3
3/4

県

子
育
て
・
次
世
代
サ
ポ
ー

ト
課
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負　　担　　割　　合

補　助　基　準　等 　根 拠 法 令 等 備　考
国 県 市町村

主
管
課

主
管
省

補 助 金 等 の 名 称

直  接
間  接
県  単
の区分

補 助 対 象 事 業 の 内 容 補助率

(庁)

<新>医療的ケア児教育支援事業費補助金 県単 医療的ケア児の支援を可能とするための体制を
整備し、医療的ケア児の地域生活支援の向上を
図る。

1/2

子育て世帯住宅取得支援事業費補助金 県単 子育て世帯の新生活の充実を図るため、住宅取
得等を支援する市町村への補助

1/2 1/2 1/2 ○対象世帯
子育て世帯であって、夫婦ともに婚姻日における
年齢が39歳以下かつ世帯の所得が500万円未満
であるもの

○基準額
・新築住宅取得コース
（１）婚姻日における年齢が29歳以下　300千円
（２）（１）以外の世帯　150千円
・中古住宅取得・リフォームコース
（１）新婚世帯　150千円
（２）子育て世帯
　ア　婚姻日における年齢が29歳以下　450千円
　イ　ア以外の世帯　300千円

子育て世帯住宅取得
支援事業費補助金交
付要綱

1/2 1/2 私立幼稚園が文部科学省の補助金を活用して看
護師を配置する場合の事業者負担分に対して補

              助する市町村に対する補助

山梨県医療的ケア児
教育支援事業費補助
金交付要綱

山梨県病児・病後児保育利用料軽減事業費
補助金

県単 利用者から徴収する利用料の軽減に要する経費 1/3 1/3 2/3 病児保育施設が利用者から徴収する利用料を軽
減するための経費
１日当たり1,000円

山梨県病児・病後児保
育利用軽減事業費補
助金

山梨県病児・病後児延長保育支援事業費補
助金

県単 開所時間の延長に要する経費 1/3 1/3 2/3 病児保育施設が９時間を１時間以上超えて開所
するための経費
１施設当たり月86,000円

山梨県病児・病後児延
長保育支援事業費補
助金交付要綱

山梨県養育医療費負担金 県単 未熟児への養育医療の給付に要する費用 3/4 1/2 1/4 1/4 １　母子保健法第２０条第３項第１号から第４号ま
でに係る費用については、「診療報酬の算定方
法」（平成２０年厚生労働省告示第５９号）、「入院
時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療
養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する
基準」（平成１８年厚生労働省告示第９９号）、「保
険外併用療養費に係る療養についての費用の額
の算定方法」（平成１８年厚生労働省告示第４９６
号）により算定した額の実支出額の合算額から、
医療保険各法による負担額を控除した額
２　母子保健法第20条第3項第5号に係る費用に
ついては、入院に必要な最小限度の交通費の実
支出額。ただし、指定養育医療機関が移送を実施
する場合にあっては、市（区）町村長が指定養育
医療機関とあらかじめ協議して定めた額

山梨県養育医療費負
担金交付要綱

山梨県自立支援医療費（育成医療）負担金 県単 自立支援医療費（育成医療）の支給に要する費用 3/4 1/2 1/4 1/4 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援
するための法律第５８条の規定に基づく自立支援
医療費（育成医療）の額から法第７条に基づき給
付を行わないとした額を控除して得た額

山梨県自立支援医療
費（育成医療）負担金
交付要綱

子
育
て
・
次
世
代
サ
ポ
ー

ト
課

県
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こ
　
　
ど
　
　
も
　
　
福
　
　
祉
　
　
課

こ
　
　
ど
　
　
も
　
　
家
　
　
庭
　
　
庁

児童扶養手当給付費国庫負担金 直接 児童扶養手当給付事業 1/3 1/3 2/3
市分

児童扶養手当法に基づき支給する児童扶養手当
費

児童扶養手当法第
21条

直接 高等学校卒業認定試験合格支援事業  3/4  3/4 1/4
市分

①ひとり親及び児童の高等学校卒業程度認定試験
のための受講開始時給付金
　受講料の40%（上限:通信制10万円、通学又は通
学及び通信制併用20万円）
②ひとり親及び児童の高等学校卒業程度認定試験
のための受講修了時給付金
　受講料の50%（①と合わせた上限：通信制12万5千
円、通学又は通学及び通信制併用25万円）
③ひとり親及び児童の高等学校卒業程度認定試験
のための合格時給付金
　受講料の10%（①、②と合わせた上限：通信制15
万円、通学又は通学及び通信制併用30万円）

直接 母子・父子自立支援プログラム策定等事業 10/10 10/10 ・母子・父子自立支援プログラム策定事業
　１プログラム(策定あるいはアフターケア毎）当たり
20,000円

母子家庭等対策総
合支援事業費国庫
補助金交付要綱

児童虐待防止対策
等総合支援事業費
国庫補助金交付要
綱

母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金 直接 母子家庭等自立支援給付金事業 3/4 3/4 1/4
市分

・自立支援教育訓練給付金
　①雇用保険制度で規定する教育訓練給付金の支
　　給を受けることができない受給資格者
　　受講料の60％　（上限160万円、下限12,001円）
　②①以外の受給資格者
　　①による支給額と教育訓練給付金との差額

・高等職業訓練促進給付金
　①市町村民税非課税世帯　 月額 100千円
　②市町村民税課税世帯 　　 月額70.5千円
　　　　　　　　　　　　　 　（最終年限は40千円加算）

・高等職業訓練修了支援給付金
　①市町村民税非課税世帯　 50千円
　②市町村民税課税世帯 　　 25千円

1/2
1/2

1/2
（②③県
が補助す
る場合
2/3)

1/2
1/2

1/2

1/2

①児童虐待防止対策研修事業
②児童養護施設等の環境改善事業

③地域子育て支援拠点の環境改善事業

④地域障害児支援体制強化事業

児童虐待防止対策等総合支援事業費国庫補助
金

直接 ①市町村が行う児童虐待防止対策支援事業
②市が行う児童養護施設等（母子生活支援施設）
の環境改善事業
③市町村が行う地域子育て支援拠点の環境改善
事業
④市町村が行う地域障害児支援体制強化事業

1/2
1/2

1/2

1/2

母子及び父子並び
に寡婦福祉法第31
条、第31条の10、第
42条、第45条
母子家庭等対策総
合支援事業費国庫
補助金交付要綱

主
管
課

主
管
省

補 助 金 等 の 名 称

直  接
間  接
県  単
の区分

補 助 対 象 事 業 の 内 容 補助率

(庁)

負　　担　　割　　合

補　助　基　準　等 　根 拠 法 令 等 備　考
国 県 市町村
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主
管
課

主
管
省

補 助 金 等 の 名 称

直  接
間  接
県  単
の区分

補 助 対 象 事 業 の 内 容 補助率

(庁)

負　　担　　割　　合

補　助　基　準　等 　根 拠 法 令 等 備　考
国 県 市町村

山梨県ひとり親家庭医療費支給事務費補助金 県単 市町村が審査支払機関に委託する医療費の審査
支払事務に要する経費に対する補助

1/2 1/2 1/2 市町村が審査支払機関に委託する医療費の審査
支払事務に要する経費

1/2 1/2 児童（18歳に達する日以後の最初の3月31日まで
にある者）を扶養しているひとり親家庭の親並びに
当該児童及び父母のない児童の通院、入院に要す
る経費（入院時食事療養費は除く）

10/10 給付金の支給に伴う市町村の実施事務に必要な
経費

山梨物価高対応子
育て応援特別給付
金支給事務費補助
金交付要綱

山梨県ひとり親家
庭医療費支給事務
費補助金交付要綱

山梨県ひとり親家
庭医療費助成事業
費補助金交付要綱

<新>物価高対応子育て応援手当支給事務費補
助金

直接 物価高対応子育て応援手当支給事業 10/10 10/10 手当の支給に伴う市町村の実施事務に必要な経
費

物価高対応子育て
応援手当支給事務
費補助金交付要綱

児童手当法第18条
第1項、第2項、第3
項

県

<新>山梨物価高対応子育て応援特別給付金支
給事業費補助金

間接 山梨物価高対応子育て応援特別給付金支給事業 10/10 10/10

山梨県ひとり親家庭医療費助成事業費補助金 県単 ひとり親家庭医療費助成事業 1/2

市町村が行う給付金の支給に必要な経費 山梨物価高対応子
育て応援特別給付
金支給事業費補助
金交付要綱

<新>山梨物価高対応子育て応援特別給付金支
給事務費補助金

間接 山梨物価高対応子育て応援特別給付金支給事業 10/10

助産施設、母子生活支援施設に児童等を入所させ
るのに要する経費及び、措置により家庭支援事業
を実施した場合に要する経費を負担

児童福祉法による
児童入所施設措置
費国庫負担金につ
いて

＊　支援納付
金
・令和７年度
は子ども・子
育て支援金
（支援納付
金）の収納開
始（令和８年
度～）前のた
め、つなぎと
して発行され
る子ども・子
育て支援事
業特例公債
を活用

<新>物価高対応子育て応援手当支給事業費補
助金

直接 物価高対応子育て応援手当支給事業 10/10 10/10 市町村が行う手当の支給に必要な経費 物価高対応子育て
応援手当支給事業
費補助金交付要綱

こ
　
　
ど
　
　
も
　
　
福
　
　
祉
　
　
課

こ
　
ど
　
も
　
家
　
庭
　
庁

児童保護措置費 直接 児童福祉法による児童入所施設措置費等負担金 3/4

児童手当交付金
児童手当交付金県負担金

直接
県単

児童手当事業

　被用者　　（3歳未満）

　被用者　　（3歳以降）
　

　非被用者 （3歳未満）

　非被用者 （3歳以降）

自治体の費用負担無し
2/5（事業主）

9/9

15/15

9/9

*3/5

4/9
*3/9

4/15
*9/15

4/9
*3/9

1/9

1/15

1/9

1/9

1/15

1/9

児童手当制度に基づく県負担金を市町村へ交付す
る。
・支給対象
　高校生年代までの児童を養育している父母等
・支給額（月額）
　3歳未満　　　　　　　　　　 第1子、2子　15,000円
　　　　　　　　　　　　　　　　  第3子以降　 30,000円

　3歳以上～高校生年代　第1子、2子　10,000円
　 　　　　　　　　　　　　　　   第3子以降　 30,000円

1/2 1/4 1/4
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総
務
省

交通安全対策特別交付金 直接 道路交通安全施設の設置及び管理に関する費用のうち政令で
定めるもの

定率

①②④⑤⑥⑦
消費者行政予算（一般財源）が、令和７
年度予算と比較して減少していないこと

地方消費者行政強化
交付金交付要綱

定率

1/2以内 1/2以内

交通事故発生件数、人口集中地区人
口、改良済道路の延長及び道路法第１７
条第２項の規定による道路の延長を基
礎とする政令で定める交付基準による。

交通安全対策特別交
付金等に関する政令

県
民
生
活
支
援
課

消
 

費
 

者
 

庁

山梨県消費者行政強化交付金市町
村事業費補助金

間接 ○機能維持事業
①相談機能維持・未然防止強化型
　消費生活センター等の運営継続の支援（R7年度活用自治体
に限る）
②広域連携推進型
　広域連携による消費生活センターの運営支援
③地方消費者行政推進型
　従前の推進事業（活用期間の特例による一部自治体に限る）

○機能強化事業
④相談・見守り連携強化型
　消費生活相談員が相談に従事しつつ、相談と見守りの連携
強化や新たな役割等に相応しい処遇実現の支援
⑤広域連携強化型
　中心となる自治体の消費生活センターの機能強化を支援
⑥⑦担い手確保、人材育成・強化型
　消費生活相談員の計画的育成・確保の取組を支援
　複雑・高度な相談に対応する者の配置等を支援
⑧重点課題対応型
　時々の重点課題への取組を支援

①定額
②R11年
度まで定
額、その
後2/3
③定額

④原則
1/2

⑤原則
2/3

⑥⑦原則
1/2

⑧原則
1/2

農
林
水
産
省

山梨県消費・安全対策交付金事業費
補助金

間接 ○地域での食育の推進事業
　食文化の継承や農林漁業体験機会の提供、和食給食の普
及など、食や農林漁業への理解を深めるために、市町村や民
間団体等が地域で取り組む食育活動への補助を行う。

1～１０の取組を行うのに要する経費
1食育推進検討会の開催
2食育活動を推進する人材の育成及び
活動の促進
3食文化の保護・継承のための取組支援
4農林漁業体験の機会の提供をはじめと
する生産者と消費者との交流促進
5和食給食の普及
6学校給食における地場産物等活用の
促進
7共食の場における食育活動
8環境に配慮した農林水産物・食品への
理解向上の取組
9食品ロスの削減に向けた取組
10課題解決に向けたシンポジウム等の
開催（1から9の取組と併せて行うこととす
る）

山梨県消費・安全対策
交付金事業費補助金
交付要綱

①定額
②R11年
度まで定
額、その
後2/3
③定額

④原則
1/2

⑤原則
2/3

⑥⑦原則
1/2

⑧原則
1/2

負　　担　　割　　合

補　助　基　準　等 　根 拠 法 令 等 備　考
国 県 市町村

補助率

(庁)

主
管
課

主
管
省

補 助 金 等 の 名 称

直  接
間  接
県  単
の区分

補 助 対 象 事 業 の 内 容
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2/3

1/2
（※）

‐

‐

1/3

1/2
（※）

＜事業要件＞
難聴対策としての中継局整備

無線システム普及支援
事業費等補助金交付要
綱

（※）都市型難聴（電子機器の普
及や建物の高層化、堅牢化等
が原因の都市部における難聴）
解消の場合。

・交付下限額100万円

1/2

2/3
（※）

‐ 1/2

1/3
（※）

＜事業要件＞
地上基幹放送局の停電対策、予備設備の
整備及び耐震対策（耐震工事経費のほか、
耐震診断費、補強設計費）

無線システム普及支援
事業費等補助金交付要
綱

・交付下限額５０万円

（※）受信障害対策用中継局に
係る事業を実施する場合におい
て、条件不利地域かつ財政力指
数0.5以下の市町村が整備をす
る場合

＜事業要件＞
【伝送路施設設置事業】
圏外解消のため携帯電話等の基地局開設
に必要な伝送路を整備する事業

無線システム普及支援
事業費等補助金交付要
綱

（※）道府県・離島以外市町村に
整備する場合

・交付下限額100万円

直接 ＜高度無線環境整備推進事業＞
5G・IoT等の高度無線環境の実現に向けて、条件不利
地域において、電気通信事業者（地方公共団体等を
含む。）が高速・大容量無線通信の前提となる光ファイ
バ等を整備する場合や、地方公共団体が所有する公
設設備について、民間事業者や第３セクターへ譲渡し
た上で高度化（５G対応等）を図る場合等に、その費用
の一部を補助する。

1/2

1/3
（※）

1/2

1/3
（※）

‐

‐

1/2

2/3
（※）

＜事業要件＞
条件不利地域（過疎地、辺地、離島、半
島、山村、特定農山村、豪雪地帯）におけ
る伝送路設備、局舎等の整備

直接 同上 1/2
(※)

1/2
(※)

- 1/2
(※)

無線システム普及支援
事業費等補助金交付要
綱

（※）財政力指数0.5以上の地方
公共団体が整備をする場合

・交付下限額100万円

1/2

2/3
(※)

1/5

2/15
(※)

3/10

1/5
(※)

＜事業要件＞
【基地局施設整備事業】
圏外解消のため、基地局施設を設置する
事業

【高度化施設整備事業】
４Gを利用できるエリアにおいて、通信の高
度化のため、５G基地局を設置する事業

無線システム普及支援
事業費等補助金交付要
綱

山梨県携帯電話等エリ
ア整備事業費補助金交
付要綱

（※）複数社参画の場合

・交付下限額100万円

1/2 ‐ 1/2 <事業要件>
①地域課題の解決を目的として、以下の
（a）・（b）を組み合わせたシステムを整備す
る事業であること。
　（a）無線ネットワーク設備
　（b）無線ネットワーク設備に接続するソ
　　　 リューション機器（カメラ・センサなど）
       及びこれらと不可分な設備・機器・ソ
       フトウェアなど
②通信インフラを整備するだけでなく、当該
通信インフラを活用して地域課題の解決を
図る取組（インターネット接続サービスの提
供を主たる目的とするものやソリューション
機器のみの整備や都市OSは非該当）を実
施するものであること。

情報通信技術利活用事
業費補助金（一般会計）
交付要綱

情報通信技術利活用事
業費補助金（地域社会
DX推進パッケージ事業）
実施要領

・事業費下限額1,000万円

Ｄ
Ｘ
課

総
務
省

情報通信技術利活用事業費補助金 直接 ＜地域社会DX推進パッケージ事業＞
地方公共団体や地域の企業・団体による無線ネット
ワーク設備などの整備を支援し、デジタル技術を活用
して地域の社会課題の解決を図る取り組みを促進す
る。

1/2

無線システム普及支援事業費等補
助金

間接 ＜携帯電話等エリア整備事業＞
地理的に条件が不利な地域（過疎地、辺地、離島、半
島など）において、地方公共団体や無線通信
事業者等が携帯電話の基地局等を整備する場合に、
整備費用等の一部を補助する。

7/10

4/5
(※)

直接 ＜民放ラジオ難聴解消支援事業＞
平時や災害時において、国民に対する放送による迅
速かつ適切な情報提供手段を確保するため、難聴解
消のための中継局整備を行う地方公共団体等に対
し、その整備費用の一部を補助する。

2/3

1/2
（※）

直接 ＜地上基幹放送等に関する耐災害性強化支援事業
＞
大規模な自然災害時において、放送局等が被災し、放
送の継続が不可能となった場合、被災情報や避難情
報等重要な情報の提供に支障を及ぼすとともに、周波
数の利用効率の低下をもたらすおそれがある。
これを回避するためには、放送設備の耐災害性を強
化し、大規模な自然災害時においても現用の放送局
からの放送を継続させ、周波数の有効利用を図る必
要があるため、地上基幹放送等の放送局等の耐災害
性強化に係る対策について、経費の一部を補助する。

1/2

2/3
（※）

負　　担　　割　　合

補　助　基　準　等 　根 拠 法 令 等 備　考
国 県 市町村

主
管
課

主
管
省

補 助 金 等 の 名 称

直  接
間  接
県  単
の区分

補 助 対 象 事 業 の 内 容 補助率

(庁)
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負　　担　　割　　合

補　助　基　準　等 　根 拠 法 令 等 備　考
国 県 市町村

主
管
課

主
管
省

補 助 金 等 の 名 称

直  接
間  接
県  単
の区分

補 助 対 象 事 業 の 内 容 補助率

(庁)

Ｄ
Ｘ
課

総
務
省

放送ネットワーク整備支援事業費補
助金

直接 ＜放送ネットワーク整備支援事業＞
被災情報や避難情報など国民の生命・財産の確保に
不可欠な情報を確実に提供するため、テレビ・ラジオ
の予備送信所設備等、災害対策補完送信所等及び緊
急地震速報設備等の整備を行う地方公共団体、民間
放送事業者等に対し、費用の一部を補助する。

1/2

直接 ＜ケーブルテレビネットワークの耐災害性強化事業＞
近年、多発・激甚化する自然災害を踏まえ、災害時に
確実かつ安定的な情報伝達が確保されるよう、地域の
情報通信基盤であるケーブルテレビネットワークの光
化・複線化等による耐災害性強化の事業費の一部を
補助する。

1/3
（※1）

1/2
（※2）

直接

1/3
（※1）

1/2
（※2）

‐ 2/3
（※1）

1/2
（※2）

＜事業要件＞
【ケーブルテレビ光化等整備支援事業】
①ケーブルテレビネットワークの光化に伴う
民設移行、光化された公設ネットワークの
民設移行
②ケーブルテレビネットワークの光化

放送ネットワーク整備支
援事業費補助金交付要
綱

（※1）
①の場合
②の場合で財政力指数が0.5を
超える市町村が実施する場合
（※2）②の場合で財政力指数が
0.5以下の市町村が実施する場
合

・交付下限額100万円

1/2 ‐

放送ネットワーク整備支
援事業費補助金交付要
綱

（※1）①の場合
（※2）②の場合

・交付下限額100万円

同上 1/3
（※1）

1/2
（※2）

1/3
（※1）

1/2
（※2）

‐ 2/3
（※1）

1/2
（※2）

＜事業要件＞
【ケーブルテレビ複線化等整備支援事業】
①ケーブルテレビネットワークの複線化等
に伴う民設以降
②ケーブルネットワークの複線化等

1/2 ＜事業要件＞
【地上基幹放送ネットワーク整備事業】
予備送信所設備の整備、災害対策補完送
信所の整備、送信所の移転、送信所設備
等の災害復旧、放送ネットワーク再構築、
緊急地震速報設備の整備、地デジIPDC連
携設備の整備

放送ネットワーク整備支
援事業費補助金交付要
綱

・交付下限額50万円
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統
　
　
　
計
　
　
　
調
　
　
　
査
　
　
　
課

総

務

省

事務費 農林業センサス規則
農林漁業センサス実施委
託費取扱要綱

事務費 学校基本調査規則
教育統計調査委託費の
取扱い

10/10

文
部
科
学
省

学校基本調査市町村交付金
 <基>

間接 学校基本調査（毎年） 10/10 10/10

農
林
水
産
省

農林業センサス市町村交付金
 <基>

間接 農林業センサス（５年ごとの調査）
令和８年度は該当なし

10/10

事務費 経済センサス基礎調査規
則
基幹統計調査地方公共
団体委託費取扱要綱

経済センサス調査区管理市町村
交付金
 <基>

間接 経済センサス調査区管理（毎年） 10/10 10/10

指導員・調査員手当、事務費 全国家計構造調査規則
基幹統計調査地方公共
団体委託費取扱要綱

経済センサス－活動調査市町村
交付金
 <基>

間接 経済センサス－活動調査（５年ごとの調査） 10/10 10/10 指導員・調査員手当、事務費 経済センサス活動調査規
則
基幹統計調査地方公共
団体委託費取扱要綱

指導員・調査員手当、事務費 就業構造基本調査規則
基幹統計調査地方公共
団体委託費取扱要綱

全国家計構造調査市町村交付金
 <基>

間接 全国家計構造調査（５年ごとの調査）
令和８年度は該当なし

10/10 10/10

就業構造基本調査市町村交付金
 <基>

間接 就業構造基本調査（５年ごとの調査）
令和８年度は該当なし

10/10 10/10

10/10 指導員・調査員手当、事務費 国勢調査令
国勢調査施行規則
基幹統計調査地方公共
団体委託費取扱要綱

10/10 指導員・調査員手当、事務費 住宅・土地統計調査規則
基幹統計調査地方公共
団体委託費取扱要綱

負　　担　　割　　合

補　助　基　準　等 　根 拠 法 令 等 備　考
国 県 市町村

(庁)

主
管
課

主
管
省

補 助 金 等 の 名 称

直  接
間  接
県  単
の区分

住宅・土地統計調査市町村交付金
 <基>

間接 住宅・土地統計調査（５年ごとの調査）
令和８年度は該当なし

10/10

補助率補 助 対 象 事 業 の 内 容

国勢調査市町村交付金
 <基>

間接 国勢調査（５年ごとの調査）
令和８年度は該当なし

10/10
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1/6 ・ドアツードア方式の公共ライドシェア
・国土交通省の「『交通空白』解消等リ・デ
ザイン全面展開プロジェクト」の「『交通空
白』」解消タイプ」の補助金の採択等を受け
ていること

○補助率・限度額
・市町村等が負担する分の１／２（全体の１
／６、別に国４／６）
・限度額5,000千円（ただし、事業者協力型
もしくは自動車を購入する場合は、7,000千
円）

山梨県公共ライドシェア
実証事業費補助金交
付要綱

公共ライドシェア実証事業費補助金 県単 市町村等が実施する公共ライドシェアの導入に向けた実証事
業に要する経費のうち、市町村等が負担する分の１／２（全体
の１／６、別に国４／６）について、補助金を交付する。

1/6 別に
4/6

1/6

・限度額：１市町村あたり3,500千円

※県事業期間：令和４～令和８年度

・特急券補助対象経費：上記の対象者のう
ち、早朝特急を月１０日以上利用する者の
特急券購入費及び定期券購入費に対する
助成事業
※県事業期間：令和８年度

1/2 1/2 ・定期券補助対象経費：県内に住所を有
し、平成２９年４月１日以降に県外の大学等
への通学を始めた者の通学定期券購入費
に対する助成事業

山梨県鉄道通学支援
による人口転出抑制実
証事業費補助金交付
要綱

1/2

1/2 1/2 ・複数市町村にまたがる路線
・１日の輸送量が１５人未満
・１日の運送回数が３回以上（地域協議会
 が認めた場合は、平日１日あたりの運行
 回数が３回以上）
・広域行政圏の中心都市にアクセス
・地域協議会で維持確保が必要とされた
 路線
※上記条件全てに該当する路線の補助
  対象経常費用と経常収益の差額（２年
  を限度）

山梨県生活バス路線
維持費補助金交付要
綱

1/2 1/2 補助対象路線
①廃止路線と輸送目的が同じ
②廃止されて１年以内に運行開始したもの
③競合するバス路線がない

補助対象経費の限度額
（運行費）
　欠損額又は、８３．４７円（乗車人員が
  ２９人をこえる場合は１０７．３４円）×
  実車走行キロのいずれか少ない額
（車両購入費）
　５００万円×０．９又は実購入費
　×０．９のいずれか少ない額
（初年度開設費）
　２５０万円と実購入費のいずれか少
  ない額

山梨県市町村自主運
営バス補助金交付要
綱

山梨県鉄道通学支援による人口転出
抑制実証事業費補助金

県単 鉄道（軌道を含む）を利用して県外の大学等へ通学する者に
対し通学定期券の購入費用を助成する市町村及びJR東日本
が運行する特急かいじ７０号を利用して県外の大学等へ通学
する者に対し特急券の購入費用を助成する市町村に対し補
助を行う。

地
域
・
次
世
代
交
通
推
進
グ
ル
ー

プ

県

1/2

山梨県市町村自主運営バス補助金 県単 県民生活に必要なバス路線の運行を確保し、地域住民の福
祉を増進するため、廃止路線代替バスを運営する市町村に対
し補助を行う。
　・運行費に対する補助
　・車両購入に対する補助
　・初年度開設経費に対する補助
　　車庫、停留所、待合所など

1/2

山梨県生活バス路線維持費補助金 県単 広域的・幹線的路線に準じる生活交通路線について、助成措
置を講じる市町村に対し補助を行う。

負　　担　　割　　合

補　助　基　準　等 　根 拠 法 令 等 備　考
国 県 市町村

補助率

(庁)

主
管
課

主
管
省

補 助 金 等 の 名 称

直  接
間  接
県  単
の区分

補 助 対 象 事 業 の 内 容
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新しい地方経済・生活
環境創生交付金制度
要綱

新しい地方経済・生活環境創生交付金
（デジタル実装型　TYPE1/V/S）

直接 デジタルを活用して地域の課題解決や魅力向上に取り組
む、地方公共団体が作成したデジタル実装型実施計画に
基づく事業の実施を支援。

1/2
(TYPE 1)

2/3
(TYPE V)

3/4
(TYPE S)

1/2
(TYPE 1)

2/3
(TYPE V)

3/4
(TYPE S)

1/2
(TYPE 1)

1/3
(TYPE V)

1/4
(TYPE S)

主な対象事業

○TYPE 1
優良モデル・サービスを活用した実装の
取組

○TYPE V
ブロックチェーン、NFT、Web3.0等をはじ
めとする新たなデジタル技術やデジタル
公共財を複数の地方公共団体が共同で
調達・利用し、効率的かつ効果的に地方
創生に取り組むものを支援

○TYPES
「デジタル行財政改革」が示す規制改革・
制度改革の方向性合致した取組であっ
て、それに必要となる新たなデジタル公
共財を開発し、地域の暮らしや行政を先
行的に改革する取組

1/2 1/2 主な対象事業

（１）ソフト事業
新たな取組に向けた構想・企画段階、具
体化に向けた事業主体の組成段階、事
業主体組成後の事業実施段階に要す
る、ソフト事業を中心とした経費

（２）拠点整備事業
地方創生の充実・強化に向けて効果の
発現を期待できる、建築基準法の「建築
物」及び「建築物以外の施設（設備整備・
用地造成等）」

（３）インフラ整備事業
ソフト事業又は拠点整備事業と組み合わ
せて実施されるインフラの整備

地域未来交付金制度
要綱

市
　
　
　
町
　
　
　
村
　
　
　
振
　
　
　
興
　
　
　
課

内

閣

府

地域未来交付金
（地域未来推進型）

直接 地方の大きな伸び代と地域特性を最大限に活かし、地方
の暮らしの安定を実現するとともに「強い経済」を構築する
ため、地場産業の付加価値向上など、地方公共団体の地
域独自の取組を幅広く支援する。
従来の地方創生に資する取組のみならず、各自治体によ

る産業クラスター計画や地場産業の成⻑戦略が、真に地

方の活力を最大化することに繋がるような取組を推進す
る。

1/2

負　　担　　割　　合

補　助　基　準　等 　根 拠 法 令 等

地域未来交付金
（地域防災緊急整備型）

直接 安心・安全で心豊かに暮らせる持続可能な地域経済社会
を創るため、トイレ、キッチン、ベッド、風呂の迅速な提供な
ど、避難生活環境の抜本的な改善をはじめ、災害にも対
応できる魅力的な地域づくりを目指す地方公共団体の先
進的な取組を交付金により緊急的に支援

1/2 1/2 1/2 主な対象事業

避難所の生活環境改善をはじめ、防災・
減災に必要な車両や資機材について、
地方公共団体が地域経済の活性化や住
民の防災意識の浸透等に向けた平時の
利活用も含めて検討し、整備することに
ついて支援

地域未来交付金（地域
防災緊急整備型）交付
要綱

備　考
国 県 市町村

主
管
課

主
管
省

補 助 金 等 の 名 称

直  接
間  接
県  単
の区分

補 助 対 象 事 業 の 内 容 補助率

(庁)
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負　　担　　割　　合

補　助　基　準　等 　根 拠 法 令 等 備　考
国 県 市町村

主
管
課

主
管
省

補 助 金 等 の 名 称

直  接
間  接
県  単
の区分

補 助 対 象 事 業 の 内 容 補助率

(庁)

(次ページへつづく) (次ページへつづく)

過疎地域持続的発展
支援交付金交付要綱

1/2 1/2 1/2 （３）移転先住宅建設等助成費
　住居移転者が、市町村が移転先地とし
て定めた団地において、住宅の建設又
は購入（これに必要な土地の取得も含
む。）するために要する経費を金融機関
から借り入れた場合において当該借入
金利子（年利率８．５％を限度とする。）に
相当する額の全部又は一部を助成する
に要する経費。住宅の建設又は購入（こ
れに必要な土地の取得を除く。）に必要
な借入金の利子に相当する額が下記の
限度額を超える場合にあっては加算額
あり。

　１件　　　２，３４０千円以内
　（住宅：　１，８４０千円以内）
　（土地：　　　５００千円以内）

市
　
　
　
町
　
　
　
村
　
　
　
振
　
　
　
興
　
　
　
課

総
　
　
務
　
　
省

過疎地域持続的発展支援交付金
<過>

直接 １　過疎地域集落再編整備事業
　（１）集落等移転事業（集落移転タイプ・へき地点在住居
移転タイプ）
　（２）定住促進団地整備事業
　（３）定住促進空き家活用事業
　（４）季節居住団地整備事業

1/2 1/2 1/2 （１）移転の円滑化に要する経費
　　住居移転者の移転及び離農等の円
滑化を図るため、次の区分に従い、住居
移転者に対して支給するに要する経費

　①生活補償を必要とする住居移転者が
当該市町村内にとどまる場合
　　１戸当たり　２，３８５千円以内
　②生活補償を必要としない住居移転者
が当該市町村内にとどまる場合
　　１戸当たり　　　７８０千円以内
　③住居移転者が当該市町村内にとど
まらない場合
　　１戸当たり　　　７８０千円以内

（２）団地造成費
　　団地の造成に要する経費（市町村が
住居移転者に対し、著しく低い対価又は
無償で長期間貸し付ける場合に限る。）
ただし、１戸当たり330㎡以内
　　原則として１㎡当たり　３，２００円以
内

過疎地域持続的発展
支援交付金交付要綱
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負　　担　　割　　合

補　助　基　準　等 　根 拠 法 令 等 備　考
国 県 市町村

主
管
課

主
管
省

補 助 金 等 の 名 称

直  接
間  接
県  単
の区分

補 助 対 象 事 業 の 内 容 補助率

(庁)

2/3 （１）主要施設改修費

（２）機能拡張にかかる付帯施設・設備費

　①施設費
　　ア　：アトリエ、ギャラリー
　　イ　：テナント店舗（物販施設、体験工
房等）
　　ウ　：景観整備施設（景観の維持・向
上に資する案内板、誘導路、照明等）
　　エ　：その他必要と認められる施設
　②設備費
　　ア：情報通信設備（パソコン、タッチパ
ネル等通信端末を含む）

(次ページへつづく)

市
　
　
　
町
　
　
　
村
　
　
　
振
　
　
　
興
　
　
　
課

総
　
　
務
　
　
省

(前ページつづき) (前ページつづき) （４）生活関連施設整備費
　団地に必要と認められる道路、公園、
緑地、広場、集会施設、高齢者福祉施
設、共同駐車場等公共施設の整備に要
する経費（土地を主体とする施設以外の
施設については、用地の取得造成費を
除く。）

（５）産業基盤施設整備費
　団地整備に伴い必要と認められる農林
道、移転跡地及び団地における共同作
業所等、農林漁業近代化のための共同
施設の整備に要する経費（用地の取得
造成費は除く。）

（６）空き家改修費
　空き家の改修に必要な経費
　※新たに取得する、又は現に所有して
いる空き家については、譲渡を予定して
いるものを除く。また、空き家を借り受け
て整備する場合には、10年間以上借り受
けを約すること。

直接 ２ 　過疎地域遊休施設再整備事業
　（１）現在使用されていない家屋、廃校舎、その他本来の
用途を廃止した施設等遊休施設を有効活用するものであ
ること。
　（２）都市部等との人・文化・情報等による地域間交流を
図るものであり、交流を図る上で、都市部等との連携が図
られているもの。又は、地域の振興に資するものであるこ
と。
　（３）一体的なコンセプトによって地域に所在する既存の
施設との調和が図られ、またそのような施設と連携して交
流事業等を推進するものであること。
　（４）自然環境や街並み景観に配慮したものであること。
　（５）文化、歴史等の地域の特性・魅力をいかしたもので
あること。

1/3 1/3

20 ページ



負　　担　　割　　合

補　助　基　準　等 　根 拠 法 令 等 備　考
国 県 市町村

主
管
課

主
管
省

補 助 金 等 の 名 称

直  接
間  接
県  単
の区分

補 助 対 象 事 業 の 内 容 補助率

(庁)

定額 定額 （１）ICT等技術活用事業費
　①ICT等技術を活用する事業で、以下
の取組を目的とするものに要する経費
　　ア　産業振興（特産品の開発、販売促
進PR事業等）
　　イ　生活の安全・安心確保対策（コミュ
ニティバス・デマンド交通システムの整
備、医師確保、巡回医療等）
　　ウ　集落の維持・活性化対策（集落の
見守り活動等）
　　エ　移住・交流・若者の定住促進対策
（空き家バンクの創設費用、交流イベント
等）
　　オ　地域文化伝承対策
　　カ　環境貢献施策の推進
　　キ　その他適当と認められるもの
　②ICT等技術活用事業を実施する上で
要する調査研究に係る経費

（２）人材育成事業費
　過疎地域の持続的発展に必要な人材
を育成する事業に要する経費

（３）市町村等事務費
　ICT等技術活用事業又は人材育成事
業の実施に要する職員旅費、庁費（消耗
品費、印刷製本費、通信運搬費、借料及
び損料等）その他の事務的経費

過疎地域持続的発展
支援交付金交付要綱

（１）集落ネットワーク圏形成支援費
過疎地域等集落ネットワーク圏形成支援
事業実施要綱に定める事業実施計画に
基づく事業で次に掲げるものに要する経
費
ただし、食糧費及び建設地方債が充当
可能な経費を除く。

ア　産業振興（特産品の開発・販売促進
PR事業等）
イ　生活の安全・安心確保対策（有償運
送の仕組み構築、日用品・食料品等の
買い物支援等）
ウ　都市と地域の交流・移住促進対策
エ　地域文化伝承対策
オ　その他適当と認められるもの

過疎地域持続的発展
支援交付金交付要綱

過疎地域等集落ネット
ワーク圏形成支援事業
実施要綱

市
　
　
　
町
　
　
　
村
　
　
　
振
　
　
　
興
　
　
　
課

総
　
　
務
　
　
省

(前ページつづき) 直接 ３　過疎地域持続的発展支援事業
先進的で波及性のあるソフト事業を幅広く支援
（１）ＩＣＴ等技術活用事業
　・産業振興（スモールビジネス振興）
　・生活の安心・安全確保対策
　・集落の維持・活性化対策
  ・移住・交流・若者の定住促進対策
　・地域文化伝承対策
　・環境貢献施策の推進
（２）人材育成事業
　過疎地域市町村の伝統、文化の継承といった地域が特
定されるもの

直接 ４　過疎地域等集落ネットワーク圏形成支援事業
過疎集落等において深刻化する喫緊の課題に対応するた
め、基幹集落を中心として、周辺の集落との間で「集落
ネットワーク圏」を形成し、生活の営み（日常生活支援機
能）を確保するとともに、生産の営み（地域産業）を振興す
るために「地域運営組織等」が行う取組を国が支援

定額 定額
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負　　担　　割　　合

補　助　基　準　等 　根 拠 法 令 等 備　考
国 県 市町村

主
管
課

主
管
省

補 助 金 等 の 名 称

直  接
間  接
県  単
の区分

補 助 対 象 事 業 の 内 容 補助率

(庁)

1/2
2/3
3/4
9/10

1/2
1/3
1/4
1/10

対象事業
○地域密着型（地域資源の活用）
○地域課題への対応（公共的な課題の
解決）
○地域金融機関等による融資、地域活
性化ﾌｧﾝﾄﾞによる出資、民間ｸﾗｳﾄﾞﾌｧﾝﾃﾞｨ
ﾝｸﾞ
○新規性（新規事業）
○モデル性
の要件について、有識者（総務省）の審
査を経て該当すると認められた事業

【補助上限額】
　融資／公費
  4.0～        5,500万円
　3.0～4.0   5,000万円
　2.0～3.0   4,000万円
　1.0～2.0   3,000万円
　
【補助率】
・原則、自治体負担の1/2
・条件不利地域
　財政力0.25以上 2/3
　財政力0.25未満 3/4
・脱炭素 3/4
・女性・若者活躍 3/4

地域経済循環創造事
業交付金交付要綱

市
　
　
　
町
　
　
　
村
　
　
　
振
　
　
　
興
　
　
　
課

総

　
　
務

　
　
省

地域経済循環創造事業交付金
（ローカル１０，０００プロジェクト関係）

直接 産学金官の連携により、地域の人材・資源・資金を活用し
た新たなビジネスの立ち上げを支援する

1/2
2/3
3/4
9/10
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負　　担　　割　　合

補　助　基　準　等 　根 拠 法 令 等 備　考
国 県 市町村

主
管
課

主
管
省

補 助 金 等 の 名 称

直  接
間  接
県  単
の区分

補 助 対 象 事 業 の 内 容 補助率

(庁)

（１）システム設計・開発に要
する経費（基本設計、詳細設
計、開発・単体テスト、結合テ
スト、総合テスト、移行の一連
の工程に係る経費。また、関
連システムとの連携テストを含
む。）

（２）ソフトウェア購入（ライセン
ス費を含む。）に要する経費

社会保障・税番号制度
システム整備費補助金
（国外転出者のマイナ
ンバーカードへの旧氏
及び旧氏の振り仮名表
記等に係るものに限
る。）交付要綱

市
　
　
　
町
　
　
　
村
　
　
　
振
　
　
　
興
　
　
　
課

総
　
　
務
　
　
省

<新>社会保障・税番号制度システム整
備費補助金（国外転出者のマイナンバー
カードへの旧氏及び旧氏の振り仮名表
記等に係るものに限る。）

直接 戸籍の附票に旧氏及び旧氏の振り仮名を記載し、国外転
出者のマイナンバーカードへの旧氏及び旧氏の振り仮名
表記とともに、早期の住民票等の振り仮名記載のために
直接的に必要となる機能に関する整備に係るもの

・住民基本台帳システム
・戸籍附票システム

10/10
10/10

10/10
10/10

企画・
開発費

1/2 派遣職員
人件費

特定地域づくり事業推進交付金 直接 地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の
推進に関する法律第3条第3項により知事の認定を受けた
事業協同組合が行う特定地域づくり事業の実施に要する
経費に充てるため、国が交付するもの。

1/2 1/2

事務局運
営費

○交付限度額
　特定地域づくり事業協同組
合1組合当たり1,675千円

○対象経費
　特定地域づくり事業の実施
に必要な次に掲げる経費

旅費、備品費、消耗品費、会
議費、印刷製本費、通信運搬
費、光熱水料、公租公課、借
料及び損料、保険料、諸謝
金、職員基本給、職員特別給
与、職員諸手当、法定福利
費、福利厚生費、職員退職給
与引当金、退職金掛金、研修
費、訓練委託費、広告宣伝
費、事業設備費、雑役務費

○交付限度額
　派遣職員1人当たり1,125千
円
※ただし、当該派遣職員の稼
働率が0.8未満の場合は、派
遣職員1人当たり1,407千円に
稼働率を乗じた額とする。

○対象経費
　特定地域づくり事業の実施
に必要な次に掲げる経費

職員基本給、職員特別給与、
職員諸手当、法定福利費、福
利厚生費、職員退職給与引当
金、退職金掛金

特定地域づくり事業推
進交付金交付要綱
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負　　担　　割　　合

補　助　基　準　等 　根 拠 法 令 等 備　考
国 県 市町村

主
管
課

主
管
省

補 助 金 等 の 名 称

直  接
間  接
県  単
の区分

補 助 対 象 事 業 の 内 容 補助率

(庁)

1/2 市町村及び都道府県における標準準拠
システムの運用最適化を図るため、市町
村及び都道府県が、地方公共団体情報
システム運用最適化計画に基づき運用
最適化に取り組みなお増加する運用経
費に対して交付することを目的とする。
対象となるシステムは、地方公共団体情
報システムの標準化に関する法律第二
条第一項に規定する標準化対象事務を
定める政令（令和４年政令第１号）に規
定されている事務に係る基幹業務システ
ム。また、これらの基幹業務システムに
共通して実装することができる機能（共
通機能）として、申請管理機能、庁内
データ連携機能、住登外者宛名番号管
理機能、団体内統合宛名機能、ＥＵＣ機
能及び統合収納管理機能・統合滞納管
理機能を提供するシステムも対象とす
る。

地方公共団体情報シス
テム運用最適化支援
事業費補助金交付要
綱

市
　
　
　
町
　
　
　
村
　
　
　
振
　
　
　
興
　
　
　
課

デ
ジ
タ
ル
庁

<新>地方公共団体情報システム運用最
適化支援事業費補助金

直接 標準準拠システム・ガバメントクラウド移行後に一時的に
増加している運用経費の抑制・適正化を含めた運用の最
適化を図るための補助

1/2 1/2

交付期間：発電用施設の設置工事が開始さ
れる年度から、運転開始して５年後までの間

交付限度額
対象発電施設の属する市町村数が１の場合
　5,000KW以上の発電所：
　　　　　　　　　　　55,000千円
　5,000KW未満の発電所：
　　　　　　　　　　  40,000千円

同市町村数が２～３の場合
　5,000KW 以上の発電所：
　　　　　　　　　　40,000千円
　5,000KW 未満の発電所：
　　　　　　　　　　25,000千円

同市町村数が４以上の場合
　5,000KW以上の発電所：
　　　　　　　　110,000千円÷市町村数
　
　5,000KW未満の発電所：
　　　　　　　　  80,000千円÷市町村数

発電用施設周辺地域
整備法第7条
発電用施設周辺地域
整備法施行令第８条
電源立地地域対策交
付金交付規則

交付期間：水力発電施設の運転開始後
15年経過以降7～50年間（水力発電施設
周辺市町村が、発電事業者等の行う発
電に利用される水資源に関する調査・開
発に協力した場合は、最大50年間の交
付を受けることが可能）
交付限度額
　4,400千円～

発電用施設周辺地域
整備法第7条
発電用施設周辺地域
整備法施行令第８条
電源立地地域対策交
付金交付規則

対象団体
14市町村

電源立地地域対策交付金
（旧水力発電施設周辺地域交付金）

間接 水力発電施設が設置されている市町村の区域内において
執行される公共用施設の整備、地域活性化措置等の事業

定額 定額

経

済

産

業

省

電源立地地域対策交付金
（旧電源立地促進対策交付金）

直接 新規発電用施設周辺地域の住民の福祉の向上を図るた
め必要があると認められる公共用施設の整備

定額 定額
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10/10 自動車環境性能割収入額の４０．８５％
交付額の５０％ずつを市町村道の延長と
面積で按分する
８月、１２月、３月に交付

地方税法第１７７条の
６、同法施行令第４４条
の７・８

10/10

【一般財源分】
｛（地方消費税収入額×２２分の１０）－
徴収取扱費±都道府県間の清算額｝×
５０％
交付額の５０％ずつを市町村の国勢調
査人口と事業所統計の従業者数で按分
した額の合計額

【社会保障財源分】
｛（地方消費税収入額×２２分の１２）±
都道府県間の清算額｝×５０％
交付額を市町村の国勢調査人口で按分

６月、９月、１２月、３月に交付

地方税法第７２条の１１
５、同法施行令第３５条
の２１、同法施行令附
則第６条の１４

10/10

令和８年３月３１日
をもって環境性能
割が廃止されまし
た。
総務省から、当該
交付金の取扱いに
関する経過措置が
示される予定です
が、正式な通知は
まだありません。

ゴルフ場所在の市町村に当該ゴルフ場
に係るゴルフ場利用税収入額の７０％
８月、１２月、３月に交付

地方税法第１０３条、同
法施行規則第８条の１
３、県税条例第８９条の
２

10/10 10/10

ゴルフ場利用税交付金 県単 ゴルフ場所在市町村の関連施設整備等（一般財源への交付
金）

10/10

県に納入された株式等譲渡所得割額×
５９．４％
当該市町村における過去３年間の個人
県民税額の平均値で按分
３月に交付

地方税法第７１条の６
７、同法施行令第９条
の２２・２３

法人事業税交付金 県単 法人事業税の市町村交付金（一般財源への交付金） 10/10 10/10 県に納入された法人事業税額×７．７％
当該市町村における従業者数で按分
８月、１２月、３月に交付

地方税法第７２条の７
６、同法施行令第３５条
の４の５、第３５条の４
の７

県に納入された配当割額×５９．４％
当該市町村における過去３年間の個人
県民税額の平均値で按分
８月、１２月、３月に交付

地方税法第７１条の４
７、同法施行令第９条
の１８・１９

株式等譲渡所得割交付金 県単 県民税株式等譲渡所得割の市町村交付金（一般財源への交
付金）

10/10 10/10

配当割交付金 県単 県民税配当割の市町村交付金（一般財源への交付金） 10/10 10/10

10/10 納税義務者数×３，０００円、
その他
７月、１０月、１月、４月に交付

地方税法第４７条、同
法施行令第８条の３、
県税条例第２８条

10/10 県に納入された利子割額×５９．４％
当該市町村における過去３年間の個人
県民税額の平均値で按分
３月に交付

地方税法第７１条の２
５・２６、同法施行令第
９条の１４・１４の２・１５

税
　
　
　
　
　
務
　
　
　
　
　
課

県

個人県民税徴収取扱費交付金 県単 市町村が個人県民税の賦課徴収に関する事務を行うために
要する費用を補償（一般財源への交付金）

地方消費税交付金 県単 地方消費税の市町村交付金（一般財源及び社会保障財源へ
の交付金）

自動車税環境性能割交付金 県単 自動車税環境性能割の市町村交付金（一般財源への交付
金）

10/10

利子割交付金 県単 県民税利子割の市町村交付金（一般財源への交付金） 10/10

負　　担　　割　　合

補　助　基　準　等 　根 拠 法 令 等 備　考
国 県 市町村

補助率

(庁)

主
管
課

主
管
省

補 助 金 等 の 名 称

直  接
間  接
県  単
の区分

補 助 対 象 事 業 の 内 容
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補助率
主
管
課

主
管
省

補 助 金 等 の 名 称

直  接
間  接
県  単
の区分

補 助 対 象 事 業 の 内 容

負　　担　　割　　合

補　助　基　準　等 　根 拠 法 令 等 備　考
国 県 市町村

10/10

特産品開発市町村支援事業費補助
金

県単 市町村が実施する新たな特産品の開発その他ふるさと納税
寄附金受入額の拡大を図るために必要な経費に対し補助す
る。

2/3

資
産
高
度
利
用
推
進
課

県

県有資産所在市町村交付金 県単 県有資産所在市町村交付金 10/10 交付金算定標準額の1.4／100 国有資産等所在市町
村交付金法

2/3 1/3 〇補助対象経費
新たな特産品の開発その他ふるさと納
税寄附金受入額の拡大を図るために必
要な報償費、旅費、需用費、原材料費、
役務費、委託料、使用料及び賃借料、補
助金　等

〇補助率：補助対象経費の３分の２以内

〇補助限度額：１市町村当たり50万円

※複数市町村で共同実施する場合も対
象

特産品開発市町村支
援事業費補助金交付
要綱
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防
　
災
　
危
　
機

管
　
理
　
課

防
　
衛
　
省

自衛官募集事務地方公共団体委託
費

直接 自衛官募集事務 10/10 10/10 ○自衛隊の基準による 自衛隊法第97条第3項

負　　担　　割　　合

補　助　基　準　等 　根 拠 法 令 等 備　考
国 県 市町村

補助率

(庁)

主
管
課

主
管
省

補 助 金 等 の 名 称

直  接
間  接
県  単
の区分

補 助 対 象 事 業 の 内 容
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2/3 補助金の補助率は、予算の範囲内で補
助対象設備の整備費の３分の１以内

消防団設備整備費補
助金（消防団救助能力
向上資機材緊急整備
事業）交付要綱

補助裏（市町村
負担分）の８割
は特別交付税
措置。

消防団設備整備費補助金（消防団救
助能力向上資機材緊急整備事業)

直接 消防団の災害対応能力の向上を図るための設備
　・救急救助用器具
　　ア 自動体外式除細動器
　　イ 油圧切断機
　　ウ エンジンカッター及び電動カッター
　　エ チェーンソー
　　オ ジャッキ
　・火災鎮圧用器具
　　ア 災害対応用多機能型ノズル
　　イ 可搬消防ポンプ
　　ウ 低水位ストレーナ及びフローティングストレーナ
　・林野火災用器具
　　ア 可搬式散水装置（背負式水のう）
　　イ 可搬式散水装置（背負式水のう）用給水器
　・発電機
　・水災用器具又は水難救助用器具
　　ア 排水ポンプ
　　イ ボート
　　ウ 浮環
　　エ フローティングロープ
　　オ 水のう（吸水性土のうを含む。）
　　カ 高視認性雨衣
　・安全装備品
　　ア 耐切創性手袋
　　イ 救命胴衣
　　ウ 切創防止用保護衣
　　エ 高性能防火衣
　　オ 防火帽・防火長靴
　　カ 高視認性活動服
　　キ 高視認性防寒衣
    ク  高視認性冷却布
　・情報関連機器
　　ア トランシーバー
　　イ ドローン
　　ウ タブレット端末
　　エ 衛星通信機器（衛星通信を行うことができる携帯電話
　　　端末及び携帯用無線機並びに人工衛星を利用したイン
　　　ターネット接続用の可搬式送受信装置をいう。）

1/3 1/3

　・備蓄倉庫（地域防災拠点施設）
　・防火水槽（林野分）
　・救助活動等拠点施設等
　・活動火山対策避難施設
　・広域訓練拠点施設
　・救急安心センター等整備事業

1/3 1/3 2/3

1/2 1/2 1/2 当該年度の補助基準単価による

※備蓄倉庫、防火水槽（林野分）、活動
火山対策避難施設については、各根拠
法令の適用を受ける施設にあっては２分
の１以内

消防防災施設整備費
補助金交付要綱

交付対象経費の全部 緊急消防援助隊活動
費負担金交付要綱

1/2 1/2 当該年度の補助基準単価による 緊急消防援助隊設備
整備費補助金交付要
綱

消
防
保
安
課

消
防
庁

緊急消防援助隊活動費負担金 直接 消防庁長官の指示を受けて出動した緊急消防援助隊の活動

〈過〉〈強〉〈山〉消防防災施設整備費
補助金

直接 消防防災施設の整備事業
　・耐震性貯水槽
　・画像伝送システム（施設分）

10/10
（国）

緊急消防援助隊設備整備費補助金 直接 緊急消防援助隊関係設備
　・災害対応特殊消防ポンプ自動車
　・災害対応特殊救急自動車
　・救助工作車Ⅱ型、Ⅲ型
　・テロ対策用特殊救助資機材
　・支援車　　　　　　　　　　　　　　　　等

1/2

負　　担　　割　　合

補　助　基　準　等 　根 拠 法 令 等 備　考
国 県 市町村

補助率

(庁)

主
管
課

主
管
省

補 助 金 等 の 名 称

直  接
間  接
県  単
の区分

補 助 対 象 事 業 の 内 容
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57.75/100 38.5/100 19.25/100 19.25/100

3/4 1/2 1/4 1/4

重層的支援体制整備事業交付金 直接 包括的相談支援事業

生活困窮者自立相談支援事業費等
負担金（生活困窮者住居確保給付
金）

直接 離職により住宅を失った又はそのおそれが高い生活困窮者又は
転居により家賃負担等を軽減する必要がある者であって、所得等
が一定水準以下の者に対して、有期で家賃相当の「住居確保給
付金」を支給する。

3/4 3/4 1/4 厚生労働大臣が必要と認めた額

社会福祉法第106条の
8地域包括支援センターの運営 包括的支援事業及び任意事業に要する

経費×57.75/100
(次ページへつづく) 相談支援事業 厚生労働大臣が必要と認めた額

生活困窮者自立支援
法第3条第3項

生活困窮者自立支援
法第3条第2項

生活困窮者自立相談支援事業費等
負担金（被保護者就労支援事業費）

直接 被保護者の自立促進を図ることを目的とし、被保護者の就労の
支援に関する問題点について、被保護者からの相談に応じ、必
要な情報提供及び助言を行う。

3/4 3/4 1/4 厚生労働大臣が必要と認めた額 生活保護法第55条の7

生活困窮者自立相談支援事業費等
負担金（生活困窮者自立相談支援事
業費）

直接 生活困窮者が抱える多様で複合的な問題について、生活困窮者
からの相談に応じ、必要な情報提供及び助言を行うとともに、さま
ざまな支援を一体的かつ計画的に行うことにより、生活困窮者の
自立の促進を図る。

3/4 3/4 1/4 厚生労働大臣が必要と認めた額

介護扶助費等負担金 直接 市が支弁する居住地不明者等の生活保
護費（介護扶助費）

生活保護法第73条

市が支弁する被保護者の生活保護費（介護扶助費） 3/4 3/4 1/4 市が支弁する被保護者の生活保護費
（介護扶助費）

市が支弁する居住地不明者等の生活保護費（介護扶助費） 4/4 3/4 1/4

生活保護法第75条

1/4 市が支弁する被保護者の生活保護費
（生活扶助費等及び施設事務費）

生活保護法第75条

医療扶助費等負担金 直接 市が支弁する居住地不明者等の生活保護費（医療扶助費） 4/4 3/4 1/4 市が支弁する居住地不明者等の生活保
護費（医療扶助費）

生活保護法第73条

市が支弁する被保護者の生活保護費（医療扶助費） 3/4 3/4 1/4 市が支弁する被保護者の生活保護費
（医療扶助費）

生活保護法第75条

1/4 市が行う被保護者への就労支援事業 生活保護法第55条の7

生活扶助費等負担金 直接 市が支弁する居住地不明者等の生活保護費（生活扶助費等及び
施設事務費）

4/4 3/4 1/4

生活困窮者自立相談支援事業費等
国庫負担金

直接 被保護者就労支援事業 3/4 3/4

市が支弁する居住地不明者等の生活保
護費（生活扶助費等及び施設事務費）

生活保護法第73条

市が支弁する被保護者の生活保護費（生活扶助費等及び施設事
務費）

3/4 3/4

その他生活困窮者の自立の促進に資する事業 1/2 1/2 1/2

厚生労働大臣が必要と認めた額

居住支援事業 2/3 2/3 1/3

家計改善支援事業 2/3 2/3 1/3

就労準備支援事業 2/3 2/3 1/3

福祉事務所未設置町村による相談事業 3/4 3/4 1/4

厚生労働大臣が必要と認めた額 生活困窮者就労準備
支援事業費等補助金
交付要綱

生活困窮者就労準備支援事業費等
補助金

直接 自立支援プログラム策定実施推進事業 3/4 3/4 1/4 市が行う体制整備強化、診療報酬請求
の適正化、業務効率化などに要する経
費

生活困窮者就労準備
支援事業費等補助金
交付要綱生活保護適正実施推進事業 1/2 1/2 1/2

3/4 3/4 1/4
直接

1/2

1/2 1/2

1/2 1/4 1/4

生活困窮者就労準備支援事業等補
助金（地域共生社会の実現に向けた
包括的支援体制の整備に係る支援
事業）

直接 地域における互助機能強化のための地域との連携・協働モデル
事業

機能集約化アプローチによる包括的な支援体制整備モデル事業

3/4 3/4 1/4

3/4 3/4 1/4

厚生労働大臣が必要と認めた額 生活困窮者就労準備
支援事業費等補助金
交付要綱

・地域住民の活動支援・情報発信等 1/2 1/2 1/2

福

祉

保

健

総

務

課

厚
　
　
生
　
　
労
　
　
働
　
　
省

生活困窮者就労準備支援事業等補
助金（生活困窮者支援等のための地
域づくり事業）

直接 ・地域住民のニーズ・生活課題の把握 1/2

・地域コミュニティを形成する「居場所づくり」 1/2

・地域の実情や課題に応じた民生委員の担い手確保対策 3/4

1/2 1/2
・地域づくりの担い手がつながるプラットフォームの展開 1/2 1/2

負　　担　　割　　合

補　助　基　準　等 　根 拠 法 令 等 備　考
国 県 市町村

主
管
課

主
管
省

補 助 金 等 の 名 称

直  接
間  接
県  単
の区分

補 助 対 象 事 業 の 内 容 補助率

(庁)
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負　　担　　割　　合

補　助　基　準　等 　根 拠 法 令 等 備　考
国 県 市町村

主
管
課

主
管
省

補 助 金 等 の 名 称

直  接
間  接
県  単
の区分

補 助 対 象 事 業 の 内 容 補助率

(庁)
2/3 2/3 1/6 1/6
3/4 1/2 1/4 1/4
3/4 3/4 1/4
3/4 3/4 1/4

32.5/100 20/100 12.5/100 12.5/100
57.75/100 38.5/100 19.25/100 19.25/100

3/4 1/2 1/4 1/4
2/3 1/3 1/3 1/3
1/2 1/2 1/2

市町村が支弁した行旅病人・死亡人取
扱費

行旅病人・死亡人取扱
法第5条・第13条

⑤以外
1/2

補助対象事業の実施に必要な経費 困難な問題を抱える女
性支援推進等事業費
国庫補助金交付要綱

県
行旅病人及び行旅死亡人取扱費県
負担金

県単 行旅病人・死亡人取扱費 10/10 10/10

困難な問題を抱える女性支援推進等
事業費国庫補助金

直接 ①女性相談支援員活動強化事業
②困難女性支援活動・DV対策機能強化事業
③DV被害者等自立生活援助事業
④官民協働等女性支援事業
⑤困難な問題を抱える女性支援連携強化事業
⑥民間団体支援強化・推進事業
⑦困難な問題を抱える女性への支援体制構築事業

⑤以外
1/2

(⑧は民
間団体へ
定額補

助）

⑤
10/10

⑤以外
1/2

(⑧は民
間団体へ
定額補

助）

⑤
10/10

1/4 人口区分に応じて算定した額
※「アウトリーチ等を通じた継続的支援
事業及び参加支援事業における居住継
続支援体制の整備」については、国によ
る定額補助

社会福祉法第106条の
8妊婦等包括相談支援事業型

自立相談支援事業 人口区分に応じて算定した額
福祉事務所設未設置町村相談事業 厚生労働大臣が必要と認めた額

地域介護予防活動支援事業 標準給付費×32.5／100
生活支援体制整備事業 包括的支援事業及び任意事業に要する

経費×57.75/100
地域活動支援センター機能強化事業 厚生労働大臣が必要と認めた額

地域づくり事業

福

祉

保

健

総

務

課

厚
　
生
　
労
　
働
　
省

(前ページつづき) 直接 利用者支援事業 基本型、特定型、こども家庭センター型

地域子育て支援拠点事業 地域子育て支援拠点事業
生活困窮者支援等のための地域づくり事業 厚生労働大臣が必要と認めた額

3/4 1/2 1/4 1/4

多機関協働事業等 3/4 1/2 1/4
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介護保険保険者努力支援交付金 直接 市町村が行う介護予防・健康づくりの取組を支援することを目的とし
た交付金

①～③の合計

①基本配分枠：第１号被保険者規模別
配分額×（当該市町村の評価点数×当
該市町村の第1号被保険者数）÷（（各市
町村の評価点数×各市町村の第1号被
保険者数）の規模別合計）
②アウトカム配分枠
交付金の予算額の一部に、「アウトカム
指標に係る当該市町村の評価点数を、
全国の当該評価点数の合計で除して得
た割合」を乗じて得た額
③保険者機能強化推進枠
交付金の予算額の一部に、要件に該当
する延べ市町村数で除して得た額に、当
該市町村において該当する市町村にお
いて該当する要件の数を乗じて得た額

介護保険法第122条の
3

標準給付費×｛28％-（23％×後期高齢
者加入割合補正係数×所得段階別加入
割合補正係数）｝×調整率

介護保険法第122条
介護保険の調整交付
金の交付額の算定に
関する省令

保険者機能強化推進交付金 直接 市町村が行う自立支援・重度化防止の取組を支援することを目的と
した交付金

①～④の合計

①基本配分枠：第１号被保険者規模別
配分額×（当該市町村の評価点数×当
該市町村の第1号被保険者数）÷（（各市
町村の評価点数×各市町村の第1号被
保険者数）の規模別合計）
②アウトカム配分枠
交付金の予算額の一部に、「アウトカム
指標に係る当該市町村の評価点数を、
全国の当該評価点数の合計で除して得
た割合」を乗じて得た額
③保険者機能強化推進枠
交付金の予算額の一部に、要件に該当
する延べ市町村数で除して得た額に、当
該市町村において該当する市町村にお
いて該当する要件の数を乗じて得た額
④成果指向型配分枠
第1号被保険者数の規模ごとに、成果指
向型配分枠に係る評価指標の評価点数
が高い市町村を選定し、規模別の基準
額を上限として交付

介護保険法第122条の
3

20/100
（直接）
15/100
（直接）

12.5/100
（県単）

17.5/100
（県単）

12.5/100

12.5/100

居宅給付費分

施設等給付費分

介護保険法 第121条
　　　　　  　  第123条
　　　　　  　　第124条

残りの5％に
ついては財
政調整交付
金により負
担

健

康

長

寿

推

進

課

厚

生

労

働

省

介護給付費負担金 直接
県単

介護給付費に対する定率負担金 32.5/100

低所得者保険料軽減負担金 直接
県単

低所得者の第一号介護保険料の負担軽減を目的とした負担金  3/4  1/2  1/4  1/4 軽減単価×軽減見込者数×3/4 介護保険法第124条の
2

介護給付費財政調整交付金 直接 介護給付費に対する調整交付金

負　　担　　割　　合

補　助　基　準　等 　根 拠 法 令 等 備　考
国 県 市町村

主
管
課

主
管
省

補 助 金 等 の 名 称

直  接
間  接
県  単
の区分

補 助 対 象 事 業 の 内 容 補助率

(庁)
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負　　担　　割　　合

補　助　基　準　等 　根 拠 法 令 等 備　考
国 県 市町村

主
管
課

主
管
省

補 助 金 等 の 名 称

直  接
間  接
県  単
の区分

補 助 対 象 事 業 の 内 容 補助率

(庁)

(次ページへつづく)

健

康

長

寿

推

進

課

厚

生

労

働

省 ・16,600千円の範囲内で厚生労働大臣
が認めた額

・8,330千円の範囲内で厚生労働大臣が
認めた額

整備対象面
積について
は、施設の
延べ床面識
を上限とし
て、関東信
越厚生局長
が認めた面
積とする。

②認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業
　　・地域密着型特別養護老人ホーム
　　・小規模ケアハウス
　　・小規模介護老人保健施設
　　・小規模介護医療院

　　・小規模養護老人ホーム
　　・都市型軽費老人ホーム
　　・認知症対応型通所介護事業所
　　・認知症高齢者グループホーム
　　・小規模多機能型居宅介護事業所
　　・看護小規模多機能型居宅介護事業所
　　・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所
　　・介護予防拠点
　　・地域包括支援センター
　　・生活支援ハウス（高齢者生活福祉センター）
　　・緊急ショートステイ
　　・施設内保育施設

定額

〃

定額

〃

地域介護・福祉空間整備等施設
整備交付金

間接 ①既存の高齢者施設等のスプリンクラー設備等整備事業
　　・スプリンクラー整備
　　　【1,000㎡未満の場合】

　　　【1,000㎡未満の場合であって、消火ポンプユニット等
      　を設置する場合】

　　・300㎡未満の場合であって自動火災報知設備を整備する
　　　場合
　　・500㎡未満の場合であって消防機関へ通報する火災報
　　　知設備を整備する場合
　ア　小規模ケアハウス
　イ　都市型軽費老人ホーム
　ウ　小規模有料老人ホーム
　エ　小規模多機能型居宅介護事業所
　オ　看護小規模多機能型居宅介護事業所
　カ　宿泊サービスの提供を行う地域密着型通所介護事業所
　キ　宿泊サービスの提供を行う認知症対応型通所介護事業所
　ク　 生活支援ハウス（高齢者生活福祉センター）

　

定額

〃

〃

〃

定額

〃

〃

〃

・10,460円の範囲内で厚生労働大臣が
認めた額/㎡
・10,460円の範囲内で厚生労働大臣が
認めた額/㎡と2,630千円の範囲内で厚
生労働大臣が認めた額との合計額
・1,170千円の範囲内で厚生労働大臣が
認めた額
・351千円の範囲内で厚生労働大臣が認
めた額

地域介護・福祉空間整
備等施設整備交付金
交付要綱

地域介護・福祉空間整
備等施設整備交付金
実施要綱

対象経費の
実支出予定
額が800千
円を下回る
場合は、補
助対象外

②包括的支援事業及び任意事業 57.75/10
0

38.5/100
（直接）

19.25/10
0

19.25/10
0

包括的支援事業及び任意事業に要する
経費×57.75/100

37.5/100 25/100
（直接）

12.5/100 12.5/100 介護予防・日常生活支援総合事業に要
する経費×37.5/100

介護保険法第122条の
2
介護保険法第123条第
3項及び第4項
地域支援事業交付金
交付要綱

地域支援事業交付金 直接
県単

地域支援事業に要する費用に対する交付金
①介護予防・日常生活支援総合事業
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負　　担　　割　　合

補　助　基　準　等 　根 拠 法 令 等 備　考
国 県 市町村

主
管
課

主
管
省

補 助 金 等 の 名 称

直  接
間  接
県  単
の区分

補 助 対 象 事 業 の 内 容 補助率

(庁)
(前ページつづき)

健
　
　
康
　
　
長
　
　
寿
　
　
推
　
　
進
　
　
課

厚
　
　
生
　
　
労
　
　
働
　
　
省

④高齢者施設等のブロック塀等改修整備事業
　　・地域密着型特別養護老人ホーム及び併設される短期入
 　　所施設
　　・上記以外の小規模短期入所施設
　　・小規模介護老人保健施設
　　・小規模介護医療院
　　・小規模ケアハウス
　　・小規模養護老人ホーム
　　・都市型軽費老人ホーム
　　・小規模有料老人ホーム
　　・地域密着型通所介護事業所
　　・認知症対応型通所介護事業所
　　・認知症高齢者グループホーム
　　・小規模多機能型居宅介護事業所
　　・看護小規模多機能型居宅介護事業所
　　・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所
　　・夜間対応型訪問介護事業所
　　・介護予防拠点
　　・地域包括支援センター
　　・生活支援ハウス（高齢者生活福祉センター）
　　・緊急ショートステイ
　　・施設内保育施設

3/4 1/2 1/4 ・厚生労働大臣が認めた額

⑤高齢者施設等の換気設備整備事業
　　・地域密着型特別養護老人ホーム及び併設される短期入
 　　所施設（利用定員に関わらない）
　　・上記以外の小規模老人短期入所施設
　　・小規模介護老人保健施設
　　・小規模介護医療院
　　・小規模ケアハウス
　　・小規模養護老人ホーム
　　・都市型軽費老人ホーム
　　・小規模有料老人ホーム
　　・認知症高齢者グループホーム
　　・小規模多機能型居宅介護事業所
　　・看護小規模多機能型居宅介護事業所
　　・生活支援ハウス（高齢者生活福祉センター）

定額 定額 ・施設延べ床面積（関東信越厚生局長が
必要と認めた面積）×4,310円の範囲内
で厚生労働大臣が認めた額

厚生労働大臣が認めた額
③高齢者施設等の給水設備整備事業
　　・地域密着型特別養護老人ホーム
　　・小規模介護老人保健施設
　　・小規模介護医療院
　　・小規模ケアハウス
　　・小規模養護老人ホーム
　　・都市型軽費老人ホーム
　　・認知症対応型通所介護事業所
　　・認知症高齢者グループホーム
　　・小規模多機能型居宅介護事業所
　　・看護小規模多機能型居宅介護事業所
　　・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所
　　・介護予防拠点
　　・地域包括支援センター
　　・生活支援ハウス（高齢者生活福祉センター）
　　・緊急ショートステイ
　　・施設内保育施設

3/4 1/2 1/4
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負　　担　　割　　合

補　助　基　準　等 　根 拠 法 令 等 備　考
国 県 市町村

主
管
課

主
管
省

補 助 金 等 の 名 称

直  接
間  接
県  単
の区分

補 助 対 象 事 業 の 内 容 補助率

(庁)

健
　
　
康
　
　
長
　
　
寿
　
　
推
　
　
進
　
　
課

厚
　
　
生
　
　
労
　
　
働
　
　
省

県

山梨県認知機能低下予防補聴器
装用推進事業費補助金

高齢者生きがい活動促進事業補
助金

障害者ホームヘルプサービス利
用者支援措置事業費補助金

介護保険災害臨時特例補助金

山梨県市民後見人養成推進事業
費補助金

社会福祉法人等による利用者負
担の軽減制度対策費補助金

県単 市町村が行う補聴器を購入する者に対して補助する事業において市
の経費の一部を県が補助

1/2 1/2 1/2 ・市町村民税非課税世帯の者1台あたり
25,000円上限
・市町村民税課税世帯の者で、本人が市
町村民税非課税かつ年金収入等が80万
円以下の者1台あたり16,000円上限

山梨県認知機能低下
予防補聴器装用推進
事業費補助金交付要
綱

※R7.4.1事
業創設

3/4 1/2 1/4 1/4 市町村が助成した額の3/4 介護保険事業費補助
金交付要綱
県介護保険サービス利
用者負担対策費補助
金交付要綱

1/4 1/4 800千円の範囲内で知事が必要と認めた
額

山梨県市民後見人養
成推進事業費補助金
交付要綱

減免した保険料や利用者負担額の総額 介護保険災害臨時特
例補助金交付要綱

団体の立ちあげや既存団体が新規に事
業を行う際に必要な経費（初年度軽費）

介護保険事業費補助
金交付要綱

直接 ・東京電力福島第一原発の事故により設定された避難指示区域に居
住していた者等の第１号保険料や介護保険サービスの利用者負担
額の減免

定額 定額

1/4

間接 地域における市民後見人の活動を推進するため、市民後見人養成
に係るフォローアップ研修及び市民後見人への支援体制構築及び相
談支援事業に要する経費に対して、予算の範囲内で補助金を交付す
る。

3/4 1/2

間接 低所得者で特に生計が困難である者に対して、介護保険サービスの
提供を行う社会福祉法人等が利用者負担の軽減を行った場合、市
町村が当該社会福祉法人等が負担した費用の一部を助成
・対象となる法人
　軽減実施の申出を行った社会福祉法人等
・対象となるサービス
　特別養護老人ホーム、デイサービス、ショートステイ
　サービス、ホームヘルプサービス等
・対象者は市町村民税世帯非課税で特に生計が困難な者

3/4 1/2

直接 企業退職高齢者等が有償ボランティア活動等による一定の収入を得
ながら、自らの生きがいや健康づくりにもつながる活動を行い、同時
に介護予防や生活支援サービス基盤となる活動を行う団体の立ちあ
げを支援する。
市町村が把握した地域課題を解決するために創出された「住民主体
のサービス」については、団体立ち上げ後に介護予防・生活支援
サービスに移行した場合に、地域支援事業交付金の補助を受けて
サービスを実施することも可能。

定額 定額

1/4 市町村が助成した額の3/4 介護保険事業費補助
金交付要綱
県介護保険サービス利
用者負担対策費補助
金交付要綱

間接 ・低所得者であって、障害者施策による訪問介護等を利用していたも
のについて、市町村が利用者負担を減免

介護保険法第147条

高齢者社会活動推進等事業費補
助金

間接 高齢者地域福祉推進事業
・老人クラブ助成事業
・市町村老人クラブ連合会活動促進事業
・健康づくり・介護予防事業

2/3 1/3 1/3 1/3 厚生労働大臣及び知事が必要と認めた
額

県高齢者社会活動推
進等事業費補助金交
付要綱

財政安定化基金貸付金・交付金 間接 市町村の介護保険財政の財源不足に対する資金の貸付・交付 定額 定額 定額 定額 保険料未納や給付費の見込み誤りによ
る財源不足
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1/3

市町村による療養の給付に要した費用の
額から当該給付に係る一部負担金に相当
する額を控除した額並びに入院時食事療
養費、入院時生活療養費、保険外併用療
養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養
費、移送費、高額療養費、高額介護合算療
養費及び審査支払手数料等の支給に要し
た費用の全額に相当する額

国が当該市町村における災害その他特別
の事情に応じて交付する額、ただし、保健
事業については、知事が定める基準に基
づき算出した額

国が当該市町村の被保険者の健康の保持
増進等の取組に応じて交付する額

医療費適正化、収納率向上等の項目によ
り、知事が定める基準に基づき算出した額

当該市町村の特定健康診査等費用額に応
じ算出した額

国民健康保険法第75条
の2

国民健康保険の国庫負
担金等の算定に関する
政令

国民健康保険の調整交
付金等の交付額の算定
に関する省令

山梨県国民健康保険条
例

国民健康保険調整交付
金（保健事業分）交付要
綱

山梨県国民健康保険保
険給付費等交付金交付
要綱

1/2 国内民間建立慰霊碑移設等事業の実施に
必要な経費（１基につき二百万円以内で、
厚生労働大臣が必要と認めた額）

国内民間建立慰霊碑移
設等事業費補助金交付
要綱

国

保

援

護

課

厚

生

労

働

省

生活困窮者就労準備支援事業費等補
助金

直接 中国残留邦人等地域生活支援事業に要する経費 10/10

遺族及留守家族等援護事務委託費（支
援・相談員配置経費）

直接 特定中国残留邦人等の支援給付実施機関に配置する支援・相談
員雇上経費等

10/10

山梨県国民健康保険保険給付費等交
付金

1 保険給付費等普通交付金

2 保険給付費等特別交付金
(1)国民健康保険特別調整交付金

(2)保険者努力支援制度交付金

(3)保険給付費等特別交付金

(4)特定健康診査等負担金

間接

間接

間接

県単

間接

保険給付の実施その他の国民健康保険事業の円滑かつ確実な
実施を図り、及び県内の市町村の財政状況その他の事情に応じ
た財政の調整を行う 要綱

による
算定額

省令
による
算定額

省令
による
算定額

要綱
による
算定額

2/3

省令
による
算定額

省令
による
算定額

1/3

要綱
による
算定額

1/3

国内民間建立慰霊碑移設等事業費補
助金

直接 民間団体等が国内に建立した戦没者慰霊碑であって、管理状況
等が不良な慰霊碑の移設等に係る経費の一部を補助することに
より戦没者慰霊や住民の安全確保に資する

1/2以内 1/2

10/10 厚生労働大臣が必要と認めた額 支援・相談員の配置等に
関する実施要領

10/10 厚生労働大臣が必要と認めた額 生活困窮者就労準備支
援事業費等補助金交付
要綱

負　　担　　割　　合

補　助　基　準　等 　根 拠 法 令 等 備　考
国 県 市町村

主
管
課

主
管
省

補 助 金 等 の 名 称

直  接
間  接
県  単
の区分

補 助 対 象 事 業 の 内 容 補助率

(庁)
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負　　担　　割　　合

補　助　基　準　等 　根 拠 法 令 等 備　考
国 県 市町村

主
管
課

主
管
省

補 助 金 等 の 名 称

直  接
間  接
県  単
の区分

補 助 対 象 事 業 の 内 容 補助率

(庁)

2/3

3/4

国保調整交付金の交付額の算定に関する
省令第6条による特別調整交付金の交付
対象となった診療施設の運営に要する経
費で同算定省令の計算の例により算出し
た額

山梨県国民健康保険事
業奨励補助金交付要綱

医師派遣事業補助分
　へき地医療の確保のため市町村が行う「医師派遣事業」に対す
る助成

1/3 1/3 2/3 無医地区又は無医地区に準ずる地区へ医
師を継続的に派遣する事業

一般会計から後期高齢者特別会計へ繰入
れる保険料軽減相当額

高齢者の医療の確保に
関する法律第99条第3項
山梨県後期高齢者保険
基盤安定化事業費負担
金交付要綱

1/4 1/4 一般会計から国保特別会計へ繰入れる政
令により算定した額

国民健康保険法第72条
の4第2項、第3項
国民健康保険保険基盤
安定負担金交付要綱
山梨県国民健康保険保
険基盤安定負担金交付
要綱

県

後期高齢者保険基盤安定化事業費負
担金

県単 低所得者等の保険料及び子ども・子育て支援納付金の負担軽減
のため、公費補てんに要する経費

3/4

厚
　
生
　
労
　
働
　
省

国民健康保険へき地医療確保対策事
業費補助金

県単 国民健康保険直営診療所補助分
　へき地等の国保診療所のうち医師確保困難、診療圏人口僅少
等構造的不採算施設の健全な運営を確保するため運営費につい
て特別調整交付金交付対象施設に対し、県単で補助

過疎
準過疎

1/3

その他
1/4

1/3

1/4

3/4 1/4

山梨県国民健康保険事
業奨励補助金交付要綱

1/4 1/4 一般会計から国保特別会計へ繰入れる保
険料軽減相当額

国民健康保険法第72条
の3の3第1項
国民健康保険産前産後
保険料負担金交付要綱
山梨県国民健康保険産
前産後保険料負担金交
付要綱

国民健康保険保険者支援事業費負担
金

直接
県単

保険料（税）軽減対象となった一般被保険者数に応じて保険料の
一定割合を公費で補てん

3/4 1/2

国民健康保険産前産後保険料負担金 直接
県単

出産する予定の被保険者又は出産した被保険者が属する世帯の
保険料（税）負担の緩和を図る事業

3/4 1/2

国民健康保険未就学児支援事業費負
担金

直接
県単

未就学児の国民健康保険の保険料（税）負担の緩和を図る事業 3/4 1/2 1/4 1/4 一般会計から国保特別会計へ繰入れる保
険料（税）軽減相当額

国民健康保険法第72条
の3の2第2項、第3項
国民健康保険未就学児
均等割保険料負担金交
付要綱
山梨県国民健康保険未
就学児支援事業費負担
金交付要綱

国

保

援

護

課

県

国民健康保険保険基盤安定事業費負
担金

県単 低所得者の加入割合が高い国民健康保険の保険料（税）負担の
緩和を図る事業

3/4 3/4 1/4 一般会計から国保特別会計へ繰入れる保
険料（税）軽減相当額

国民健康保険法第72条
の3第2項
山梨県国民健康保険保
険基盤安定負担金交付
要綱
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1/4 1/4 市町村が児童福祉法第51条第1号、第2
号及び第6号の規定に従って支出した額

障害児入所給付費等
負担金及び障害児入
所医療費等負担金交
付要綱
山梨県障害児通所給
付費等負担金及び障
害児通所医療費等負
担金交付要綱

障
　
　
　
　
害
　
　
　
　
福
　
　
　
　
祉
　
　
　
　
課

こ
ど
も
家
庭
庁

障害児入所給付費等負担金及び障
害児入所医療費等負担金

直接 児童福祉法に基づく障害児通所給付 3/4 1/2

厚

生

労

働

省

障害者自立支援給付費等負担金 直接 障害者総合支援法に基づく自立支援給付 3/4

特別障害者手当等給付費国庫負担
金

直接 特別障害者手当、障害児福祉手当、福祉手当（経過措置分）
給付事業

3/4 3/4

特別児童扶養手当の支給事務の遂行に
必要な経費

特別児童扶養手当等
の支給に関する法律
特別児童扶養手当事
務取扱交付金交付要
綱

地域生活支援事業費等補助金 直接 地域生活支援事業 3/4 1/2 1/4

特別児童扶養手当事務取扱交付金 直接 特別児童扶養手当の支給事務 10/10 10/10

1/4 地域生活支援事業等の実施に必要な経
費

地域生活支援事業費
等補助金及び障害者
総合支援事業費補助
金交付要綱
山梨県市町村地域生
活支援事業費等補助
金交付要綱

1/4

町村分

1/4

市　分

特別障害者手当
1人当たり月額　　29,590円
障害児福祉手当・福祉手当
1人当たり月額  　16,100円

特別児童扶養手当等
の支給に関する法律
特別障害者手当等給
付費国庫負担金交付
要綱

1/2 1/4 1/4 市町村が障害者総合支援法第92条第1
号、第2号、第4号並びに第5号の規定に
従って支出した額

障害者自立支援給付
費等国庫負担金交付
要綱
山梨県障害者自立支
援給付費負担金交付
要綱

負　　担　　割　　合

補　助　基　準　等 　根 拠 法 令 等 備　考
国 県 市町村

主
管
課

主
管
省

補 助 金 等 の 名 称

直  接
間  接
県  単
の区分

補 助 対 象 事 業 の 内 容 補助率

(庁)
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負　　担　　割　　合

補　助　基　準　等 　根 拠 法 令 等 備　考
国 県 市町村

主
管
課

主
管
省

補 助 金 等 の 名 称

直  接
間  接
県  単
の区分

補 助 対 象 事 業 の 内 容 補助率

(庁)

山梨県難聴児補聴器
購入事業費補助金交
付要綱

山梨県介助用自動車
購入等助成事業補助
金交付要綱

難聴児補聴器購入事業費補助金 県単 身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度難聴児に
対して、補聴器を購入する費用に対する助成

1/2 1/2 1/2 市町村が交付した補聴器購入助成金の
2分の1を交付

山梨県介助用自動車購入等助成事
業費補助金

県単 介助用自動車購入等助成事業
車いす等を使用する在宅の重度身体障害者等が移動に際し
必要とする自動車をリフト付等に改造又は改造車両を新規に
購入する経費に対する助成

1/2 1/2 1/2 市町村が交付した介助用自動車購入等
助成金の2分の1（1件当たり限度額200
千円）を交付

県単 リフト付車両（専用・兼用）の設置に対する補助 1/2 1/2 1/2 基準額
・専用車両設置費
1台当たり　3,500千円
・兼用車両設置費
1台当たり　1,000千円

同上

1/4 市町村が障害者総合支援法第92条第3
号の規定に従って支出した額

障害者医療費国庫負
担金交付要綱
山梨県障害者医療費
負担金交付要綱

山梨県重度心身障害
者医療費助成事業費
補助金交付要綱
山梨県重度心身障害
者医療費支給事務費
補助金交付要綱
山梨県重度心身障害
児医療対策事業費補
助金交付要綱

福祉タクシーシステム事業費補助金 県単 タクシー料金に対する補助 1/2 1/2 1/2 対象者
・身体障害者手帳1、2級の所持者（肢体
不自由及び視覚障害の1、2級に該当す
るもの）
・療育手帳Aの所持者
・要介護老人（非課税世帯介護慰労金の
支給を受けている者に介護されている
者）
※但し、自動車税等の減免並びに自動
車燃料費の助成を受けている者を除く。
対象料金
・中型初乗料金
限度額590円
・年間24回

山梨県福祉タクシーシ
ステム事業費補助金交
付要綱

障
　
　
　
　
害
　
　
　
　
福
　
　
　
　
祉
　
　
　
　
課

厚
生
労
働
省

障害者医療費国庫負担金 直接 障害者自立支援医療（更生医療・療養介護（医療分））給付事
業

県

重度心身障害者医療費助成事業費
補助金

県単 重度心身障害者医療費助成事業費
重度心身障害者医療費支給事務
重度心身障害児医療対策事業費

1/2 1/2 1/2 ・身体障害者手帳
　1～3級の所持者
・療育手帳Aの所持者
・国民年金法施行令別表
　1、2級相当の障害のある者
・精神障害者保健福祉手帳
　1、2級の所持者
・所得制限あり
・入院時食事療養費は補助の対象外

3/4 1/2 1/4
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1/2 1/2 基準額
　マイクロバス　2,829千円
　ワゴン車　 　　1,474千円

同上

同上

へき地診療所施設整備事業 1/2 1/2 1/2 基準面積  160㎡
基準額　484,000円／㎡

医療施設等施設整備
費補助金交付要綱

へき地診療所設備整備事業 1/2 1/2 1/2 基準額1か所当たり
　16,500千円

1/2 1/4 1/4 基準額1か所当たり
　16,500千円

同上

へき地巡回診療車整備事業
※対象団体
　　公的団体、へき地医療拠点病院、
　　知事の要請を受けた病院

2/2 1/2 1/2

1/2 1/2 基準面積　1,000㎡
基準単価　　病　棟   484,000円／㎡
　　　　　　　 診療棟　484,000円／㎡

医療施設等施設整備
費補助金交付要綱

基準額1台当たり
　1,426千円

同上

1/2 1/2 基準額1か所当たり
　55,000千円

医療施設等設備整備
費補助金交付要綱

10/10 ・人口動態調査事務庁費
　27市町村×4,680円
　人口動態発生件数×35円
・旅費
　27市町村×885円×2回×1人

国民生活基礎調査等
委託費（保健関係）交
付基準

1/2 1/2 基準額
・巡回診療等従事者経費
　医師
　　61,000円×延日数
　その他
　　25,000円×延日数
・巡回診療等自動車経費
　　3,700円×延回数
・研究費（学会出席旅費）
・医療活動年間延日数に応じて
・医療費（医療に要した実支出）
・情報通信機器等経費（稼働月数に応じて）

医療施設運営費等補
助金及び中毒情報基
盤整備事業費補助金
交付要綱
山梨県へき地医療拠点
病院運営費補助金交
付要綱

医
　
　
　
　
　
務
　
　
　
　
　
課

厚

生

労

働

省

へき地医療拠点病院運営費補助金 直接 へき地医療拠点病院の運営費
※対象団体
　　　知事の指定を受けた病院

2/2

人口動態調査市町村交付金<基> 直接 人口動態調査事務 10/10

医療施設等施設整備費補助金
医療施設等設備整備費補助金

直接 （主なメニュー）
へき地医療拠点病院施設整備事業
※対象団体
　　知事の指定を受けた病院

2/2

へき地患者輸送車整備事業 1/2

過疎地域等特定診療所設備整備事業 3/4

（主なメニュー）
へき地医療拠点病院設備整備事業
※対象団体
　　知事の指定を受けた病院

2/2

負　　担　　割　　合

補　助　基　準　等 　根 拠 法 令 等 備　考
国 県 市町村

主
管
課

主
管
省

補 助 金 等 の 名 称

直  接
間  接
県  単
の区分

補 助 対 象 事 業 の 内 容 補助率

(庁)
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負　　担　　割　　合

補　助　基　準　等 　根 拠 法 令 等 備　考
国 県 市町村

主
管
課

主
管
省

補 助 金 等 の 名 称

直  接
間  接
県  単
の区分

補 助 対 象 事 業 の 内 容 補助率

(庁)

1/3

1/2
1/3

1/2

（1）小児初期救急医療センター事業委託費
（2）薬剤対応事業委託費
（3）小児病院群輪番制事業委託費
（4）連絡調整等事業
（5）円滑化事業

医療提供体制推進事
業費補助金交付要綱

山梨県小児救急医療
体制整備費補助金交
付要綱

1/2 1/2 基準額
①休日　39,345円×診療
          日数×施設数
②夜間　39,345円×診療
          日数×施設数

休日夜間急患診療体
制整備費補助金交付
要綱

富士吉田市立看護専門学校運営費
補助金

県単 富士吉田市立看護専門学校の運営費 2/5

基準額1か所当たり
　1，369千円

医療提供体制推進事
業費補助金交付要綱

救急救命士病院実習
受入促進事業費補助
金交付要綱

2/5 3/5 基準額
　運営費－全収入額
　（補助限度額 23,000千円）

富士吉田市立看護専
門学校運営費補助金
交付要綱

救急救命士病院実習受入促進事業
補助金

直接 救急救命士の病院実習受入促進事業 1/2 1/2 1/2

4/9 4/9 1/9 基準額1か所当たり
　22,000千円

医療提供体制推進事
業費補助金交付要綱

医
　
　
　
　
　
務
　
　
　
　
　
課

厚

生

労

働

省

医療提供体制推進事業費補助金 直接 病院群輪番制病院設備整備事業
※対象団体
　　病院群輪番制病院
　　（市町村間接）
　　（公立病院を除く）

8/9

休日夜間急患診療体制整備費補助
金

直接
県単

在宅当番医制の運営費 1/2

小児救急医療体制整備費補助金 直接 全県を対象とする小児救急医療体制の運営費 2/3

1/2
2/3

1/2

1/3 1/3

1/2
2/3

（基金）
1/2
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県

衛
　
　
生
　
　
薬
　
　
務
　
　
課

2/3 1/3 補助対象限度額
公衆浴場1か所当たり
1,000千円

山梨県公衆浴場施設
改善費補助金交付要
綱

1/2 1/2 ①猫の不妊・去勢手術の助成に要した
実費（飼い主のいる猫については、多数
の猫を飼うことにより、周辺の生活環境
が損なわれている場合若しくはそのおそ
れがある場合に限る。）。
ただし、1匹につき不妊手術は7,500円、
去勢手術は5,000円を上限とする。
②飼い主のいない猫の不妊・去勢手術
加算金
不妊・去勢手術に要した実費に1匹につ
き500円を加算する。

山梨県猫不妊・去勢手
術助成事業補助金交
付要綱

2/3

山梨県猫不妊・去勢手術助成事業補
助金

県単 猫の不妊去勢手術費の助成を行う市町村に対し、県が間接
補助金を交付する事業

1/2

公衆浴場施設改善費補助金 県単 公衆浴場の営業者が行う施設改善事業に関して、その費用を
補助する市町村に対し、県が間接補助金を交付する事業

負　　担　　割　　合

補　助　基　準　等 　根 拠 法 令 等 備　考
国 県 市町村

補助率

(庁)

主
管
課

主
管
省

補 助 金 等 の 名 称

直  接
間  接
県  単
の区分

補 助 対 象 事 業 の 内 容

墓地埋葬法・葬祭費負担金 県単 墓地埋葬法９条の規定に基づき市町村長が行った埋火葬費
用を負担する事業

10/10 10/10 墓地埋葬法第９条第１項に規定により市
町村が行った埋葬等１件当たりにつき、
生活保護法による葬祭扶助の基準額を
上限に弁償する。

墓地、埋葬等に関する
法律第９条の規定によ
る埋葬等の取扱要領
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人口区分　 　基準単価

1万人未満
1万人以上　3万人未満
3万人以上　10万人未満
10万人以上　30万人未満
30万人以上

円
138,000
170,000
256,000
483,000

1,934,000
（次ページへつづく）

1万人未満
1万人以上　3万人未満
3万人以上　10万人未満
10万人以上　30万人未満
30万人以上

円
639,000
678,000
757,000
920,000

1,729,000

２　健康相談 2/3 1/3 1/3 1/3 ２　健康相談費
人口区分ごとに次のとおりとする。

健
　
　
　
　
康
　
　
　
　
増
　
　
　
　
進
　
　
　
　
課

厚
　
　
　
　
生
　
　
　
　
労
　
　
　
　
働
　
　
　
　
省

感染症予防事業費等国庫負担（補
助）金

間接 １　健康教育 2/3 1/3 1/3 1/3 1　健康教育費
（１）個別健康教育費

健康増進法

実施方法別に次表の基準単価に実施人員を乗じた額

脂質異常症
  医療機関実施
　市町村実施

17,680
17,184

喫　　煙　　者
　医療機関実施
　市町村実施

6,100
6,708

（２）集団健康教育費
人口区分ごとに次のとおりとする。

人口区分　 　基準単価

実施方法　　 基準単価

高血圧
　医療機関実施
　市町村実施

円
17,280
16,650

糖尿病
　医療機関実施
　市町村実施

23,320
17,049

負　　担　　割　　合

補　助　基　準　等 　根 拠 法 令 等 備　考
国 県 市町村

主
管
課

主
管
省

補 助 金 等 の 名 称

直  接
間  接
県  単
の区分

補 助 対 象 事 業 の 内 容 補助率

(庁)
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負　　担　　割　　合

補　助　基　準　等 　根 拠 法 令 等 備　考
国 県 市町村

主
管
課

主
管
省

補 助 金 等 の 名 称

直  接
間  接
県  単
の区分

補 助 対 象 事 業 の 内 容 補助率

(庁)

実績評価 1,755

1,669 実績評価 2,509

(次ページへつづく）

その他
初回面接 4,740 初回面接 7,020

継続的支援 8,775
実績評価 1,170

非課税世帯
初回面接 6,090 初回面接 9,030

世帯区分 動機付け支援 積極的支援

被保護世帯等
初回面接 6,769 初回面接 10,031

継続的支援

継続的支援 11,300
実績評価 1,500 実績評価 2,260

12,546
実績評価

その他 5,910 17,580
（注）65歳以上については、積極的支援に該当した場合でも動機付け支援を実
施する。

b年度を超えて保健指導を行う場合 （単位：円）

被保護世帯等 8,450 25,110
非課税世帯 7,620 22,590

（注1）（個別方式）・・・医療機関等の施設において、健診の日時を定めず行う形態
　　　　（集団方式）・・・健診の日時及び場所を指定して行う形態
（注2）被保護世帯・・・当該受診者と同一世帯員と認められた世帯員が生活保護法による生活
扶助、医療扶助等を単給又は併給のいずれかを問わず受けている場合をいう。
（注3）非課税世帯・・・同一世帯員として認められたすべての世帯員が当該年度において市町
村民税が課税されていない者である場合をいう。

（イ）保健指導費
a年度内に全て行う場合 （単位：円）

世帯区分 動機付け支援 積極的支援

その他
個別検診 5,850 7,450
集団検診 4,980 5,520

被保護世帯
個別検診 8,360 10,640
集団検診 7,120 7,890

非課税世帯
個別検診 7,520 9,570
集団検診 6,420 7,110

1/3 ３　健康診査費
次により算出した額の合計額
（１）健康診査費
ア　当該年度において40歳以上74歳以下の年齢に達するものに
対する健康診査・保健指導
（ア）健康診査　実施方法別に次表の基準単価に受診人員を乗じ
た額

　（単位：円）

世帯区分 健診形態

基準単価

基本項目
基本＋

詳細項目

健
　
 
 
　
康
　
　
 
 

増
　
　
 
 

進
　
　
 
 

課

厚
　
　
　
　
生
　
　
　
　
労
　
　
　
　
働
　
　
　
　
省

(前ページつづき) ３　健康診査 2/3

（６）ウ
のみ
10/10

1/3

（６）ウ
のみ
10/10

1/3
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負　　担　　割　　合

補　助　基　準　等 　根 拠 法 令 等 備　考
国 県 市町村

主
管
課

主
管
省

補 助 金 等 の 名 称

直  接
間  接
県  単
の区分

補 助 対 象 事 業 の 内 容 補助率

(庁)

エ　介護家族訪問健康診査費
実施方法　　 基準単価

医師に看護師を帯同させる場合
医師のみの場合

円
13,299
9,807

(次ページへつづく）

（注1）（個別方式）・・・医療機関等の施設において、健診の日時を定めず行う形態
　　　　（集団方式）・・・健診の日時及び場所を指定して行う形態
（注2）被保護世帯・・・当該受診者と同一世帯員と認められた世帯員が生活保護法による生
活扶助、医療扶助等を単給又は併給のいずれかを問わず受けている場合をいう。
（注3）非課税世帯・・・同一世帯員として認められたすべての世帯員が当該年度において市
町村民税が課税されていない者である場合をいう。

ウ　訪問健康診査費
実施方法　 　基準単価

医師に看護師を帯同させる場合
医師のみの場合

円
13,299
9,807

8,360 7,120
基本的な検診項目・詳細な検診項目実施 10,640 7,890

そ
の
他

基本的な検診項目のみ実施 5,850 4,980
基本的な検診項目・詳細な検診項目実施 7,450 5,520

非
課
税

世
帯

基本的な検診項目のみ実施 7,520 6,420
基本的な検診項目・詳細な検診項目実施 9,570 7,110

健
　
 
 
　
康
　
　
 
 

増
　
　
 
 

進
　
　
 
 

課

厚
　
　
　
　
生
　
　
　
　
労
　
　
　
　
働
　
　
　
　
省

（前ページつづき） イ　当該年度において75歳以上の年齢に達する者に対する健康診査 （単位：円）

実施方法 基準単価
（個別検診）

基準単価
（集団検診）

被
保
護

世
帯
等

基本的な検診項目のみ実施
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負　　担　　割　　合

補　助　基　準　等 　根 拠 法 令 等 備　考
国 県 市町村

主
管
課

主
管
省

補 助 金 等 の 名 称

直  接
間  接
県  単
の区分

補 助 対 象 事 業 の 内 容 補助率

(庁)

　基準単価

被保護世帯・非課税世帯
その他

円
5,156
3,656

（４）渡航費　検診車の離島渡航費で厚生労働大臣が認めた額

（５）健康診査実施連絡等費
ア　事業実施通知費
歯周病検診及び骨粗鬆症検診対象者に対する個別の実施通知
費
52円×通知人員

イ　受診結果連絡費
歯周病及び骨粗鬆症検診対象者の要精検者に係る医療機関か
ら市町村への精検受診結果の連絡費
158円×連絡人員

ウ　検診記録簿作成費
健康診査費の選択項目検診対象者、歯周病検診及び骨粗鬆症
検診対象者の要精検者に係る記録簿の作成費
48円×受診人員

(次ページへつづく)

健
　
 
 
　
康
　
　
 
 

増
　
　
 
 

進
　
　
 
 

課

厚
　
　
　
　
生
　
　
　
　
労
　
　
　
　
働
　
　
　
　
省

（前ページつづき） （２）歯周病検診費
20歳、30歳、40歳、50歳、60歳及び70歳の者に対象者別に次の
基準単価に受診人員を乗じた額

対象者 　　基準単価

被保護世帯・非課税世帯
その他

円
5,320
3,720

（３）骨粗鬆症検診費
40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳及び70歳の女性に対象者別
に次表の基準単価に受診人員を乗じた額

対象者
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負　　担　　割　　合

補　助　基　準　等 　根 拠 法 令 等 備　考
国 県 市町村

主
管
課

主
管
省

補 助 金 等 の 名 称

直  接
間  接
県  単
の区分

補 助 対 象 事 業 の 内 容 補助率

(庁)

オ　陽性者フォローアップ経費
　陽性者のフォローアップ事業に必要な旅費、需用費（消耗品費、
印刷製本費）、役務費（通信運搬費）、委託料

(次ページへつづく)
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康
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課

厚
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労
　
　
　
　
働
　
　
　
　
省

(前ページつづき)

ウ　自己負担相当額
　40歳以上で、5歳刻みの年齢に達する者に対して個別勧奨を実
施する場合の受信者負担相当額

　肝炎ウイルス検診に要する費用の3割に達する額×受診人員

エ　個別勧奨事務費
　（ア）　40歳に達する者及び41歳以上で特定健診等及び健康診
査等が実施される機会に併せて行う個別の受診勧奨に
係る事務費                     72円×通知人員

　（イ）　（ア）以外で40歳の年齢に達する者に対する個別の受診勧
奨にかかる事務費　　　　　　　　139円×通知人員

集団方式

基本型 1,642
B型希望なし 964
C型希望なし 718

1,025

その他

個別方式

基本型 3,265 ※1（個別方式）…医療機関等の施設において、検診の日時を定めずに行
う形態
※2（集団方式）…検診の日時及び場所を指定して行う形態
※3　被保護世帯…当該受診者と同一世帯員と認められた世帯員が生活
保護法による生活扶助、医療扶助等を単給又は供給いずれかを問わず
受けている場合をいう。
※4　非課税世帯…同一世帯員として認められたすべての世帯員が当該
年度において市町村民税が課税されていない者である場合をいう。
※5　上記イにおいて集団方式で実施した場合は、上記アに準ずるものと
する。

B型希望なし 2,587
C型希望なし 2,341

集団方式

基本型 2,345 B型希望なし 5,529
B型希望なし 1,377 C型希望なし 5,282
C型希望なし

基本型 8,866

個別方式

基本型 6,206

個別方式
基本型 3,265

B型希望なし 2,587

上
記
以
外
の
者

被保護世帯等及び
非課税世帯

個別方式

基本型 4,664 B型希望なし 7,898
B型希望なし

964
C型希望なし 718 上

記
以
外
の
者

被保護世帯等及び
非課税世帯

個別方式
3,696

4
0
歳
以
上
で
５

歳
刻
み
の
者

（
無
料
検
診
実

施

）

C型希望なし 7,546
C型希望なし 3,344

その他
基本型 6,206

検診形態 検査種別
基準単価

（円）
実施区分 世帯区分 検診形態 検査種別

基準単価
（円） 4

0
歳
以
上
で
５

歳
刻
み
の
者

（
無

料
検
診
実
施

）

（６）肝炎ウイルス検診費
ア　特定健康診査及び健康診査と同時実施

イ　上記ア以外の場合

実施区分 世帯区分

B型希望なし 5,529
C型希望なし 2,341

集団方式

基本型 1,642
C型希望なし 5,282

B型希望なし
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負　　担　　割　　合

補　助　基　準　等 　根 拠 法 令 等 備　考
国 県 市町村

主
管
課

主
管
省

補 助 金 等 の 名 称

直  接
間  接
県  単
の区分

補 助 対 象 事 業 の 内 容 補助率

(庁)

４　訪問指導費
人口区分ごとに次のとおりとする。

人　　口　　区　　分 交付基準単価

1万人未満
1万人以上　3万人未満
3万人以上10万人未満
10万人以上　30万人未満
30万人以上

円
11,000
18,000
52,000

209,000
608,000

新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業の実施に必要
な次の経費
１　検診費
　子宮頸がん及び乳がん検診においてクーポン券により無料化す
る受診者の自己負担相当分

２　事務費
　個別の受診勧奨・再勧奨、クーポン券・検診手帳の送付、精密
検査未受診者への再勧奨に要する次の経費

　報酬、給料（ただし、会計年度任用職員へ支給されたものに限
る）、職員諸手当、共済費、需用費（備品購入費、消耗品費、印刷
製本費）、役務費（通信運搬費、手数料）、会議費、委託料、賃借
料及び報償料、使用料
ただし、報償費はかかりつけ医を通じた個別の受診勧奨に限る。

直接 マイナンバー連携体制整備事業  2/3  2/3  1/3 予防接種法に基づく定期接種に係るマイナンバー情報連携体制
整備事業に必要な使用料及び賃借料、需用費、役務費、委託費、
備品購入費

直接 新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業  1/2  1/2  1/2
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(前ページつづき)

４　訪問指導 2/3 1/3

５　総合的な保健推進事業 2/3 1/3 1/3 1/3 ５　総合的な保健推進事業の実施に必要な報酬、給料、職員手当
等、報償費、旅費、使用料及び賃借料、需用費（消耗品、会議費、
印刷製本費）、役務費、委託料

1/3 1/3
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負　　担　　割　　合

補　助　基　準　等 　根 拠 法 令 等 備　考
国 県 市町村

主
管
課

主
管
省

補 助 金 等 の 名 称

直  接
間  接
県  単
の区分

補 助 対 象 事 業 の 内 容 補助率

(庁)

医療施設運営費等補助金

(次ページへつづく)

口腔保健推進事業の実施に必要な次の
経費

医療施設運営費等補助金
及び中毒情報基盤整備事
業費補助金交付要綱

１　種目 ２　基準額
歯科疾患予防事業 歯科疾患予防事業に必要な次に掲げる経費

1,210千円（保健所設置市を除く）
諸謝金、旅費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬
費、会議費、借料及び損料、委託費（上記に掲げる
経費に該当するもの。）

健
　
　
　
　
康
　
　
　
　
増
　
　
　
　
進
　
　
　
　
課

厚
　
　
　
　
生
　
　
　
　
労
　
　
　
　
働
　
　
　
　
省

山梨県小児慢性特定疾病児童日常
生活用具給付事業費補助金

間接 日常生活を営むのに著しく支障のある在宅の小児慢性特定
疾病児童に対し、市町村が日常生活用具を給付する事業に
対する補助

1/2
（福祉事
務所設置
市町村）

3/4
（福祉事
務所未設
置町村）

知事が予算の範囲内で必要と認める額 山梨県青木ヶ原ふれあ
い声かけ事業費補助金
交付要綱

・地域自殺対策
強化交付金

直接 8020運動・口腔保健推進事業 1/2 1/2 1/2

山梨県青木ヶ原ふれあい声かけ事業
費補助金

間接 自殺企図者への声かけ・保護事業 10/10 10/10

10/10、
2/3、

又は1/2

 山梨県地域自殺対策強化事業費補
助金

間接 特に必要性の高い自殺対策
・電話・SNS相談事業
・普及啓発事業
・若年層対策事業
・ゲートキーパー養成事業
・ハイリスク地対策事業
・地域特性重点特化事業

10/10、
2/3、

又は1/2

知事が必要と認めた額 山梨県地域自殺対策強
化事業費補助金交付要
綱

・地域自殺対策
強化交付金

1/2

1/2 1/4

1/2

1/4

小児慢性特定疾病児童
日常生活用具給付事業
実施要綱

1 種目 2 基準額

日常生活用具給付等
事業

次により算出した額の合算額から用具の給付を受
けた者又はその扶養義務者（世帯の生計中心者）
の負担すべき額の合算額を控除した額
（1）便　　　　　　器　　　4,900円×購入数　※
※便器を給付する際、併せて便器の手すりを
　 つけた場合、手すり費用も対象経費に含める。
（2）特　殊　マ　ット　　21,560円×購入数
（3）特　殊　便　器　166,320円×購入数
（4）特　殊　寝　台　169,400円×購入数
（5）歩行支援用具　　66,000円×購入数
     （手すり、スロープ、歩行器等）
（6）入浴補助用具　　99,000円×購入数
（7）特　殊　尿　器　　73,700円×購入数
（8）体　位　変　換　器　　16,500円×購入数
（9）車椅子（電動以外の場合）
                                   77,440円×購入数
（10）頭部保護帽　　　　　13,380円×購入数
（11）電気式たん吸引器　　62,040円×購入数
（12）クールベスト　　　　　22,000円×購入数
（13）紫外線カットクリーム
                                   41,580円×購入者数
（14）ネブライザー（吸引器）　39,600円×購入数
（15）パルスオキシメーター　173,250円×購入者数
（16）ストーマ装具（消化器系）　113,520円×購入数
（17）ストーマ装具（尿路系）　149,160円×購入数
（18）人工鼻  128,700円×購入数

※国の要綱改正に伴い、単価は変更することがある。
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負　　担　　割　　合

補　助　基　準　等 　根 拠 法 令 等 備　考
国 県 市町村

主
管
課

主
管
省

補 助 金 等 の 名 称

直  接
間  接
県  単
の区分

補 助 対 象 事 業 の 内 容 補助率

(庁)

がん患者の社会参加と治療の両立を支援し、療養生活の質
の向上を図るため、市町村が行う外見の変化を補完する装具
の購入支援に対し助成
（対象品目）
ウィッグ、補整用パッド·下着、人工乳房

1/2 1/2 1/2 知事が予算の範囲内で必要と認める額
ただし、対象品目ごとに市町村助成額の
上限を設定
ウィッグ：1件あたり2万円
補正用パッド・下着：1件あたり2万円
人工乳房：1件あたり10万円

歯科健診（検診）事業 歯科健診（検診）事業に必要な次に掲げる経費
2,097千円
諸謝金、旅費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬
費、会議費、借料及び損料、雑役務費、委託費（上
記に掲げる経費に該当するもの。）

食育推進等口腔機能
維持向上事業

食育推進等口腔機能維持向上事業に必要な次に
掲げる経費
500千円
諸謝金、旅費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬
費、会議費、借料及び損料、委託料（上記に掲げる
経費に該当するもの。）

歯科保健医療サービス
提供困難者等への歯
科保健医療推進等事
業

歯科保健医療推進事業に必要な次に掲げる経費
1,068千円（保健所設置市を除く）
諸謝金、旅費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬
費、会議費、借料及び損料、委託料（上記に掲げる
経費に該当するもの。）

歯科口腔保健推進体
制強化事業

健
　
　
　
　
康
　
　
　
　
増
　
　
　
　
進
　
　
　
　
課

厚
　
　
　
　
生
　
　
　
　
労
　
　
　
　
働
　
　
　
　
省

(前ページつづき)

山梨県がん患者アピア
ランスケア支援事業費
補助金交付要綱

歯科口腔保健推進体制強化事業に必要な次に掲
げる経費
528千円
職員基本給、職員諸手当、非常勤職員手当、諸謝
金、旅費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、会
議費、社会保険料、委託費（上記に掲げる経費に該
当するもの。）

県

山梨県がん患者アピアランスケア支
援事業費補助金

県単
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※R6.12.4事業
創設

 1/2  1/2  1/2 【補助対象経費】
市町村が対象疾病の予防接
種にかかる費用に対し助成し
た額とし、補助の上限額及び
上限回数は要綱の別表に定
める。

山梨県造血幹細胞移植
後予防接種支援事業費
補助金交付要綱

感
染
症
対
策
セ
ン
タ
ー

厚
生
労
働
省

山梨県予防接種事故対策費負担（補
助）金

間接 市町村が予防接種による健康被害者を救済することを目的と
して実施した事業に対する負担（補助）金

①　予防接種事故救済給付事業
　   予防接種健康被害者に対する給付

②　予防接種事故発生調査費
　　 予防接種による健康被害に関する調査等への助成

3/4

県

山梨県造血幹細胞移植後予防接種
支援事業費補助金

県単 造血幹細胞移植後予防接種の費用を助成する市町村に対し、
補助を行う

2/4 1/4 1/4 ①予防接種法第15条第1項及
び昭和51年一部改正法附則
第3条第1項の規定による給付
に要した額

②感染症予防事業費等国庫
負担（補助）金交付要綱に定
める額×事故調査件数

予防接種法

感染症予防事業費等国
庫負担（補助）金交付要
綱

山梨県予防接種事故対
策費負担（補助）金交付
要綱

負　　担　　割　　合

補　助　基　準　等 　根 拠 法 令 等 備　考
国 県 市町村

補助率

(庁)

主
管
課

主
管
省

補 助 金 等 の 名 称

直  接
間  接
県  単
の区分

補 助 対 象 事 業 の 内 容
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森
林
環
境
政
策
課

県

環境保全課題対策事業費補助金 県単 市町村や民間団体が行う環境課題の解決に向けた活動に対
し補助する。

○プラスチックごみ対策事業
○ごみ減量化・リサイクル推進事業
○地球温暖化対策事業
○環境教育推進事業

1/2 1/2 1/2 補助対象経費の1/2以内

上限額：  500千円
　　　　　　（市町村及び一部事務組合）
　　　    1,000千円（民間団体）

環境保全課題対策事
業費補助金交付要綱

負　　担　　割　　合

補　助　基　準　等 　根 拠 法 令 等 備　考
国 県 市町村

補助率

(庁)

主
管
課

主
管
省

補 助 金 等 の 名 称

直  接
間  接
県  単
の区分

補 助 対 象 事 業 の 内 容
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2/3等 2/3等

○対象経費
・燃料電池自動車等購入費

クリーンエネルギー自
動車導入事業費補助
金交付要綱

交付率
2/3等

交付対象
①脱炭素先行地域に選定された地方公
共団体
②重点対策加速化事業を実施する地方
公共団体

交付期間
事業計画ごとに、交付対象時が要が実
施される年度から概ね5年程度
（①は最長で～令和12年度）

交付限度額
①1計画あたり50億円
②規模による

二酸化炭素排出抑制
対策事業費交付金（地
域脱炭素移行・再エネ
推進交付金）交付要綱

定額

森

林

環

境

政

策

課

地

域

エ

ネ

ル

ギ

ー

推

進

室

経
済
産
業
省

クリーンエネルギー自動車導入事業
費補助金

間接 ① 補助対象事業
・燃料電池自動車等の購入者に対する補助金の交付（直接補
助）
② 補助申請受付期間
・車両代金等の全額の支払を完了した上で、初年度登録の日
から1ヶ月以内。
③ 補助対象者
・車両等購入者（法人、個人、市町村、団体等）
④ 補助率、上限額
・車両等により異なる

※国から執行団体を経由して補助する事業

定額

環
境
省

二酸化炭素排出抑制対策事業費交
付金（地域脱炭素移行・再エネ推進
交付金）

直接 意欲的な脱炭素の取り組みを行う地方公共団体等に対し複
数年度にわたり継続的かつ包括的に交付金により支援しま
す。

①脱炭素先行地域づくり事業への支援
（交付要件）
脱炭素先行地域に選定されていること　等
（対象事業）
再エネ設備の導入に加え、再エネ利用最大化のための基盤
インフラ設備（蓄電池、自営線等）や省CO2等設備の導入、こ
れらと一体となってその効果を高めるために実施するソフト事
業を対象

②重点対策加速化事業への支援
（交付要件）
屋根置きなど自家消費方の太陽光発電や住宅の省エネ性能
の向上などの重点対策を複合実施　等

負　　担　　割　　合

補　助　基　準　等 　根 拠 法 令 等 備　考
国 県 市町村

補助率

(庁)

主
管
課

主
管
省

補 助 金 等 の 名 称

直  接
間  接
県  単
の区分

補 助 対 象 事 業 の 内 容
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負　　担　　割　　合

補　助　基　準　等 　根 拠 法 令 等 備　考
国 県 市町村

補助率

(庁)

主
管
課

主
管
省

補 助 金 等 の 名 称

直  接
間  接
県  単
の区分

補 助 対 象 事 業 の 内 容

1/2等 補助率
①　2/3～1/4
②　3/5～1/3
③　1/2、1/3

補助対象
地方公共団体
民間事業者、団体等

実施期間
令和6年度～令和10年度

2/3等 2/3等

森

林

環

境

政

策

課

地

域

エ

ネ

ル

ギ

ー

推

進

室

環
境
省

地域レジリエンス・脱炭素化を同時実
現する公共施設への自立・分散型エ
ネルギー設備等導入推進事業

間接 災害・停電時に公共施設へエネルギー供給が可能な再生可
能エネルギー設備の導入を支援します。

公共施設への再生可能エネルギー導入を支援し、平時の脱
炭素化に加え、災害時にもエネルギー供給当の機能発揮を可
能とする。

①再生可能エネルギー設備、未利用エネルギー活用設備、コ
ジェネレーションシステム及びそれらの付帯設備並びに省
CO2設備等を導入する費用の一部を補助

②再生可能エネルギー設備等の導入に係る調査・計画策定
を行う事業の費用の一部を補助

※国から執行団体を経由して補助する事業

環
境
省

建築物等のZEB化・省CO2化普及加
速事業

間接 業務用施設のZEB化・省CO2化の普及加速に資する高効率
設備導入等の取組を支援します。

①ZEB普及促進に向けた省エネルギー建築物支援事業
業務用施設のZEB化普及促進に資する高効率設備導入等の
取組を支援

②LCCO2削減型の先導的な新築ZEB支援事業
LCCO2削減を重視した新築業務用施設のZEB化に資する高
効率設備導入等の取組を支援

③水インフラにおける脱炭素化推進事業
水インフラ（上下水道・ダム等）における脱炭素化に資する再
エネ設備、高効率設備等の導入を支援

1/2等

補助率
太陽光発電又はCGS　1/２
　地中熱、バイオマス熱等　２/３

補助対象
地方公共団体
（PPA・リース・エネルギーサービス事業
等で地方公共団体と共同申請する場合
に限り、民間事業者、団体も可）

実施期間
令和3年度～令和8年度

令和４年度二酸化炭素
排出抑制対策事業費
等補助金（地域レジリ
エンス・脱炭素化を同
時実現する公共施設へ
の自立・分散型エネル
ギー設備等導入推進
事業）交付要綱
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実施要領
による算
定額から
国の額を
除した額
の1/2

国が定める基準をもとに助成する。 山梨県森林整備地域
活動支援交付金交付
要綱

県

松くい虫等被害森林景観対策事業費
補助金

県単 松くい虫防除事業（県単公共）
枯損木除去、駆除等

3/4 3/4 1/4 県が定める基準をもとに助成する。 山梨県松くい虫等被害
総合対策事業補助金
交付要綱

6/10
5/10

国が定める基準をもとに県が定めた補助
基準額に対して助成する。
※事業により査定係数あり
※補助率4/10は国事業「森林環境保全
直接支援事業」、補助率5/10は国事業
「特定機能回復事業」を実施時に適用。

森林法
森林法施行令
山梨県造林事業費補
助金交付要綱

林業・木材産業循環成長対策交付金
（森林整備地域活動支援対策）

間接 ・森林所有者等による森林施業の実施に不可欠な地域活動
（森林経営計画作成促進、森林所有者の探索、森林境界の明
確化、森林経営計画作成・森林境界の明確化に向けた条件
整備）を支援する市町村に対して交付金を交付
・支援交付金の目的を達するために市町村が実施する制度の
周知や確認事務等に対して助成する。

実施要領
による算

定額
（市町村
負担分を

除く）

実施要領
による算

定額

実施要領
による算
定額から
国の額を
除した額
の1/2

造林事業費補助金 間接 造林事業
植栽、下刈、間伐等

4/10
5/10

3/10
3/10

1/10
2/10

2/4 1/4 1/4 国が定める基準をもとに県が定めた補助
基準額に対して助成する。

○森林病害虫等防除
法
○山梨県松くい虫等被
害総合対策事業補助
金交付要綱

5/10 2/10 3/10 国が定める基準をもとに県が定めた補助
基準額に対して助成する。

○森林病害虫等防除
法
○山梨県松くい虫等被
害総合対策事業補助
金交付要綱

森

林

整

備

課

林

野

庁

松くい虫等総合対策事業費補助金 間接 松くい虫、ナラ枯れ防除事業（非公共）
予防、駆除等

3/4

松くい虫等被害地域対策事業費補助
金

間接 松くい虫防除事業（公共）
駆除、樹種転換

7/10

負　　担　　割　　合

補　助　基　準　等 　根 拠 法 令 等 備　考
国 県 市町村

補助率

(庁)

主
管
課

主
管
省

補 助 金 等 の 名 称

直  接
間  接
県  単
の区分

補 助 対 象 事 業 の 内 容
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林

業

振

興

課

やまなしＫＡＩＴＥ
ＫＩ住宅普及促
進事業費補助
金全般について
は、建築住宅課
の欄を参照

採択基準を満たしているものについて予
算の範囲内で助成

林業・木材産業等経営
安定対策事業費補助
金交付要綱

200千円
300千円
400千円

○補助対象
やまなしKAITEKI住宅の認定を受けた住
宅であって県内事業者が建築の工事を
施工したもののうち、林業振興課分は以
下のものについて予算の範囲内で助成
・やまなしKAITEKI住宅／FORET
・やまなしKAITEKI住宅リノベ／FORET

【補助率】
認定住宅に係る県産木材使用量・使用
率の区分に応じ3段階で助成

やまなしKAITEKI住宅
普及促進事業費補助
金交付要綱

県

やまなしKAITEKI住宅普及促進事業
費補助金

県単 県内に自ら居住することを目的に「やまなしKAITEKI住宅」の
認定を受けた住宅（県内事業者が建築の工事を施工したもの
に限る。）を建築又は取得した者に対して補助金を交付する市
町村に対し、補助金を交付する。
このうち、林業振興課分は、認定住宅に係る県産木材使用
量・使用率の区分に応じて3段階で補助金を増額して交付する
もの。

10/10以
内

1/2

内
閣
府

林業・木材産業等経営安定対策事業
費補助金

間接 ・特用林産物振興施設等整備
・木材加工流通施設等整備
・木質バイオマス利用促進施設整備

1/2以内

負　　担　　割　　合

補　助　基　準　等 　根 拠 法 令 等 備　考
国 県 市町村

1/2 1/2 採択基準を満たしているものについて予
算の範囲内で助成

合板・製材・集成材国
際競争力強化・花粉削
減総合対策交付金交
付等要綱

1/2

補助率

(庁)

主
管
課

主
管
省

補 助 金 等 の 名 称

直  接
間  接
県  単
の区分

補 助 対 象 事 業 の 内 容

1/2 採択基準を満たしているものについて予
算の範囲内で助成

木造公共施設整備事
業費補助金交付要綱
等

林
野
庁

林業・木材産業循環成長対策交付金 間接 ・木造公共施設等整備
・高性能林業機械等の導入
・木材加工流通施設等整備
・木質バイオマス利用施設等整備　　　等

1/2以内

合板・製材・集成材国際競争力強化・
花粉削減総合対策交付金

間接 ・高性能林業機械等の整備　　等 1/2以内
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国の定める採択基準による 地域再生法
地方創生道整備推進
交付金交付要綱
山梨県森林土木事業
補助金交付要綱
森林環境保全整備事
業実施要綱

0.50%

治

山

林

道

課

林

野

庁

林地崩壊防止事業補助金 間接 「激甚被害に対処するための特別の財政援助等に関する法
律」により指定された激甚災害により、集落等に隣接する林地
に崩壊等が発生し、人命、財産等に直接被害を及ぼすおそれ
があるもので、保全対象並びに復旧工事の規模等からみて、
災害関連緊急事業等として採択されない箇所に対して、林地
の保全上必要な施設（土留工、法枠工、水路工等）を新設し再
度災害を防止するための事業

3/4
以内

林道施設災害復旧事業補助金 間接 林道施設の災害復旧事業 奥地
65％
以上

その他
50％
以上

　幹線 50.50% 50% 0.50% 49.50%

地方創生道整備推進交付金（林道改良事業） 間接 林道改良事業

<過>〈山〉森林環境保全整備事業

　その他 30.50% 30% 69.50%

接続路整備 45.50% 45% 0.50% 54.50%

50.50% 50% 0.50% 49.50%

林業専用道整備 過疎・山振

森林施業道整備 45.50% 45% 0.50% 54.50%

森林管理道整備 一般

50% 0.50% 49.50%

<過>〈山〉森林環境保全整備事業

林業生産基盤整備道整備

・激甚災害により林地崩壊が発生し又は
拡大したもの
・人家2戸以上又は公共施設に直接被害
を与えるおそれのあるもの
・1箇所の事業費が2,000千円以上である
こと
・同一市町村でその事業費の合計額が
3,000千円以上又は前年度の標準税収
入の10％以上のもの

林地崩壊防止事業実
施要綱
山梨県森林土木事業
補助金交付要綱

45％
以下

50％
以下

国の定める採択基準による 国は予算補助
激甚災害に対処するた
めの特別の財政援助
に関する法律
山梨県森林土木事業
補助金交付要綱

<過>〈山〉地方創生道整備推進交付
金（林道開設事業）

間接 森林基幹道整備

林道災害関連事業補助金 間接 災害の復旧を一層高めるため、災害復旧事業に含め一連の
新設の施設又は改良を行う災害関連事業

奥地
55％
以上

その他
50％
以上

55％
以上

50％
以上

国の定める採択基準による 地域再生法
地方創生道整備推進
交付金交付要綱
森林環境保全整備事
業実施要綱
山梨県森林土木事業
補助金交付要綱

50.50%

作業ポイント整備

負　　担　　割　　合

補　助　基　準　等 　根 拠 法 令 等 備　考
国 県 市町村

主
管
課

主
管
省

補 助 金 等 の 名 称

直  接
間  接
県  単
の区分

補 助 対 象 事 業 の 内 容 補助率

(庁)

65％
以上

50％
以上

35％
以下

50％
以下

国の定める採択基準による 農林水産事業施設災
害復旧事業費国庫補
助の暫定措置に関する
法律
激甚災害に対処するた
めの特別の財政援助
等に関する法律
山梨県森林土木事業
補助金交付要綱

2/4
以内

1/4
以内

1/4
以内
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負　　担　　割　　合

補　助　基　準　等 　根 拠 法 令 等 備　考
国 県 市町村

主
管
課

主
管
省

補 助 金 等 の 名 称

直  接
間  接
県  単
の区分

補 助 対 象 事 業 の 内 容 補助率

(庁)

35% 国の定める採択基準による 農林水産業施設災害
復旧事業費国庫補助
の暫定措置に関する法
律

県

小規模治山（流木等発生源対策）事
業補助金

県単 民有林内において、天然現象等に起因して発生した崩壊地及
び荒廃林地の復旧、荒廃のおそれのある林地の災害予防とし
て、市町村が実施する小規模治山事業

50%

林地荒廃防止施設災害復旧事業補
助金

間接 森林法に基づき管理されている施設以外の施設で都道府県
の単独による治山事業、市町村の治山事業又は林地崩壊防
止事業等により施行された施設の災害復旧事業

65%

間接 山地災害危険地区における降雨等により発生した荒廃山地
等で次期降雨等による荒廃の拡大又は土砂の流出等により
人家、公共施設等に被害を与えるおそれのある箇所につき、
再度災害の防止と林地の保全上必要な施設（土留工、法枠
工、治山ダム工等）の設置等を公共土木施設等の災害復旧
事業等と並行して緊急に復旧・整備する事業

 70/100
   以内

ただし、
※１
人家に半
壊以上の
被害が発
生してい
る場合は
75/100
以内
※２
人家に半
壊以上の
被害があ
り、かつ、
公共施設
に関連す
る箇所に
ついては
77.5/100
以内

50/100 27.5/100
以内

全体から
国、県の
補助金を
引いた額

・重要な災害復旧工事の遂行に特に先
行して施行する必要のあるもの
・鉄道道路法の適用を受ける道路又は
利用区域面積500ha以上の林道に被害
を与えると認められるもの
・公共の用に供する建物に被害を与える
と認められるもの
・人家5戸以上に被害を与えると認められ
るもの

災害関連山地災害危
険地区対策事業実施
要領
山梨県森林土木事業
補助金交付要綱

50% 50% ・山地災害危険地区内において、家屋５
戸未満に被害を与え、又は与えると認め
られるものであって、１箇所の経費が
3,000千円以上のもの
・その他、知事が必要と認めるもの

山梨県森林土木事業
補助金交付要綱

65%

農山漁村地域整備交付金
（林道点検診断・保全整備事業）

間接 点検診断、保全整備 50.50% 50%

国の定める採択基準による 地域再生法
地方創生道整備推進
交付金交付要綱
山梨県森林土木事業
補助金交付要綱

50% 0.50% 49.50%

1/3 0.50% 66.17
/100

0.50% 49.50% 国の定める採択基準による 農山漁村地域整備交
付金交付要綱
山梨県森林土木事業
補助金交付要綱

災害関連山地災害危険地区対策事
業補助金

治

山

林

道

課

林

野

庁

地方創生道整備推進交付金（林道舗
装事業）

間接 林道舗装事業
   幹　線
   その他

50.50%

33.83/100
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山梨県浄化槽設置整
備事業補助金交付要
綱

県

浄化槽設置整備事業費補助金 県単 市町村が浄化槽の計画的な整備を図るため、浄化槽を設置
する者に対し助成する場合、その市町村に対して設置費用を
助成する（処理対象人員50人以下）

1/3 1/3 1/3 上記交付金のうち浄化槽設置整備事業
(個人設置)のみを対象として1/3の補助
率を乗じて得た額

1/3 1/3 1/3
（浄化槽
設置整備

事業）

区分、基準額、対象経費の実支出額を
人槽区分ごとに比較して少ない方の額を
選定し、その額に1/3の補助率を乗じて
得た額

地域再生法
地方創生汚水処理施
設整備推進交付金交
付要綱

大

気

水

質

保

全

課

環

境

省

循環型社会形成推進交付金 直接 市町村が作成する「循環型社会形成推進地域計画」に基づき
実施される浄化槽の設置に要する費用について助成する

1/3

内
閣
府

（
環
境
省

）

地方創生汚水処理施設整備推進交
付金

直接 市町村が作成する「地域再生計画」に基づき実施される汚水
処理施設（浄化槽）の整備について助成する

1/3 1/3
（浄化槽
設置整備

事業）

区分、基準額、対象経費の実支出額を
人槽区分ごとに比較して少ない方の額を
選定し、その額に1/3の補助率を乗じて
得た額

廃棄物の処理及び清
掃に関する法律
循環型社会形成推進
交付金交付要綱

負　　担　　割　　合

補　助　基　準　等 　根 拠 法 令 等 備　考
国 県 市町村

補助率

(庁)

主
管
課

主
管
省

補 助 金 等 の 名 称

直  接
間  接
県  単
の区分

補 助 対 象 事 業 の 内 容
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高効率エ
ネルギー
回収に必
要な設備
に係る事
業は
1/2、そ
の他の事
業は1/3

同左 国の負担
を除いた
残額

高効率エネルギー回収に必要な設備に
係る事業は1/2、その他の事業は1/3

※交付対象は、原則的には人口5万人以
上又は面積400k㎡以上の計画対象地域
を構成する場合に限る

廃棄物の処理及び清
掃に関する法律
二酸化炭素排出抑制
対策事業費交付金（先
進的設備導入推進事
業）交付要綱

国の負担
を除いた
残額

高効率エネルギー回収に必要な設備及
びそれを備えた施設に必要な災害対策
設備に係る事業は1/2、その他の事業は
1/3

※交付対象は、原則的には人口5万人以
上又は面積400k㎡以上の計画対象地域
を構成する場合に限る

廃棄物の処理及び清
掃に関する法律
循環型社会形成推進
交付金交付要綱

・長期広域化・
集約化計画に基
づき一定の要件
を満たす場合は
補助率の嵩上
げあり。

・計画支援事業
は令和９年度以
降補助率1/4

・長期広域化・
集約化計画に基
づき一定の要件
を満たす場合は
補助率の嵩上
げあり。

・計画支援事業
は令和９年度以
降補助率1/4

1/2 補助対象経費の1/2 廃棄物の処理及び清
掃に関する法律
放射性物質汚染廃棄
物処理事業費補助金
（農林業系廃棄物の処
理加速化事業）交付要
綱

高効率エ
ネルギー
回収に必
要な設備
及びそれ
を備えた
施設に必
要な災害
対策設備
に係る事
業は
1/2、そ
の他の事
業は1/3

同左

放射性物質汚染廃棄物処理事業費
補助金（農林業系廃棄物の処理加速
化事業）

直接 事故由来放射性物質に汚染されたことで新たに発生した汚染
廃棄物で、市町村等が行う、農林業系廃棄物（稲わら、牧草
等）の処理等に関する事業について国が補助する。

1/2 1/2

1/2 1/2 補助対象経費の1/2 廃棄物の処理及び清
掃に関する法律第22条
災害等廃棄物処理事
業費国庫補助金交付
要綱

1/2 1/2 補助対象経費の1/2 廃棄物の処理及び清
掃に関する法律第22条
廃棄物処理施設災害
復旧費補助金交付要
綱

環

境

整

備

課

環

境

省

災害等廃棄物処理事業費補助金 直接 市町村等が災害のために実施した廃棄物の収集、運搬及び
処分に係る事業について国が補助する。

循環型社会形成推進交付金 直接 市町村等が廃棄物の３Ｒを広域的かつ総合的に推進するた
めに作成する「循環型社会形成推進地域計画」に基づき実施
される施設整備事業について国が交付する。
・マテリアルリサイクル推進施設
・分散型資源回収拠点施設
・エネルギー回収推進施設
・有機性廃棄物リサイクル推進施設
・浄化槽
・最終処分場
・既存施設の基幹的設備改良
・施設整備に係る計画支援事業　　　　　　　　　　等

二酸化炭素排出抑制対策事業費交
付金（先進的設備導入推進事業）交
付要綱

直接 廃棄物処理施設におけるエネルギー起源二酸化炭素の排出
抑制を目的として、市町村が廃棄物処理施設の整備事業等を
実施するために作成する「循環型社会形成推進地域計画」に
基づき実施される事業について国が交付する。
・エネルギー回収廃棄物処理施設整備事業
・廃棄物処理施設への先進的設備導入事業
・施設設備に関する計画支援事業

1/2

廃棄物処理施設災害復旧費補助金 直接 市町村等が災害により被害を受けた廃棄物処理施設に係る
災害復旧事業について国が補助する。

1/2

負　　担　　割　　合

補　助　基　準　等 　根 拠 法 令 等 備　考
国 県 市町村

補助率

(庁)

主
管
課

主
管
省

補 助 金 等 の 名 称

直  接
間  接
県  単
の区分

補 助 対 象 事 業 の 内 容
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研修施設へのアクセス道路として認める
区間の道路整備事業

管理捕獲従事者等研
修施設整備費補助金
交付要綱

環
 

境
 

省

<新>ツキノワグマ被害防止対策支援
事業費補助金

間接 緊急銃猟や問題個体の捕獲に要する経費に対し助成する。
①緊急銃猟対応訓練事業費補助金
②緊急銃猟支援事業費補助金（捕獲報償費（謝金）、旅費、捕
獲委託料、役務費（保険料））
③緊急銃猟支援事業費補助金（備品費、消耗品費）
④放任果樹等伐採支援事業費補助金
⑤有害個体捕獲事業費補助金
⑥運搬等支援事業費補助金

3/4
5/6
3/4
5/6
3/4
3/4

1/2
2/3
1/2
2/3
1/2
1/2

1/4
1/6
1/4
1/6
1/4
1/4

1/4
1/6
1/4
1/6
1/4
1/4

①緊急銃猟を想定した訓練に要する経
費に対し助成
②及び③
市町村が実施する緊急銃猟に要する経
費に対し助成
④クマを誘引する果樹等の伐採に要す
る経費に対し助成
⑤人に危害を加える恐れのあるクマの捕
獲に要する経費に対し助成
⑥駆除後の運搬等への地元有志（消防
団員等）の協力に要する経費に対し助成

山梨県ツキノワグマ被
害防止対策支援事業
費補助金交付要綱

1/2 補助対象経費の1/2
・狩猟免許試験予備講習会受講料
　　１件あたり10,000円（限度額）
・射撃教習受講料
　　１件あたり35,000円（限度額）

新規狩猟者確保対策
事業費補助金交付要
綱

管理捕獲従事者等研修施設整備費
補助金

県単 管理捕獲従事者等研修施設のための道路整備事業に要する
経費に対し補助する。

国交付金
を除いた

額の
10/10以

内

0～1/2 1/2～
10/10

新規狩猟者確保対策事業費補助金 県単 市町村が行う、狩猟免許を新規に取得した者又は銃砲の所持
の許可を新規に取得した者に対して、取得経費の一部を助成
する事業に対し補助する。

1/2 1/2

1/2 1/2 補助対象経費の1/2
・ニホンジカ
　　１頭あたり15,000円（限度額）
・イノシシ
　   １頭あたり15,000円（限度額）
・イノシシ幼獣
　   １頭あたり 1,000円（限度額）
・ニホンザル
     １頭あたり30,000円（限度額）

特定鳥獣適正管理事
業費補助金交付要綱

次の経費を対象として、
上限100,000円
・放獣作業従事者謝金
（限度額40,000円）
・麻酔薬費及び投与謝金
（限度額60,000円）
・物件費（限度額10,000円）

ツキノワグマ放獣事業
費補助金交付要綱

自
　
然
　
共
　
生
　
推
　
進
　
課

県

特定鳥獣適正管理事業費補助金 県単 市町村等が第二種特定鳥獣管理計画に基づき行う管理捕獲
に要する経費に対し補助する。

1/2

ツキノワグマ放獣事業費補助金 県単 市町村が有害捕獲等を行ったツキノワグマを放獣した場合の
経費に対し補助する。

定額

負　　担　　割　　合

補　助　基　準　等 　根 拠 法 令 等 備　考
国 県 市町村

補助率

(庁)

主
管
課

主
管
省

補 助 金 等 の 名 称

直  接
間  接
県  単
の区分

補 助 対 象 事 業 の 内 容
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定額 定額 ○補助金額の算定
運輸事業の振興の助成に関する法律施
行規則に定める算定方式による定額補
助

○対象事業
運輸事業の振興の助成に関する法律第
３条第１項の事業を定める政令の各号に
掲げる事業

山梨県運輸振興事業
費補助金交付要綱

産
　
業
　
政
　
策
　
課

県

山梨県地域商業にぎわい創出支援
事業費補助金

県単 市町村、商工団体及び商業組合等が行う次の取り組みに対
し、事業の経費の一部を補助する。
(１)　多様な担い手による賑わいの創出
空き店舗への移住者による出店、外国語表記の看板設置 等
(２)　デジタル化への対応
DX研修会の開催、オンライン商店街の実施 等
(３)　コアエリアの拠点機能の向上
活性化計画の策定、まちなか回遊イベントの開催 等
(４)　買い物利便性向上
店舗への送迎サービス、買い物空白地への出店 等

1/3以内
（市町村）

2/3以内
（組合）

県

山梨県運輸振興事業費補助金 県単 バス事業を行う市町村が実施する輸送サービスの改善等に
係る事業

1/3以内

2/3以内

2/3以上 ○対象経費
・報償費、旅費、需用費、役務費、委託
料、使用料及び賃借料、工事費、備品購
入費

〇補助率
【市町村枠】
・補助対象経費の1/3以内（市町村が事
業実施主体へ補助を行う場合、市町村
補助額の1/2以内）
【組合枠】
・補助対象経費の2/3以内

○補助限度額
　1,000千円

〇事業実施主体
【市町村枠】
・市町村
・商工会議所、商工会、商店街振興組
合、中小小売商業者等が複数で構成す
るグループ等
【組合枠】
・商工会議所、商工会、事業協同組合等

山梨県地域商業にぎわ
い創出支援事業費補
助金交付要綱

負　　担　　割　　合

補　助　基　準　等 　根 拠 法 令 等 備　考
国 県 市町村

補助率

(庁)

主
管
課

主
管
省

補 助 金 等 の 名 称

直  接
間  接
県  単
の区分

補 助 対 象 事 業 の 内 容
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山梨県市町村等工業団地整
備促進事業補助金交付要綱

10/10
1/2

1/2

1/2

1/2

①②基準額： 知事が必要と認
めた額

③知事が認定した先行型工業
団地整備に係る道路工事、調
整池工事等の基盤整備費
上限額　５億円

1/2 知事が同意した工業団地整備
推進事業実施計画に基づく工
業団地整備基礎調査費
上限額　１，０００万円

成
　
長
　
産
　
業
　
推
　
進
　
課

県

山梨県市町村等工業団地整備促
進事業補助金

県単 ・工業団地整備基礎調査事業
　工業団地整備に必要な基礎調査費を補助

1/2

・工業団地整備事業
①市町村が工業団地等の整備を行うために発行した地方債の利子
支払額を補給
②市公社が工業団地等の整備を行うために借入れを行った借入金
の利子支払額を補給

③工業団地整備に係る基盤整備費を補助

5年目ま
で10/10
6年目か
ら10年目

1/2

1/2

1/2

負　　担　　割　　合

補　助　基　準　等 　根 拠 法 令 等 備　考
国 県 市町村

補助率

(庁)

主
管
課

主
管
省

補 助 金 等 の 名 称

直  接
間  接
県  単
の区分

補 助 対 象 事 業 の 内 容
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1/2以内 1/2以上 ［施設］
事業費が5,000千円以上であること。
○対象施設
公衆トイレ、休憩舎、観光案内所、駐車
場、避難小屋、登山道、遊歩道、展望施
設（四阿）、総合案内板、ベンチ等休憩施
設、広場及び園地、誘導標識類、環境配
慮型山小屋トイレ、その他必要と認めら
れる施設
○補助金限度額
10,000千円

［設備］
事業費が100千円以上であること。
○対象施設
休憩設備、緑地管理用機械・工具、観光
案内板、公衆トイレ関連設備、キャッシュ
レス決済端末、その他必要と認められる
施設
○補助金限度額
250千円

富士の国やまなし観光
振興施設整備等補助
金交付要綱

要綱
による
算定額

実施要領に定める災害により被害を受
けた自然公園等施設に係る災害復旧事
業

自然公園等施設災害
復旧事業費補助金交
付要綱

南アルプス周辺
エリア以外

県

富士の国やまなし観光振興施設整備
等補助金

県単 ○地域の観光の舞台づくりに必要と認められる施設または設
備の整備

1/2以内

自然公園等施設災害復旧事業費補
助金交付金

間接 ○実施要領に定める災害により被害を受けた自然公園等施
設に係る災害復旧事業

要綱
による
算定額

要綱
による
算定額

南アルプス周辺
エリア以外

1/2
(45/100)

1/2
(55/100)

県が作成する自然環境整備計画に基づ
く整備事業
※（　　）内国定公園等

自然環境整備交付金
交付要綱

南アルプス周辺
エリア以外

1/2 1/2 県が作成する環境保全施設整備計画に
基づく整備事業

環境保全施設整備交
付金交付要綱

観
　
　
光
　
　
振
　
　
興
　
　
グ
　
　
ル
　
　
ー

　
　
プ

環
境
省

自然環境整備交付金 間接 ○国立公園・国定公園等において、地方自治体が所有する公
園利用施設の国際化対応、老朽化対策のための施設整備

1/2
(45/100)

環境保全施設設備交付金 間接 ○国立公園等施設の長寿命化対策整備（個別施設ごとの長
寿命化計画（個別施設計画）を策定し、地方公共団体が予防
保全型管理を行う既存の国立公園施設）

1/2

負　　担　　割　　合

補　助　基　準　等 　根 拠 法 令 等 備　考
国 県 市町村

補助率
主
管
課

主
管
省

補 助 金 等 の 名 称

直  接
間  接
県  単
の区分

補 助 対 象 事 業 の 内 容
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要綱
による
算定額

実施要領に定める災害により被害を受
けた自然公園等施設に係る災害復旧事
業

自然公園等施設災害
復旧事業費補助金交
付要綱

南アルプス周辺
エリア

自然公園等施設災害復旧事業費補
助金交付金

間接 ○実施要領に定める災害により被害を受けた自然公園等施
設に係る災害復旧事業

要綱
による
算定額

要綱
による
算定額

南アルプス周辺
エリア

1/2
(45/100)

1/2
(55/100)

県が作成する自然環境整備計画に基づ
く整備事業
※（　　）内国定公園等

自然環境整備交付金
交付要綱

南アルプス周辺
エリア

1/2 1/2 県が作成する環境保全施設整備計画に
基づく整備事業

環境保全施設整備交
付金交付要綱南

ア
ル
プ
ス
観
光
振
興
グ
ル
ー

プ

環
境
省

自然環境整備交付金 間接 ○国立公園・国定公園等において、地方自治体が所有する公
園利用施設の国際化対応、老朽化対策のための施設整備

1/2
(45/100)

環境保全施設設備交付金 間接 ○国立公園等施設の長寿命化対策整備（個別施設ごとの長
寿命化計画（個別施設計画）を策定し、地方公共団体が予防
保全型管理を行う既存の国立公園施設）

1/2

負　　担　　割　　合

補　助　基　準　等 　根 拠 法 令 等 備　考
国 県 市町村

補助率
主
管
課

主
管
省

補 助 金 等 の 名 称

直  接
間  接
県  単
の区分

補 助 対 象 事 業 の 内 容
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1/2 山梨県指定文化財等の修理、防災施
設、保存施設、説明板標識柱の設置

山梨県無形民俗文化
財継承支援事業費補
助金交付要綱

県単 無形民俗文化財の継承に向けた取組
・用具の補修・更新・新調
・記録作成
・披露イベント開催
・情報発信
・関東ブロック民俗芸能大会への出場
・その他無形民俗文化財の保存・継承のための取組

1/2

50/100 25/100 山梨県指定文化財等の修理、防災施
設、保存施設、説明板標識柱の設置

山梨県文化財保存事
業費補助金交付要綱

（直接）
50/100

～
85/100

※
50/100

（県単）
25/100

～
7.5/100

※
0/100

12.5/100
～

3.75/100

※
50/100

（国）
重要文化財の修理又は防災施設等の整
備及び埋蔵文化財発掘調査・史跡の保
存整備等に要する経費
の50/100～85/100

（県）
国庫補助残額の1/2以内

文化財保存事業費関
係補助金交付要綱
山梨県文化財保存事
業費補助金交付要綱

事業規模指教に
応じた加算率

（直接）
80/100

（県単）
10/100 10/100

（国）
国指定史跡の買上げに要する経費の
80/100
（県）
国庫補助残額の1/2以内

同　上

文
　
化
　
振
　
興
　
・
　
文
　
化
　
財
　
課

75/100
～

92.5/100

※
50/100

史跡等購入費補助金 直接
県単

史跡等買上げ
90/100

文
　
　
化
　
　
庁
　
　

（
　
県
　

）

国宝重要文化財等保存・活用事業費
補助金

直接
県単

(国）
建造物、美術工芸品の保存修理事業又は防災施設の整備及
び埋蔵文化財の発掘調査、史跡の保存整備
・発掘調査等
・史跡名勝天然記念物の保存整備
・建物の復元、整地、盛土、芝張り等の工事
・説明板、案内板等の設置
・重要文化財建造物等公開活用
・文化的景観の調査、保存活用整備
・伝統的建造物群の調査、防災計画策定
・有形・無形民俗文化財の伝承・活用等
・史跡等及び埋蔵文化財公開活用※

(県）
上記のうち、発掘調査(民間発掘）、遺跡発掘事前調査（市町
村事業、民間開発）は対象外

文化財保存事業費補助金 県単 文化財修理事業
防災施設事業
保存施設事業

県

75/100

無形民俗文化財継承支援事業費補
助金

負　　担　　割　　合

補　助　基　準　等 　根 拠 法 令 等 備　考
国 県 市町村

補助率

(庁)

主
管
課

主
管
省

補 助 金 等 の 名 称

直  接
間  接
県  単
の区分

補 助 対 象 事 業 の 内 容
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負　　担　　割　　合

補　助　基　準　等 　根 拠 法 令 等 備　考
国 県 市町村

補助率

(庁)

主
管
課

主
管
省

補 助 金 等 の 名 称

直  接
間  接
県  単
の区分

補 助 対 象 事 業 の 内 容

山梨県移譲事務交付金 県単 県条例に基づき移譲した事務
・文化財保護法関係（207事務）
・県文化財保護条例関係事務（16事務）

定額 定額 各市町村における前年度の処理件数に
応じ算定し交付

山梨県移譲事務のうち
文化財保護法及び山
梨県文化財保護条例
事務に係る交付金交付
要綱

文化芸術振興費補助
金交付要綱

文
　
化
　
振
　
興
　
・
　
文
　
化
　
財
　
課

文
　
　
化
　
　
庁
　
　

（
　
県
　

）

文化資源活用事業費補助金 直接
県単

　外国人観光客が見込まれる地域における文化財を活用した
魅力向上につながる一体的な整備、公開活用のためのコンテ
ンツの作成等
・観光拠点整備事業
①文化観光充実のための国指定等文化財磨き上げ事業
（うち美観向上整備に係るもの※）
②文化遺産観光拠点充実事業（日本遺産、世界文化遺産、ユ
ネスコ無形文化遺産等）
③地域文化財総合活用推進事業

事業内容、財政
規模に応じた加
算率

文化芸術振興費補助金 直接 文化財保存活用地域計画等の作成等
・地域文化財総合活用推進事業
・文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光推進
事業

定額

2/3以内

（直接）
定額

2/3以内

なし 国庫補助
残額

予算の範囲内において定額

補助対象経費の2/3以内

文化資源活用事業費
補助金交付要綱
山梨県文化財保存事
業費補助金交付要綱

（国）
補助対象経費の１／2～２／3
（県）
なし

※国庫補助残額の１／2以内

1/3
～
2/3

※
3/4
～
5/6

（直接）
1/3
～
2/3

※
1/2
～
2/3

（県単）
なし

※
1/4
～
1/6

国庫補助
残額

※
1/4
～
1/6
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1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

○水泳プール（社会体育施設）新改築
浄水型（屋内）
対象面積　600㎡（水面積）(上限)
浄水型（屋外）
対象面積　400㎡（水面積）(上限)（次ページへつづく） （次ページへつづく）

○地域スポーツセンター新改築
対象面積　2,000㎡～4，000㎡
ただし、研究又は宿泊機能を併設する施設の場合
2,000㎡～6，000㎡

定額
（1/3）

定額
（1/3）

定額
（2/3）

○地域スポーツセンター改造
対象面積　1，500㎡以上（改造前）
　　　　　　　2，000㎡以上（改造後）
　※上記地域スポーツセンター新改築の交付を受け、
　　　20年以上が経過していること
　※交付対象経費6,000万円以上

1/3

1/3

※1/2

1/3

※1/2

2/3

2/3

※1/2

2/3

※1/2

○水泳プール（地域スイミングセンター）新改築
一般型（屋内）
対象面積：床面積100㎡　水面積200～600㎡
浄水型（屋内）
対象面積：床面積100㎡　水面積200～600㎡
※地震特措法第4条規定のある浄水型の場合、
補助率1/2
浄水型（屋外）
対象面積：床面積100㎡　水面積200～600㎡
※地震特措法第4条規定のある浄水型の場合、補助率1/2

スポーツ基本法
学校施設環境改善交
付金交付要綱

ス
　
　
ポ
　
　
l
　
　
ツ
　
　
振
　
　
興
　
　
課

文
　
　
部
　
　
科
　
　
学
　
　
省

学校施設環境改善交付金 直接 社会体育施設及び公立学校の体育施設照明、クラブハウス、
水泳場、武道場等の整備

1/3

1/3

1/3

※1/2

1/3

※1/2

1/3

定額
（1/3）

1/3

定額
（1/3）

2/3

定額
（2/3）

○地域武道センター（柔剣道場）新改築
対象面積　550㎡～2，100㎡
○地域武道センター（弓道場）

1/3 2/3

負　　担　　割　　合

補　助　基　準　等 　根 拠 法 令 等 備　考
国 県 市町村

主
管
課

主
管
省

補 助 金 等 の 名 称

直  接
間  接
県  単
の区分

補 助 対 象 事 業 の 内 容 補助率

(庁)
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負　　担　　割　　合

補　助　基　準　等 　根 拠 法 令 等 備　考
国 県 市町村

主
管
課

主
管
省

補 助 金 等 の 名 称

直  接
間  接
県  単
の区分

補 助 対 象 事 業 の 内 容 補助率

(庁)

1/3

定額
（1/3）

1/3

定額
（1/3）

2/3

定額
（2/3）

○中学校武道場新改築
柔道場・相撲場：対象面積　250㎡(上限)
剣道場・なぎなた場：対象面積　300㎡(上限)
柔剣道場：対象面積　450㎡(上限)

○弓道場
　※補助対象経費600万円以上が対象

1/3 1/3 2/3 ○学校水泳プール上屋新改築
対象面積　600㎡(上限)

1/3

1/3

1/3

※1/2

1/3

※1/2

1/3

1/3

1/3

※1/2

1/3

※1/2

2/3

2/3

2/3

※1/2

2/3

※1/2

○水泳プール（公立学校体育施設）新改築
一般型（屋内）
対象面積　400㎡（水面積）(上限)
一般型（屋外）
対象面積　400㎡（水面積）(上限)
浄水型（屋内）
対象面積　400㎡（水面積）(上限)
※地震特措法第4条規定のある浄水型の場合、
補助率1/2
浄水型（屋外）
対象面積　　400㎡（水面積）(上限)
※地震特措法第4条規定のある浄水型の場合、
補助率1/2

定額
（1/3）

定額
（1/3）

定額
（2/3）

○学校水泳プール耐震補強
　※補助対象経費600万円以上が対象

1/3 1/3 2/3 ○社会体育施設の質的整備事業

ス
　
　
ポ
　
　
l
　
　
ツ
　
　
振
　
　
興
　
　
課

文
　
　
部
　
　
科
　
　
学
　
　
省

（前ページつづき） （前ページつづき） 1/3 1/3

1/3 1/3 2/3 ○社会体育施設の耐震化

2/3 ○地域屋外スポーツセンター新改築（球技場、コートを除く）
対象面積（運動場分）　5，000㎡～10，000㎡
被照明面積（照明施設分）5，000㎡～10,000㎡
床面積（クラブハウス分）　330㎡(上限)
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①地域計画の目標地図に位置付けら
れた担い手（認定農業者、認定新規
就農者等）であること、目標年度まで
に付加価値額を10%以上増加させる
計画とすること
②対象地域における地域計画の目標
集積率が６割以上又は目標集積率が
現状の集積率より10ポイント以上増
加する姿となること。
③対象地域における地域計画の目標
集積率が６割以上又は目標集積率が
現状の集積率より10ポイント以上増
加する姿となること。認定新規就農
者。就農時６５歳未満。

山梨県農業用機械・
施設整備事業費補助
金交付要綱

①就農時50歳未満の認定新規就農
者（独立・自営就農者）に一定期間の
資金を交付する。
②就農時50歳未満の認定新規就農
者の経営発展のための機械、施設等
の導入を支援する。
③親元就農を含む独立・自営就農す
る49歳以下の認定新規就農者、認定
農業者等の機械の修繕・移設・撤去
等や機械・施設の導入、リース等を支
援する。

山梨県新規就農者育
成総合対策事業費補
助金交付要綱

担
　
い
　
手
　
・
　
農
　
地
　
対
　
策
　
課

農
　
林
　
水
　
産
　
省

農業委員会交付金 間接 農業委員会等に関する法律第６条第１項及び第２項に規
定する市町村農業委員会が行う事務に要する経費
1．農業委員及び農地利用最適化推進委員手当
2．職員設置費
3．農地調査・資料整備費

定額

農地中間管理機構集積支援事業
交付金（農業委員会）

間接 農地中間管理機構が担い手への農地の集積・集約化を
促進するに当たって、農業委員会が関連する業務を適切
に実施できるよう次の事業に要する経費
1．農地法等に基づく事務の適正実施のための業務費
2．農地の有効利用を図るための業務費

1/2以内

山梨県農業用機械・施設整備事
業費補助金

間接 ①地域計画の目標地図に位置付けられた農業経営体
（認定新規就農者や認定農業者等)が融資を活用して農
業用機械や施設を導入する際、経費の一部を市町村を
通して助成し、経営の安定、経営発展、改善を支援する。
②地域計画のブラッシュアップ等を通じて地域の将来を
支える担い手や地域が抱える課題が明確化されている
地域の中核となって農地を引き受ける担い手が経営改
善に取り組む場合に必要な農業用機械・施設の導入を
支援する。
③地域計画のブラッシュアップ等を通じて地域の将来を
支える担い手や地域が抱える課題が明確化されている
地域において認定新規就農者（６５歳未満）の早期の経
営発展に必要な農業用機械・施設の導入を支援する。

①3/10
以内又
は1/2以

内
②、③
3/10以

内

①3/10
以内又
は1/2以

内
②、③
3/10以

内

国割当額の範囲内で定額 農業委員会等に関す
る法律
山梨県農業委員会交
付金等交付要綱

新規就農者育成総合対策事業費
補助金

間接 ①新規就農者に対して、本県農業への定着を図るため、
経営開始後の一定期間において生活資金を交付する。
（経営開始資金）
②就農後の経営発展に資する取組を行う場合、県支援
分の2倍を国が支援する事業。（経営発展支援事業、初
期投資促進タイプ）
③新規就農者の育成・確保を図るため、親元就農を含
め、円滑な経営継承・経営発展に向けた取り組みを支援
する。（世代交代円滑化タイプ）

①定額
②3/4
③1/2
　3/4

①定額
②1/2
③1/3
   1/2

②1/4
③1/6
　1/4

農地利用最適化交付金 間接 農地等の利用の最適化に係る活動を実施するために必
要となる農業委員及び最適化推進委員の報酬、事務に
要する経費

定額 定額

定額 国割当額の範囲内で定額 農業委員会等に関す
る法律
山梨県農業委員会交
付金等交付要綱

定額 国割当額の範囲内で定額 農業委員会等に関す
る法律
山梨県農業委員会交
付金等交付要綱

負　　担　　割　　合

補　助　基　準　等 　根 拠 法 令 等 備　考
国 県 市町村

主
管
課

主
管
省

補 助 金 等 の 名 称

直  接
間  接
県  単
の区分

補 助 対 象 事 業 の 内 容 補助率

(庁)
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負　　担　　割　　合

補　助　基　準　等 　根 拠 法 令 等 備　考
国 県 市町村

主
管
課

主
管
省

補 助 金 等 の 名 称

直  接
間  接
県  単
の区分

補 助 対 象 事 業 の 内 容 補助率

(庁)

やまなし新規就農ア
シスト事業費補助金
交付要綱

2/9以内

定額 就農時５０歳未満の親元就農者で、
所得や農業従事日数等の交付要件
を満たしていること。

親元就農促進支援事
業費補助金交付要綱

親元就農促進支援事業費補助金 県単 親元就農者の確保及び定着を図るため、新たに親元に
就農する者に助成する。

定額 定額

県

やまなし担い手サポート農地整備
事業費補助金

県単 地域計画に基づいた農地の利用促進や円滑な農地継承
を図るため、地域の実情や担い手のニーズに応じた生産
基盤を統合的に支援する。

定額、
1/2以内

内
閣
府

やまなし新規就農アシスト事業費
補助金

間接 規模拡大を希望する農家子弟又は就農5年以内の新規
参入者に対し必要な機械、設備及び施設のリース経費
の一部を助成する。

2/9以内

定額、
1/2以内

１　農地中間管理機構が農地中間管
理権を取得した農地での条件整備
２　企業的経営面積が1ha(ハウス施
設栽培は50a）以上であること
３　・地域計画の策定が確実に見込ま
れる地域、または中山間地域等直接
支払金や多面的機能支払交付金事
業等による共同活動を行っている地
域
　　・事業対象地域に荒廃農地が含ま
れていること
　　・農地利用計画を作成しその達成
が見込まれること

上記、１，２，３のいずれかに該当する
こと

山梨県土地改良事業
等補助金交付要綱

1/9以内 親族の農業経営体に就農した農家子
弟（認定新規就農者又は認定農業者
（親族との共同名義を含む））が、本
事業実施要領に規定された経営面積
を拡大する際、又は就農5年以内の
新規参入者が必要な農業用機械及
び農業用施設をリース方式で導入す
る場合に補助する。

担
　
い
　
手
　
・
　
農
　
地
　
対
　
策
　
課

農
林
水
産
省

機構集積協力金交付事業費補助
金

間接 農地中間管理機構を通じた農地の集約化等を促進する
ために必要となる経費について、市町村等へ支援する。

定額 定額 地域計画のブラッシュアップのため、
地域内のまとまった農地を機構に貸
し付け、農地の集約化に取り組む地
域に対し、支援金等を交付する。

山梨県農地集積・集
約化等対策事業費補
助金交付要綱
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農
　
　
業
　
　
技
　
　
術
　
　
課

農
林
水
産
省

鳥獣被害防止総合対策事業費補
助金

間接 捕獲機器の導入、有害捕獲活動経費、被害防止施設の
整備等について、市町村の鳥獣害対策協議会、市町村
に対し補助金を交付する。

1/2
55/100
一部定

額

環境保全型農業直接支払補助金 間接 地球温暖化防止や生物多様性保全に効果の高い営農
活動を普及・拡大するため、農業者団体の取組を支援す
る。

1/2以内

みどりの食料システム戦略交付金 間接 国の「みどりの食料システム戦略」に基づき、新たに有機
農業への転換等を実施する農業者に対して、有機種苗
の購入や土づくり、病害虫が発生しにくいほ場環境の整
備といった有機農業の生産を開始するにあたり必要な経
費について支援する。

定額 定額 国際水準の有機農業に新たに取り組
もうとする農業者に対し、種苗や肥料
といった生産資材の切替え等に係る
転換初年度の掛かり増し経費を支援
する。

やまなし有機転換推
進事業費補助金交付
要綱

みどりの食料システム戦略緊急対
策交付金

間接 国の「みどりの食料システム戦略」に基づき、地域ぐるみ
で有機農業に取り組む市町村の取組に対し、有機農業
の生産から消費まで一体的に支援し、有機農業推進の
モデル的先進地区を創出するための経費を助成する。

定額、
1/2以内
（機械

リースに
ついて
は1/2と
する）

定額、
1/2以内
（機械

リースに
ついて
は1/2と
する）

市町村による有機農業実施計画の策
定に向けた検討会の開催経費や有
機農業実施計画の実現に向けた取
組に係る経費を交付する。

やまなし有機農業産
地づくり推進事業費
補助金交付要綱

市町村による現地確認や農家指導等
を実施するために必要な経費を交付
する。

山梨県環境保全型農
業直接支払補助金交
付要綱

消費・安全対策交付金 間接 農薬の適正使用や病害虫の発生予防、まん延防止に向
け、市町村に対し補助金を交付する。

1/2
以内

1/2
以内

環境保全型農業直接支払推進費
補助金

間接 地球温暖化防止や生物多様性保全に効果の高い営農
活動を普及・拡大するための環境保全型農業直接支払
補助金の推進に向け、市町村による現地確認や農家指
導等を実施するために必要な経費を助成する。

定額 定額

1/2
以上

市町村による農薬安全使用や病害虫
の防除・まん延防止等に関する事業
を実施するために必要な経費を交付
する。

安全・安心ブランド農
産物推進事業費補助
金交付要綱

1/2 1/4 1/4 化学肥料・化学合成農薬を原則５割
（特例３割）以上低減する取り組みと
合わせて行う、地球温暖化防止や生
物多様性保全に効果の高い営農活
動に対し、その掛かり増し経費を助成
する。

山梨県環境保全型農
業直接支払補助金交
付要綱

1/2
55/100
一部定

額

市町村鳥獣被害防止計画に基づく防
止対策を講ずる市町村地域協議会等
に対し補助金を交付する。

山梨県鳥獣被害防止
総合対策事業費補助
金交付要綱

負　　担　　割　　合

補　助　基　準　等 　根 拠 法 令 等 備　考
国 県 市町村

主
管
課

主
管
省

補 助 金 等 の 名 称

直  接
間  接
県  単
の区分

補 助 対 象 事 業 の 内 容 補助率

(庁)
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負　　担　　割　　合

補　助　基　準　等 　根 拠 法 令 等 備　考
国 県 市町村

主
管
課

主
管
省

補 助 金 等 の 名 称

直  接
間  接
県  単
の区分

補 助 対 象 事 業 の 内 容 補助率

(庁)

被災施設の撤去等に伴う既往制度資
金の借換資金に係る利子補給を行う
市町村に対して支援する。
（JA等利子補給率：0.25％）

山梨県償還円滑化緊
急借換資金利子補給
補助金交付要綱

1/2以内 被災施設の復旧に係る資金の利子
補給を行う市町村に対して支援する。
（JA等利子補給率：0.25％）

山梨県農業施設復旧
支援対策資金利子補
給補助金交付要綱

償還円滑化緊急借換資金利子補
給補助金

県単 平成26年2月の大雪により被災した農業用施設の撤去等
に伴う既往制度資金の借換資金の利子補給を実施する
市町村に対し、支援する。

1/2以内
（年1.0％
を限度と

する）

1/2以内
（年1.0％
を限度と

する）

1/2以内

1/2以内 1/2以内

1/2以内
（年1.0％
を限度と

する）

1/2以内 被災農家の負担を軽減するための資
金に係る利子補給を行う市町村に対
し、支援する。

山梨県農業災害対策
資金利子補給補助金
交付要綱

農業施設復旧支援対策資金利子
補給補助金

県単 平成26年2月の大雪により被災した農業用施設の復旧に
係る資金の利子補給を行う市町村に対して支援する。

1/2以内
（年1.0％
を限度と

する）

1/2以内
（年1.0％
を限度と

する）

農
　
　
業
　
　
技
　
　
術
　
　
課

県

農業経営基盤強化資金利子助成
補助金

県単 効率的かつ安定的な農業経営を育成し、これらの農業経
営が農業生産の相当部分を担うような農業構造の確立
を図るため、日本政策金融公庫資金から農地取得や機
械・施設の投資等に充てる長期資金を借り入れた農業者
に利子助成を行う市町村に対し、支援する。

1/2以内

県

農業災害対策資金利子補給補助
金

県単 天災により損害を受けた農家の負担を軽減するための
資金に係る利子補給を実施する市町村に対し、支援す
る。

1/2以内
（年1.0％
を限度と

する）

農業経営基盤強化資金を借り入れた
農業者に利子助成を行う市町村に対
し、支援する。

山梨県農業経営基盤
強化資金利子助成補
助金交付要綱
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県

被災ハウス復旧支援事業費補助金 県単 被災ハウス栽培復旧事業により整備した低コスト耐候性ハウ
ス施設の借り受け

1/3以内

企業参入型野菜産地
強化事業費補助金交
付要綱

やまなし地域資源活用価値創出整備
事業費補助金

間接 地域資源を活用した農林水産物加工・販売施設、機械等の整
備
ただし、以下の①～③に該当する事業は1/2以内

①中山間地農業ルネッサンス事業の地域別農業振興計画に
　  基づき実施する事業
②市町村戦略に基づき実施する事業
③事業計画認定から２年以内に障害者雇用を行う事業

3/10以内

①～③
1/2以内

3/10以内

①～③
1/2以内

農村地域の雇用の確保と所得の向上を
図るため、農林漁業者等が行う農林水産
物の加工・販売施設等の整備に対して補
助する。

やまなし地域資源活用
価値創出整備事業費
補助金交付要綱

1/3以内 1/3以内 H26.2月の大雪により被災した農家の経
営安定を図るため、被災ハウス栽培復旧
事業により、農業協同組合が整備した低
コスト耐候性ハウス施設を借り受ける農
家の賃借料に対して補助する。

被災ハウス復旧支援事
業費補助金交付要綱

1/2以内 水田・畑作・野菜・果樹等の産地が創意
工夫し、地域の強みを活かして起こすイ
ノベーションを促進し、地域の営農戦略
に基づいて実施する産地の高収益化に
向けた取り組みに対して補助する。

やまなし産地生産基盤
パワーアップ事業費補
助金交付要綱

企業参入型野菜産地強化事業費補
助金

間接 企業参入型野菜産地強化事業
・生産技術高度化施設
・農産物処理加工施設　　等

1/2以内 1/2以内 企業参入による野菜の生産・流通の両
面にわたる構造改革を推進し、産地競争
力を図るための施設整備等に対して補
助する。

果
　
樹
　
園
　
芸
　
振
　
興
　
課

農
　
林
　
水
　
産
　
省

やまなし果樹産地施設等整備事業費
補助金

間接 やまなし果樹産地施設等整備事業
・共同利用施設の整備等

1/2以内

やまなし産地生産基盤パワーアップ
事業費補助金

間接 やまなし産地生産基盤パワーアップ事業
・集出荷貯蔵施設等の整備
・リース方式による農業機械等の導入
・生産資材の導入

1/2以内

1/2以内 産地の将来構想の実現に向けた共同利
用施設の整備等に要する経費に対して
補助する。

やまなし果樹産地施設
等整備事業費補助金
交付要綱

負　　担　　割　　合

補　助　基　準　等 　根 拠 法 令 等 備　考
国 県 市町村

補助率

(庁)

主
管
課

主
管
省

補 助 金 等 の 名 称

直  接
間  接
県  単
の区分

補 助 対 象 事 業 の 内 容
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1/2以内 国際競争力を強化するため地域一体と
なって行う生産コスト削減等の取組に必
要な施設整備等に要する経費に対し補
助金を交付する。

山梨県畜産・酪農収益
力強化事業費補助金
交付要綱

1/2
55/100
一部定額

市町村鳥獣被害防止計画に基づく防止
対策を講ずる市町村地域協議会等に対
し補助金を交付する。

鳥獣被害防止総合対
策事業費補助金交付
要綱

畜

産

課

農
 

林
 

水
 

産
 

省

山梨県畜産・酪農収益力強化事業費
補助金

間接 畜産競争力強化に資する施設等の整備 1/2以内

鳥獣被害防止総合対策事業費補助
金

間接 ジビエ処理加工施設（被害を及ぼす鳥獣の捕獲個体を食肉等
に利用する上で必要な施設）等の整備について、市町村の鳥
獣害対策協議会、市町村に対し補助金を交付する。

1/2
55/100
一部定額

負　　担　　割　　合

補　助　基　準　等 　根 拠 法 令 等 備　考
国 県 市町村

補助率

(庁)

主
管
課

主
管
省

補 助 金 等 の 名 称

直  接
間  接
県  単
の区分

補 助 対 象 事 業 の 内 容
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①
1/3以内

②
1/2以内

①
1/3以内

②
1/2以内

①
1/6以上

・事業実施主体は、麦、大豆、加工用米
等の転作作物及び主食用米・酒造好適
米の生産により需要に応じた米の生産
に取り組む者とする。

・①については、受益面積が概ね1ha以
上であること。
・②については、国の水田活用の直接支
払交付金の対象農家に対し、市町村又
は農協が助成を行うこと。

活力ある水田農業支援
事業費補助金交付要
綱

食
　
糧
　
水
　
産
　
課

農

林

水

産

省

経営所得安定対策推進事業費補助
金

間接 経営所得安定対策等の円滑な実施を図るため、農業者等へ
の制度の周知、システム修正・開発、作付け面積の確認等を
行う市町村、山梨県水田畑作農業再生協議会等に対し必要
な経費を助成する。

定額

県

活力ある水田農業支援事業費補助
金

県単 水田を利用した、主食用米、酒造好適米および麦、大豆、加
工用米などの転換作物の生産性の向上、ならびに生産拡大
の取組み等に対し助成する。
　①需要に応じた米・戦略作物等生産力向上支援事業
　②産地づくり対策促進事業

定額 市町村又は地域農業再生協議会等が実
施する経営所得安定対策推進事業に必
要な経費を助成する。

経営所得安定対策推
進事業費補助金交付
要綱

負　　担　　割　　合

補　助　基　準　等 　根 拠 法 令 等 備　考
国 県 市町村

補助率

(庁)

主
管
課

主
管
省

補 助 金 等 の 名 称

直  接
間  接
県  単
の区分

補 助 対 象 事 業 の 内 容
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中山間地農業活性化推進事業費補
助金

間接 市町村推進事業
・説明会、懇談会の開催
・担い手の定着等に向けた推進活動
・所得向上に向けた営農戦略策定や人材育成を含む体制整備
等

定額 定額 定額 「地域別農業振興計画」に基づく取組へ
支援する。

山梨県中山間地農業活性
化推進事業費補助金交付
要綱

・最低限の農地管理活動を行う協定には通常単価の8割を交付す
る。
・体制整備のための前向きな活動(ネットワーク化活動計画の作成)に
より単価の10割を交付する。
・以下の積極的な取組みには加算を行う。
　①棚田地域振興活動
　　　　田・畑　10,000円/10a　（急傾斜地）
　　　　田・畑　14,000円/10a　（超急傾斜地）
　②超急傾斜農地保全管理
　　　　田・畑　6,000円/10a
　③ネットワーク化
　　　　　　　　10,000円/10a（～5ha部分）
　　　　　　　　  4,000円/10a（5～10ha部分）
　　　　　　　　　1,000円/10a（10～40ha部分）
　④スマート農業
　　　　　　　　　5,000円/10a
　⑤集落機能強化加算の経過措置
　　　　　　　　　3,000円/10a

中山間地域等直接支払推進交付金 間接 市町村推進事業
・説明会の開催等
・確認事務及び交付金の支払事務等

定額 定額 定額 中山間地域等直接支払事業の円滑な推
進のため市町村が実施する事業に必要
な経費に充てるため交付する。

3/4・2/3 1/2・1/3 1/4・1/3 1/4・1/3

山梨県中山間地域等直接
支払交付金等交付要綱

1/100～1/20未満 8,000円

生産条件の不利な中山間地域等で1ha
以上の農振農用地を対象として協定を
締結し、継続して行われる農業生産活動
等や地域の実情に即した生産性、収益
向上や担い手育成、集落営農化などの
整備に向けた活動を行う。

山梨県中山間地域等直接
支払交付金等交付要綱

畑
15度以上 11,500円

8～15度未満 3,500円

2/4 1/4 1/4 1．市町村が行う地籍調査事業の実施に
伴う経費
2．地籍図の作成
3．地籍簿の作成

国土調査法による地籍調
査費負担金交付要綱、社
会資本整備総合交付金交
付要綱、社会資本整備円
滑化地籍整備事業費補助
交付要綱、山梨県地籍調
査事業負担金交付要綱

農

村

振

興

課

国
土
交
通
省

地籍調査事業費負担金 間接 地籍調査事業 3/4

農
 
 
 
 

林
 
 
 
 

水
 
 
 

産
 
 
 
 

省

中山間地域等直接支払交付金 間接 生産条件の不利な中山間地域等の耕作放棄地の発生を防止
し、多面的機能を確保するため、協定に基づき農業生産活動等
を行う農業者等に交付金を支払う。

通常単価

地　目　 区　分　　 10a当り単価

田
1/20以上 21,000円

負　　担　　割　　合

補　助　基　準　等 　根 拠 法 令 等 備　考
国 県 市町村

主
管
課

主
管
省

補 助 金 等 の 名 称

直  接
間  接
県  単
の区分

補 助 対 象 事 業 の 内 容 補助率

(庁)
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負　　担　　割　　合

補　助　基　準　等 　根 拠 法 令 等 備　考
国 県 市町村

主
管
課

主
管
省

補 助 金 等 の 名 称

直  接
間  接
県  単
の区分

補 助 対 象 事 業 の 内 容 補助率

(庁)

通常単価

1/2以内 1/2以内 県が重点的に推進する分野に特化した
取り組みに対して支援

やまなし未来創造農業推
進事業費補助金交付要綱

資源向上支払
（長寿命化）

4,400 2,000 400

農地維持・資源向上活動支援事業の円滑な推進のため市町村が実
施する事業に必要な経費に対し交付する。
・以下の活動に加算を行う。
○資源向上支払（共同）への取り組み
　①多面的機能の更なる増進に向けた活動へ支援
　　・既に取り組んでいる組織が前年度までの活動に加え、新た
      に取り組む場合
　　　　　　田　   400円/10a
　　　　　　畑　   240円/10a
            草地　 40円/10a
　②水田の雨水貯留機能の強化（田んぼダム）を推進する活動への
     支援
　　・資源向上支払（共同）の交付を受ける田面積全体の5割以上に
　　　おいて、田の雨水貯留機能の強化を目的として、大雨時の水
　　　田からの排水を調整する設備の設置等を行う場合。広域活
　　　動組織にあっては、当該活動を実施する集落ごとに、資源向
　　　上支払（共同）の交付を受ける集落内の田面積全体のうち5
　　　割以上において同様の措置を行う場合
　　　　　　田　   400円/10a
　　　　　　（加算対象面積は対象農用地面積のうち、田面積全体
　　　　　　　（広域活動組織にあっては当該活動を実施する各集
　　　　　　　落の対象農用地面積のうち、田面積全体））
　③組織の体制強化への支援
　　・広域活動組織を新たに設置し、複数の集落をまたいで共同
　　 活動を行う活動支援班を設置する場合
　　　　　　広域活動組織及び活動支援班の設置　　400,000円/組織
　④環境負荷低減の取組への支援
　　・化学肥料と化学合成農薬を原則5割以上低減する取組と併せて
       環境負荷軽減に取り組む面積が増加する場合
　　　　　　長期中干し　　800円/10a
　　　　　　冬期湛水　　4,000円/10a
　　　　　　夏期湛水　　8,000円/10a
　　　　　　中干し延期　3,000円/10a
　　　　　　江の設置等　作溝実施　　　4,000円/10a
　　　　　　　　　　　　　　 作溝未実施　 3,000円/10a
 

3,000 2,000 250

資源向上支払
（共同）

2,400 1,440 240

県

やまなし未来創造農業推進事業費補
助金

県単 先進的技術（データ農業・スマート農業）の導入に向けた取り組
みや4パーミル・イニシアチブの取り組み、異常気象への対応等
に対して助成する。

農

村

振

興

課

10a当たり単価

田 畑 草地

農地維持支払

農
 
 

林
 
 

水
 
 

産
 
 

省

農地維持・資源向上活動支援事業費
補助金

間接 1/4 多面的機能を支える共同活動及び、地
域資源（農地、水路、農道等）の質的向
上を図る共同活動を支援する。

山梨県農地維持・資源向
上活動支援事業費補助金
交付要綱

区分

農地維持・資源向上活動支援事業 3/4・定額 1/2・定額 1/4
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受益面積　5ha以上

総事業費２００万円以上

受益者数２者以上

受益面積　5ha以上

総事業費２００万円以上

受益者数２者以上

農地中間管理機構との連携概要の策定

地域計画の策定区域

50/100 国営造成施設・附帯県営施設以外の農
業水利施設であること
事業実施主体が渇水・高温対策計画を
策定し、省エネルギー化及びコスト削減
の取組を２つ以上実施すること

山梨県土地改良事業
等補助金交付要綱

50/100国営造成施設等管理体制整備促進
事業費補助金

間接 水利施設管理強化事業（特別型） 50/100

受益面積20ha以上
（中山間地域10ha以上）
事業費2,000千円以上

76/100 55/100 24/100

山村振興等農林漁業特別対策事業
費補助金

直接 農山漁村振興交付金
（地域資源活用価値創出整備事業）

1/2～
3/10

1/2～
3/10

1/2
～7/10

5法指定地域（山村振興法、過疎地域自
立促進特別措置法、半島振興法、離島
振興法、特定農山村地域における農林
漁業等の活性化のための基盤整備の促
進に関する法律に指定された地域）

山梨県山村振興等農
林漁業特別対策事業
費補助金交付要綱

　　農村地域防災減災事業補助金 100/100 100/100 受益面積　30ha以上
（ため池、かんがい受益 2ha以上）
(防災受益 7ha以上)

0.5/100 44.5/100

土地改良施設突発事故復旧事業費
71/100 50/100 21/100 29/100

農山漁村振興交付金
（農山漁村活性化整備
対策）
（H28以降採択地区）

基幹工種
・農業用用排水施設
・農道
・暗渠排水
・客土
・区画整理
付帯工種
・農用地保全
・農地造成
・土壌改良
・交換分合
・営農用水施設
・農業集落道
・防災安全施設
・土地利用推進
・特認

60/100
50/100

10/100 40/100

50.5/100 0.5/100 49.5/100

農地耕作条件改善事業

農業基盤整備促進事
業

65/100
55/100

10/100 35/100

55.5/100

50/100 50/100 受益戸数おおむね20戸以上、対象人口
おおむね1,000人程度以下

山梨県土地改良事業
等補助金交付要綱

耕

地

課

農
　
　
林
　
　
水
　
　
産
　
　
省

農業集落排水事業補助金 間接 農業振興地域における農業用用排水の水質を保全し、機能
維持を図る。

50/100

団体営土地改良事業費補助金 間接 調査設計事業 50/100
100/100

50/100
100/100

50/100 各種土地改良事業調査 山梨県土地改良事業
等補助金交付要綱

負　　担　　割　　合

補　助　基　準　等 　根 拠 法 令 等 備　考
国 県 市町村

主
管
課

主
管
省

補 助 金 等 の 名 称

直  接
間  接
県  単
の区分

補 助 対 象 事 業 の 内 容 補助率

(庁)
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負　　担　　割　　合

補　助　基　準　等 　根 拠 法 令 等 備　考
国 県 市町村

主
管
課

主
管
省

補 助 金 等 の 名 称

直  接
間  接
県  単
の区分

補 助 対 象 事 業 の 内 容 補助率

(庁)

50/100
以内

特産農産物生産計画を作成した地域受
益面積が3ha以上（但し、市町村が事業
費の30％以上負担する場合は1ha以上、
または、醸造用ぶどう拡大、新産地育成
の場合は0.5ｈａ以上）あること。

山梨県土地改良事業
等補助金交付要綱

果樹団地化促進支援事業 定額 定額 山梨県果樹振興計画に基づく果樹産地
構造改革計画を策定している。果樹団地
化推進事業のモデル地区の指定を受け
ている。
農地の集団化・団地化が見込める地域
であること。県営土地改良事業でほ場整
備を実施する地区であること。

農村地域防災対策促進事業
農業水利施設、土砂崩落防止施設等の
整備
農道の整備及び橋梁・トンネルの保全対
策

地震や豪雨等により被害が生じた場合
に、人家や農地などの財産等への影響
がある農業水利施設、土砂崩落防止施
設等の整備。
緊急避難路に指定される道路に接続す
るなど、避難・救援活動への影響が大き
い農道の危険箇所の整備や保全対策。
適切に維持管理を行っている土地改良
施設等において、不測の事態に対する
機能回復を行う復旧工事。
国庫補助事業の要件に該当しないもの
で、防災受益面積1ha以上であること。

都市農村交流促進事業
都市農村交流の促進に必要な農業施設
に付帯する、休憩所、水飲場、トイレ等の
施設整備

50/100
以内

50/100
以内

農作業体験や市民農園など都市農村交
流の拠点となる施設に付帯する休憩所
や水飲場、トイレ等の整備で、国庫補助
事業の要件に該当しないこと。

国費補助
残

一般災害
高率補助・連年災害補助
激甚災害補助

山梨県土地改良事業
等補助金交付要綱

県

県単 活力ある農業・農村
施設整備事業

特産農産物生産支
援整備事業

品質向上対策
生産向上対策

災害復旧事業費補助金 間接 災害復旧費 増高申請に
よる補助率

増高申請
による補

助率

環境保全型農業、
スマート農業推進対
策

4パーミル・イニシアチブや有機農業、ス
マート農業の実装に取り組む地域また
は、新たに取り組みを実施する地域であ
ること。受益面積が1ha以上であること。

鳥獣害防止施設整備事業
鳥獣被害防止施設の新設、機能強化及
び更新　土留工、排水工、浸食防止工の
整備

鳥獣害防除施設であって受益面積が3ha
以上であること。（但し、市町村が事業費
の30％以上負担する場合は1ha以上）

50/100
以内

 55/100 0.5/100 44.5/100 ため池等整備事業（一般型）
受益面積　　5ha以上
総事業費　800万円以上
土砂崩壊防止事業
総事業費　800万円以上

山梨県土地改良事業
等補助金交付要綱

耕

地

課

農
林
水
産
省

農地防災事業費補助金 間接 ため池等整備事業 55.5/100

土地改良助成費補助金

（次ページへつづく）
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負　　担　　割　　合

補　助　基　準　等 　根 拠 法 令 等 備　考
国 県 市町村

主
管
課

主
管
省

補 助 金 等 の 名 称

直  接
間  接
県  単
の区分

補 助 対 象 事 業 の 内 容 補助率

(庁)

90/100 54/100 36/100 10/100 国の定める基準による農道整備に要す
る事業

地域再生法

12.5/100
以内

地域計画、農業基盤整備計画を策定し
た地域の受益面積2ha以上（果樹施設栽
培の場合は1ha以上）。認定農業者、農
地所有適格法人、法人化が確実に見込
まれる集落営農組織であること。経営面
積2ha以上（果樹施設栽培の場合は1ha
以上 )5年以上の賃借権設置済み、又は
確実に見込まれること。

耕
　
地
　
課

県

（前ページつづき） 県単 農地集積基盤整備事業 12.5/100
以内

内
閣
府

（
農
林
水
産
省

）

地方創生道整備推進交付金 間接 広域営農団地農道整備事業
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用

地

課

県

山梨県土地利用規制等対策費交
付金

県単 国土利用計画法の規定に基づく土地利用規制等対策
事業を推進するため、市町村において必要な次に掲げ
る事業
　・規制区域の指定及び土地取引の許可に関する事業
　・土地取引の届出及び勧告に関する事業

定額

負　　担　　割　　合

補　助　基　準　等 　根 拠 法 令 等 備　考
国 県 市町村

補助率

定額 山梨県土地利用規制等対
策費交付金交付要綱

補　　　　助　　　　基　　　　準　　　　等

１　規制区域の指定及び土地取引の許可に関する事業
　ア　土地取引許可申請件数割額
　　　　当該事業予算総額×０．６×
　　　　　　当該市町村土地取引許可申請件数／県内土地取引許可申請
　　　　　　件数
　イ　指定面積割額
　　　　当該事業予算総額×０．４×
　　　　　　当該市町村指定面積／県内指定面積

２　土地取引の届出及び勧告に関する事業
　ア　通常分
　　（ア）　基礎額
　　　　　　　１市町村当たり17,500円
　　（イ）　件数割額
　　　　　　　○土地取引届出処理業務（届出期限内）
　　　　　　　　基準単価（7,500円）×処理件数
　　　　　　　○土地取引届出処理業務（届出期限後）
　　　　　　　　基準単価（5,000円）×処理件数
　　　　　　　○無届調査契約処理業務
　　　　　　　　基準単価（7,500円）×処理件数
　イ　監視区域加算分
　　　　当該市町村の監視区域に係る届出件数×予算で定める定額

主
管
課

主
管
省

補 助 金 等 の 名 称

直  接
間  接
県  単
の区分

補 助 対 象 事 業 の 内 容

(庁)
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3.125/10
～

4.5/10

「都道府県無電柱化推進計画等」に位置
づけられている事業であり、かつ低コスト
手法の活用や新技術・新工法の導入等
の検討により低コスト化に取り組む事業

補助金等に係る予算の
執行の適正化に関する
法律
（無電柱化推進計画事
業補助制度要綱）

3.125/10
～

5/10

道路法に基づく市町村道及び関連事業
で国土交通省が定める採択基準

補助金等に係る予算の
執行の適正化に関する
法律
（社会資本整備総合交
付金交付要綱）

5.5/10
～

6.875/10

5.5/10
～

6.875/10

社会資本整備総合交付金 直接 ・市町村道整備事業
・市町村道整備事業と一体的に実施することが必要な社会資
本整備事業及び効果促進事業

5/10
～

6.875/10

5/10
～

6.875/10

5.5/10
～

6.875/10

3.125/10
～

4.5/10

点検を実施し、その診断結果が公表され
ている構造物であって、地方公共団体が
策定する長寿命化修繕計画に基づいて
実施される事業及び長寿命化修繕計画
の策定・更新にかかる事業であること。

補助金等に係る予算の
執行の適正化に関する
法律
（道路メンテナンス事業
補助要綱）

5.5/10
～

6.875/10

3.125/10
～

4.5/10

合同点検により抽出された対策必要箇
所における交通安全対策であること。
※対策を実施する学区内において学校
や警察などによるソフト対策の強化を確
認した上、通学路緊急対策推進計画に
記載すること。

補助金等に係る予算の
執行の適正化に関する
法律
（交通安全対策補助
（通学路緊急対策）要
綱）

道
　
路
　
整
　
備
　
課

国
　
土
　
交
 

通
 

省

道路更新防災等対策事業費補助金 直接 市町村道の道路メンテナンス事業

無電柱化推進事業費補助金（通学路
緊急対策）

直接 「無電柱化の推進に関する法律」に基づき国により策定された
「無電柱化推進計画」に定めた目標の確実な達成を図るた
め、地方公共団体において定める推進計画に基づき計画的
かつ集中的に実施する無電柱化事業

5.5/10
～

6.875/10

道路交通安全施設等整備事業費補
助金（通学路緊急対策）

直接 千葉県八街市における交通事故を受けて実施した通学路点
検に基づき、ソフト対策の強化と合わせて実施する交通安全
対策

5.5/10
～

6.875/10

負　　担　　割　　合

補　助　基　準　等 　根 拠 法 令 等 備　考
国 県 市町村

補助率

(庁)

主
管
課

主
管
省

補 助 金 等 の 名 称

直  接
間  接
県  単
の区分

補 助 対 象 事 業 の 内 容
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負　　担　　割　　合

補　助　基　準　等 　根 拠 法 令 等 備　考
国 県 市町村

補助率

(庁)

主
管
課

主
管
省

補 助 金 等 の 名 称

直  接
間  接
県  単
の区分

補 助 対 象 事 業 の 内 容

5/10
～

6.875/10

地域再生法第５条第４
項第１号及び第13条

3.125/10
～

5/10

道路法に基づく市町村道で国土交通省
が定める採択基準
地域再生計画に位置づけられた事業

地域再生法第５条第４
項第１号及び第13条

道
　
路
　
整
　
備
　
課

内
閣
府

（
国
土
交
通
省

）

地方創生道整備推進交付金 直接 市町村道整備事業

地域未来交付金 直接 市町村道整備事業

1/2 1/2 1/2 道路法に基づく市町村道で国土交通省
が定める採択基準
地域再生計画に位置づけられた事業

5/10
～

6.875/10
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省

公共土木施設災害復旧事業 2/3以上

直接 災害査定用設計委託費補助 要綱
による
算定額

給水施設災害復旧事
業等補助金交付要綱
（令和7年4月1日国水
防第1672号）

①被害甚大であって災害復旧工事のみ
では充分な効果を期待できないもの
②総工事費のうち助成工事費の占める
割合が原則として5割以下のものであっ
て6億円を超えるもの
③原則として他の改良計画のないもの
④助成事業費によって得られる効果が
大であるもの
⑤上下流に悪影響を与えないもの

災害復旧助成事業取
扱要領（平成27年6月1
日国水防第385号）

①災害復旧事業の対象となる施設は、
配水施設の配水管から分岐して最初の
止水栓までの部分であって、当該給水施
設の復旧事業が次の要件を満たすも
の。
（ａ）地方公共団体が、被災した配水施設
の配水管と水圧管理上一体的な関係に
ある給水施設の復旧事業を行うものであ
ること。
（ｂ）当該給水施設の復旧事業が行われ
なければ、配水施設の災害復旧の効用
が発揮できない場合であること。
②補助金の交付の対象となる漏水調査
（漏水実験を除く。）は、施行令第１条第
十水道の施設に係る導水管、送水管、配
水管等の管路の災害復旧事業を実施す
る際に、被災の事実や被災の状況を確
認するために行う調査に係るものとす
る。
③１箇所の工事の費用が60万円以上

国土交通省所管公共
土木施設災害復旧事
業査定設計委託費等
補助金交付要綱（昭和
53年3月18日建河防発
第40号）

1/2 1/2 1/2

要綱
による
算定額

要綱
による
算定額

①負担率が0.667を超える団体又は工事
費の総額が水管理・国土保全局長が別
に定める金額以上となる団体における、
水管理・国土保全局長が特に被害が激
甚であると認める災害に係るものに対す
る定率を乗じて得た額と実支出額のいず
れか低い額
②委託費等の額が該当箇所ごとに2億円
未満の場合は500万円以上で、かつ、決
定工事費に対する割合が7％以上である
もの、2億円以上の場合は1400万円以上
であるものに対する実支出額
③補助金の総額が水管理・国土保全局
長が別に定める金額以上であること

1/2

給水施設災害復旧事業等補助

河川等災害復旧助成事業費補助

（次ページへつづく）

主
管
課

主
管
省

補 助 金 等 の 名 称

直  接
間  接
県  単
の区分

補 助 対 象 事 業 の 内 容 補助率

(庁)

2/3以上河川等災害復旧事業費補助 直接

直接 河川災害復旧助成事業

河川、海岸の災害が激甚であって、一定区域内の被害が著し
いため災害復旧工事のみでは十分な効果が期待出来ない場
合に改良費を加えて一定計画のもとに施行する改良事業

1/2 1/2

直接 「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法
律」第２条の規定により指定された災害により被害を受けた
「公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法」が適用される
「公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令」第１条第
十水道の規定に示す配水施設と水圧管理上一体的な関係に
ある給水施設を原形に復旧する事業、及び施行令第１条第十
水道に規定する施設に係る漏水調査

1/3 ①地方公共団体が維持管理する河川、
海岸、砂防設備、地すべり防止施設、急
傾斜地崩壊防止施設、水道、下水道、公
園及び道路の災害復旧事業であること
②暴風、洪水、高潮、地震その他の異常
な天然現象により生じた災害であること
③原則として原形復旧であること
④1箇所の工事費が60万円以上

公共土木施設災害復
旧事業費国庫負担法

負　　担　　割　　合

補　助　基　準　等 　根 拠 法 令 等 備　考
国 県 市町村
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主
管
課

主
管
省

補 助 金 等 の 名 称

直  接
間  接
県  単
の区分

補 助 対 象 事 業 の 内 容 補助率

(庁)

負　　担　　割　　合

補　助　基　準　等 　根 拠 法 令 等 備　考
国 県 市町村

治
　
　
　
　
 
　
　
 
　
水
　
　
 
 
　
　
　
　
　
課

国
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通
　
　
 
　
省

特定小川災害関連環境再生事業

河川の災害復旧に関連して、市街地若しくは市街地周辺部又
は付近に学校・公園・病院等の公共施設若しくは史跡・歴史的
記念物が存在する地域等を流下する小規模な河川において、
当該災害復旧事業箇所又はこれに接続する未災箇所を含め
て環境に配慮した工法で復旧する事業

1/2 1/2 1/2 ①災害復旧事業が決定された河川のう
ち、以下の地域における小規模な河川に
おいて実施されるものであること
(1)市街地若しくは市街地周辺部又は付
近に学校・公園・病院等の公共施設若し
くは史跡・歴史的記念物が存在する地域
(2)自然環境、歴史的風土、文化財等に
関する法令により、災害復旧事業の行為
に制限を受ける地域
(3)被災施設付近の河川区間において、
絶滅のおそれのある野生動植物の種等
の貴重な動植物の生息・生育が確認さ
れる地域
②原則として、他の改良計画がないもの
とし、関連する災害復旧事業箇所の全部
又は一部を含むものとする
③総工事費のうち災害関連工事費の占
める割合が5割以下のものとする
④この事業は関連する災害復旧事業と
同年度に採択するものとする

特定小川災害関連環
境再生事業実施要領
（平成2年6月7日建設
省河防発第71号）

河川等災害関連事業費補助 直接 河川等災害一般関連事業

災害復旧事業として決定された箇所又はこれを含めた一連の
施設の再度災害の防止を図り、一連の効果を発揮するため、
局部的に又は一定計画のもとに改良費を加え復旧する事業

1/2 1/2 公共土木施設災害復
旧事業査定方針（昭和
32年7月15日建河発第
351号）第19

河川等災害特定関連事業

災害復旧事業の決定のあった箇所に関連し、災害発生の原
因となった障害物を除去又は是正する事業

1/2 1/2 1/2 ①他の改良計画がないもので、かつ、効
果が大であるもの
②関連する災害復旧事業が決定された
もので、その翌年の4月1日に属する会計
年度に採択する。当該災害復旧事業箇
所との距離は、概ね300メートル以内とす
る
③工事費が、原則として災害復旧事業の
工事費を超えないものであり、かつ、1箇
所当たり概ね900万円以上4,500万円未
満のものであること

河川等災害特定関連
事業実施要領（昭和50
年4月2日建河防発第
72号）

1/2 ①総工事費のうち災害関連工事費の占
める割合が原則5割以下で1箇所の災害
関連工事費が1,800万円以上であること
②原則として他の改良計画のないもの
③災害関連事業費によって得られる効
果が大であるもの

河川等災害関連特別
対策事業実施要領（昭
和59年4月12日建設省
河防発第50号）

6/10 ①原則として他の改良計画がないもの
で、かつ効果が大であるもの
②関連する助成事業又は関連事業が同
年度に採択されたもので、当該改良復旧
事業箇所との距離は概ね200メートル以
内とする
③工事費が原則として災害復旧助成事
業又は災害関連事業の災害復旧事業の
工事費を超えないもので、別に定める金
額の範囲内のものであること

直接 河川等災害関連特別対策事業

助成事業又は関連事業の決定のあった箇所に関連して、狭
窄部、屈曲部等の自然の障害物又は橋梁、堰等河川の区域
内に設置された工作物が改良復旧事業の効果の確保に支障
となる場合において、当該障害物を除去又は是正する事業

4/10 4/10（前ページつづき）
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主
管
課

主
管
省

補 助 金 等 の 名 称

直  接
間  接
県  単
の区分

補 助 対 象 事 業 の 内 容 補助率

(庁)

負　　担　　割　　合

補　助　基　準　等 　根 拠 法 令 等 備　考
国 県 市町村

直接 都市基盤河川改修事業

1/3 激甚災害に関し、水防のために使用した
資材の取得に要した費用のうち、35万円
を越える部分（超過額に対して補助）

激甚災害に対処するた
めの特別の財政援助
等に関する法律

治
　
　
　
　
　
　
　
水
　
　
　
　
　
　
　
課

国
　
　
　
土
　
　
　
交
　
　
　
通
　
　
　
省

水防資材費補助 直接 水防資材費の補助の特例

激甚災害であって政令で定める地域に発生したものに関し、
都道府県又は水防法第2条第2項に規定する水防管理団体が
水防のために使用した資材に関する費用で政令で定めるもの
については、国は予算の範囲内において、その費用の3分の2
を補助することができる

2/3

社会資本整備総合交付金 直接 準用河川改修事業 1/3

補助金等に係る予算の
執行の適正化に関する
法律
（社会資本整備総合交
付金交付要綱）

直接 水害リスク情報整備推進事業 2/3以上 1/3 1/3
以上

1/3 洪水による災害の発生を警戒すべきもの
として水防法施行規則で定める基準に該
当する河川のうち、河川事業を実施して
いない河川において、洪水ハザードマッ
プの作成に要する費用

補助金等に係る予算の
執行の適正化に関する
法律
（社会資本整備総合交
付金交付要綱）

山梨県洪水ハザード
マップ作成事業費補助
金交付要綱

直接 流域貯留浸透事業 1/3 1/3 2/3 一定の要件を満たす貯留若しくは浸透又
はその両方の機能をもつ施設整備

河川法第16条の3第1項の規定により施
行する特別区又は人口5万人以上の市

補助金等に係る予算の
執行の適正化に関する
法律
（社会資本整備総合交
付金交付要綱）

1/3 2/3 一事業の総事業費4億円以上24億円以
内

補助金等に係る予算の
執行の適正化に関する
法律
（社会資本整備総合交
付金交付要綱）

1/3 1/3 1/3 1/3

2/3
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同　上都市下水路の設置 4/10 4/10 6/10 下水道法第2条第5号の都市下水路で
あって、同法第27条により指定した都市
下水路であること

集水面積50ha以上のもの
浸水指数5,000以上の区域を排水するも
の
全体事業費3億円以上であること

1/2
又は

4.5/10

下水道法第2条第3号の公共下水道で
あって、同法第4条による事業計画を策
定している公共下水道であること

同　上

同　上

雨水管渠の設置 1/2 1/2 1/2 下水道法第2条第3号の公共下水道で
あって、同法第4条による事業計画を策
定している公共下水道であること

「下水道法施行令第24条の2第1項第1号
及び第2号並びに第2項の規定に基づき
定める件」の別表により規定される主要
な管渠であること

同　上

汚水管渠の改築更新

終末処理場の改築更新

1/2

1/2
又は

5.5/10

1/2

1/2
又は

5.5/10

1/2

1/2
又は

4.5/10

ストックマネジメント実施に関する基本方
針や、設定した施設の管理区分に応じた
点検・調査及び改築計画等を定めた「下
水道ストックマネジメント計画」に位置づ
けた施設であること。

1/2 1/2 下水道法第2条第3号の公共下水道で
あって、同法第4条による事業計画を策
定している公共下水道であること

「下水道法施行令第24条の2第1項第1号
及び第2号並びに第2項の規定に基づき
定める件」の別表により規定される主要
な管渠であること

下水道法第34条

上

下

水

道

政

策

課

国
　
土
　
交
 

通
 

省

社会資本整備総合交付金 直接 汚水管渠の設置 1/2

終末処理場の設置 1/2
又は

5.5/10

汚水管渠の耐震化

終末処理場の耐震化

1/2

1/2
又は

5.5/10

1/2

1/2
又は

5.5/10

1/2

1/2
又は

4.5/10

対象地区の概要、整備目標、事業内容、
年度計画等を定めた「下水道総合地震
対策計画」に位置づけた施設であること

同　上

1/2
又は

5.5/10

負　　担　　割　　合

補　助　基　準　等 　根 拠 法 令 等 備　考
国 県 市町村

主
管
課

主
管
省

補 助 金 等 の 名 称

直  接
間  接
県  単
の区分

補 助 対 象 事 業 の 内 容 補助率

(庁)
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負　　担　　割　　合

補　助　基　準　等 　根 拠 法 令 等 備　考
国 県 市町村

主
管
課

主
管
省

補 助 金 等 の 名 称

直  接
間  接
県  単
の区分

補 助 対 象 事 業 の 内 容 補助率

(庁)

上下水道一体効率化・基盤強化推進
事業

直接 ウォーターPPPの導入に向けた調査、検討及び計画策定 10/10

内
閣
府

（
国
土
交
通
省

）

地方創生汚水処理施設整備推進交
付金

直接 汚水管渠の設置

終末処理場の設置

1/2

1/2
又は

5.5/10

1/2

1/2
又は

5.5/10

1/2

1/2
又は

4.5/10

下水道法第2条第3号の公共下水道で
あって、同法第4条による事業計画を策
定している公共下水道であること

「下水道法施行令第24条の2第1項第1号
及び第2号並びに第2項の規定に基づき
定める件」の別表により規定される主要
な管渠であること

地域再生法第13条

既設簡易水道の統合 1/3 1/3 2/3 生活基盤近代化事業の対象となる施設
整備並びに基幹的施設の新設事業であ
ること

同　上

10/10 ウォーターPPPの導入に向けた次に掲げ
る事業とする。
①可能性調査②資産評価③実施方針・
公募資料作成④事業者選定

下水道法第34条

上

下

水

道

政

策

課

国

土

交

通

省

2/3

2/3

「上下水道耐震化計画」を策定しているこ
と

資本単価が水道事業にあっては90 円／
㎥以上、水道用水供給事業にあっては
70 円／㎥以上であること等

水道法第44条

老朽管路の更新 1/4 1/4 3/4 点検・調査結果に基づく「水道施設アセッ
トマネジメント計画」を作成する事
業であること

点検・調査結果に基づき策定した「水道
施設アセットマネジメント計画」に基
づく事業であること

同　上

簡易水道等施設整備費補助金 直接 老朽管路の更新 4/10 4/10 6/10 布設後20 年以上経過した管路を廃止し
て新設する事業であること

同　上

社会資本整備総合交付金 直接 導水管又は送水管の施設及び設備の耐震化

重要施設に接続する配水管の耐震化

1/3

1/3

1/3

1/3
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1/2 1/2 ・基幹事業：砂防事業
・全体事業費の2割以内

補助金等に係る予算の
執行の適正化に関する
法律
（社会資本整備総合交
付金交付要綱）

1/2 1/4 1/4 激甚災害に伴い発生した崩壊等のうち、
次の各号すべてに該当するもの
(1)市町村地域防災計画に危険箇所とし
て記載され、又は記載されることが確実
であるがけ地で発生したもの
(2)がけ地の高さが5m以上
(3)人家2戸以上又は公共的建物に倒壊
等著しい被害を及ぼすと認められる箇所
において実施する直接人命保護を目的
とするがけ崩れ防止工事に係るもの
(4)1箇所の事業費が600万円以上

地方財政法
山梨県災害関連地域
防災がけ崩れ対策事
業費補助金交付要綱

砂
 
　
 

防
 
 
　
課

国
　
土
　
交
 

通
 

省

社会資本整備総合交付金 直接 効果促進事業

・計画の目標実現のため、基幹事業と一体となって、基幹事
業の効果を一層高めるために必要な事業・事務（ソフト対策を
含む）
・全体事業費の2割以内

1/2

災害関連地域防災がけ崩れ対策事
業費補助金

間接 激甚災害に伴い、がけ地に崩壊等が発生している箇所のう
ち、地域防災上重要で復旧整備を重点的に推進する必要が
ある箇所において、市町村が実施する崩壊防止施設の設置
に要する経費に対し、県が補助を行い、次期降雨等による再
度被害を防止するための事業

1/2以内

負　　担　　割　　合

補　助　基　準　等 　根 拠 法 令 等 備　考
国 県 市町村

補助率

(庁)

主
管
課

主
管
省

補 助 金 等 の 名 称

直  接
間  接
県  単
の区分

補 助 対 象 事 業 の 内 容

89 ページ



都
　
　
　
　
市
　
　
　
　
計
　
　
　
　
画
　
　
　
　
課

国
　
　
　
　
土
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通
　
 
　
　
省

4.5/10 交通量、計画幅員等について一定の要
件を備えた都市計画道路
都道府県無電柱化推進計画等に位置付
けられており、低コスト手法の活用や新
技術・新工法の導入等の検討により、低
コスト化に取り組む事業

補助金等に係る予算の
執行の適正化に関する
法律
（都市局所管国庫補助
金交付申請等要領）

都市安全確保促進事業費補助金 直接 都市安全確保促進事業 コア1/2

附帯1/3

1/2

1/3

1/2

2/3

都市再生特別措置法に基づき、都市の
再生の拠点として、都市開発事業等を通
じて緊急かつ重点的に市街地の整備を
推進すべき地域として指定された地域

補助金等に係る予算の
執行の適正化に関する
法律
（都市安全確保促進事
業費補助金交付要綱）

都市局所管国庫補助金
（地域連携道路事業費補助）
（無電柱化推進計画事業補助）

直接 街路事業 5.5/10 5.5/10

・街路事業、土地区画整理事業
・街路事業および土地区画整理事業と一体的に実施すること
が必要な社会資本整備事業及び効果促進事業

5/10

7/10

直接 まちなかウォーカブル推進事業 5/10

避難地・避難路等の公共施設整備や避
難場所の整備、避難地・避難路周辺の
建築物の不燃化、木造老朽建築物の除
却及び住民の防災に対する意識の向上
等を推進し、防災上危険な市街地におけ
る地区レベルの防災性の向上を図る

補助金等に係る予算の
執行の適正化に関する
法律
（社会資本整備総合交
付金交付要綱）

直接 市街地再開発事業等 1/3

1/3

1/3

1/3

2/3

1/3

法定再開発および任意の再開発

直接 都市防災総合推進事業 1/2

1/3

1/2

1/3

1/2

2/3

都市再開発法
補助金等に係る予算の
執行の適正化に関する
法律
（社会資本整備総合交
付金交付要綱）

社会資本整備総合交付金 直接 結節点改築 1/2

直接

5/10 5/10 既存の国庫補助事業である基幹事業
（道路、公園、地域生活基盤施設、高質
空間形成施設、高次都市施設、滞在環
境整備事業、市街地再開発等）と採択基
準にしばられない自由な事業（提案事
業）を組み合わせ実施

都市再生特別措置法
補助金等に係る予算の
執行の適正化に関する
法律
（社会資本整備総合交
付金交付要綱）

土地区画整理法
補助金等に係る予算の
執行の適正化に関する
法律
（社会資本整備総合交
付金交付要綱）

直接 都市再生整備計画事業 4/10 4/10 6/10 既存の国庫補助事業である基幹事業
（道路、公園、地域生活基盤施設、高質
空間形成施設、高次都市施設、市街地
再開発等）と採択基準にしばられない自
由な事業（提案事業）を組み合わせ実施

都市再生特別措置法
補助金等に係る予算の
執行の適正化に関する
法律
（社会資本整備総合交
付金交付要綱）

都市再生区画整理事業 1/3

5/10

1/3

5/10

2/3

5/10

都市計画事業等社会資本整備総合交付
金交付要綱に定める基準

直接

5/10

7/10

5/10

3/10

道路法に基づく市町村道（街路）で国土
交通省の定める採択基準
社会資本整備総合交付金交付要綱に定
める基準

土地区画整理法
補助金等に係る予算の
執行の適正化に関する
法律
（社会資本整備総合交
付金交付要綱）

1/2 1/2 都市計画事業であって事業費が基準以
上であること

道路整備費の財源等
の特例に関する法律

負　　担　　割　　合

補　助　基　準　等 　根 拠 法 令 等 備　考
国 県 市町村

主
管
課

主
管
省

補 助 金 等 の 名 称

直  接
間  接
県  単
の区分

補 助 対 象 事 業 の 内 容 補助率

(庁)
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負　　担　　割　　合

補　助　基　準　等 　根 拠 法 令 等 備　考
国 県 市町村

主
管
課

主
管
省

補 助 金 等 の 名 称

直  接
間  接
県  単
の区分

補 助 対 象 事 業 の 内 容 補助率

(庁)
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通
　
 
　
　
省

土地区画整理法
公共団体等区画整理
補助事業実施要領
山梨県公共団体土地
区画整理事業補助金
交付要綱

H17以前経過措
置あり

山梨県組合等土地区画整理事業補
助金

直接
県単

組合区画整理補助事業実施要領に定める採択基準に適合
し、社会資本整備総合交付金を受けて組合等が実施する土
地区画整理事業
※右記は上記国交省所管の区画整理事業に関する補助の市
町村負担額に対する補助率（最大の場合）

1/2 1/2

1/2 国庫支出金の採択を受ける市街地再開
発事業等（任意の再開発はDID地区内等
の県基準）

山梨県市街地再開発
事業等補助金交付要
綱

1/2 既成市街地内で幅員8m以上の都市計画
道路の新設・改築及び既成市街地外で
幅員12m以上の県管理都市計画道路の
新築・改築（既成市街地外の市町村管理
都市計画道路は県負担対象外）

土地区画整理法
組合等区画整理補助
事業実施要領
山梨県組合等土地区
画整理事業補助金等
交付要綱

山梨県市街地再開発事業等補助金 直接
県単

国庫支出金を受けて組合等が実施する市街地再開発事業等
※右記は上記国交省所管の市街地再開発事業等に関する補
助の市町村負担額に対する補助率（最大の場合）

1/2 1/2

県

山梨県公共団体土地区画整理事業
補助金

直接
県単

公共団体等区画整理補助事業実施要領に定める採択基準に
適合し、社会資本整備総合交付金を受けて市町村が実施す
る土地区画整理事業
※右記は上記国交省所管の区画整理事業に関する補助の市
町村負担額に対する補助率（最大の場合）

1/2 1/2 1/2 幅員12m以上の県管理都市計画道路の
新築・改築（既成市街地内では幅員8m
以上）

直接 まちなかウォーカブル推進事業 1/2 1/2 1/2 既存の国庫補助事業である基幹事業
（道路、公園、地域生活基盤施設、高質
空間形成施設、高次都市施設、滞在環
境整備事業、市街地再開発等）と採択基
準にしばられない自由な事業（提案事
業）を組み合わせ実施

補助金等に係る予算の
執行の適正化に関する
法律
都市局所管国庫補助
金交付申請等要領

都市再生推進事業費補助金 直接 都市空間情報デジタル基盤構築支援事業
３Ｄ都市モデルを活用した都市インフラの整備・管理の高度化
や都市サービス創出等を通じて社会的課題の解決や新たな
価値創出を図ることを目的として行われる３Ｄ都市モデルの整
備・活用・オープンデータ化等を行う事業

1/2

10/10
（上限

1,000万
円の定

額）（※早
期実装タ

イプ）

1/2

10/10

1/2

1,000万
円を超過
した額

・ユースケースがあること

・国が定める標準仕様書等に基づく形式
でデータを作成すること

・整備した３Ｄ都市モデルをオープンデー
タ化すること

・整備した３Ｄ都市モデルを維持管理・更
新すること
・事業計画の初年度の事業であること
（※早期実装タイプ）

補助金等に係る予算の
執行の適正化に関する
法律
都市局所管国庫補助
金交付申請等要領

直接 街路交通調査 1/3 1/3 2/3 都市圏が抱える交通課題に対応した特
定の都市交通計画の検討調査
特定の重要な街路事業 について事業計
画の策定

道路法
補助金等に係る予算の
執行の適正化に関する
法律
都市局所管国庫補助
金交付申請等要領

1/2

5.5/10

立地適正化計画の都市機能誘導区域及
び居住誘導区域内に定められている地
区
既存の国庫補助事業である基幹事業
（道路、公園、地域生活基盤施設、高質
空間形成施設、高次都市施設、市街地
再開発、誘導施設等）と採択基準にしば
られない自由な事業（提案事業）を組み
合わせ実施

補助金等に係る予算の
執行の適正化に関する
法律（都市構造再編集
中支援事業補助金交
付要綱）

官民連携都市再生推進事業費補助
金

直接 官民連携まちなか再生推進事業
官民の様々な人材が集うエリアプラットフォームの構築、エリ
アの将来像を明確にした未来ビジョン等の作成

10/10

1/2

10/10

1/2

10/10

1/2

公募の実施 補助金等に係る予算の
執行の適正化に関する
法律（官民連携都市再
生推進事業制度要綱）

1/2

4.5/10

都市構造再編集中支援事業補助金 直接 都市構造再編集中支援事業 1/2

4.5/10

街路交通調査費事業補助金
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社会資本整備総合交付金 直接 都市公園事業 用地1/3

施設1/2

1/3

1/2

2/3

1/2

都市計画事業であって事業費が基準以
上であること

都市公園法

負　　担　　割　　合

補　助　基　準　等 　根 拠 法 令 等 備　考
国 県 市町村

補助率

(庁)

主
管
課

主
管
省

補 助 金 等 の 名 称

直  接
間  接
県  単
の区分

補 助 対 象 事 業 の 内 容
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1/2 1/2 1/2

④街なみ整備助成事業 1/3 1/3 2/3

直接

5.5/10
以上

主体及び屋外付帯工事に要する経費 補助金等に係る予算の
執行の適正化に関する
法律
（社会資本整備総合交
付金交付要綱）

基幹事業
・街なみ環境整備事業
次の①～③のいずれかに該当する地区
で区域面積1ha以上。
①接道不良住宅及び住宅密度に関する
要件（イかつロ）
イ.接道不良住宅率70％以上
ロ.住宅密度30戸/ha以上
②道路、公園等に関する要件（イかつロ）
イ.区域内の幅員6m以上の道路が総延
長の1/4未満
ロ.公園、広場、緑地の面積3％未満
③条例等により景観形成を図るべきこと
とされている区域

補助金等に係る予算の
執行の適正化に関する
法律
（社会資本整備総合交
付金交付要綱）

①協議会活動助成事業 1/2 1/2 1/2

②整備方針策定事業 1/2

地区住民の発意と創意を尊重した、ゆとりとうるおいのある市
街地の形成

1/2 1/2

③街なみ整備事業

4.5/10
以下

5.5/10
以上

基幹事業
・公営住宅等整備事業
・住宅地区改良事業等
・優良建築物等整備事業
・住宅市街地基盤整備事業
・公営住宅等ストック総合改善事業
・公的賃貸住宅家賃低廉化事業　　等

提案事業
・地域の政策の実施に必要な事業

地域における多様な需
要に応じた公的賃貸住
宅等の整備等に関する
特別措置法
社会資本整備総合交
付金交付要綱

建
　
　
　
　
築
　
　
　
　
住
　
　
　
　
宅
　
　
　
　
課

国
　
　
　
　
土
　
　
　
　
交
　
　
　
　
通
　
　
　
　
省

社会資本整備総合交付金 直接 地域住宅計画に基づく公的賃貸住宅等の整備、これに関連す
る公共施設等の整備に関する事業

4.5/10
以下

直接 市町村が供給する地域優良賃貸住宅に対する建設費の補助 4.5/10
以下

民間が供給する地域優良賃貸住宅に対する建設費の補助 市町村
補助額の

4.5/10

市町村
補助額の

4.5/10

市町村
補助額の

5.5/10

全体工事費の1/9（低層）
　〃　　　1/6（中層・高層）
　〃　　　1/5　（サービス付き高齢者向け
住宅）

4.5/10
以下

負　　担　　割　　合

補　助　基　準　等 　根 拠 法 令 等 備　考
国 県 市町村

主
管
課

主
管
省

補 助 金 等 の 名 称

直  接
間  接
県  単
の区分

補 助 対 象 事 業 の 内 容 補助率

(庁)

93 ページ



負　　担　　割　　合

補　助　基　準　等 　根 拠 法 令 等 備　考
国 県 市町村

主
管
課

主
管
省

補 助 金 等 の 名 称

直  接
間  接
県  単
の区分

補 助 対 象 事 業 の 内 容 補助率

(庁)

(次ページへつづく）

住宅・建築物の耐震改修事業を実施する民間事業者に補助
を行う市町村に対し、補助を行う。

建
　
　
　
　
築
　
　
　
　
住
　
　
　
　
宅
　
　
　
　
課

国
　
　
　
　
土
　
　
　
　
交
　
　
　
　
通
　
　
　
　
省

社会資本整備総合交付金 直接 アスベスト改修事業を実施する地方公共団体に対し、補助を
行う。

1/3

10/10

以内

2/3 次の事業を補助対象とする。
・吹付け建材について行うアスベスト含
有の有無に係る調査
・吹付けアスベスト等の除去、封じ込め
又は囲い込み

補助金等に係る予算の
執行の適正化に関する
法律
（社会資本整備総合交
付金交付要綱）

市町村が
民間事業
者に交付
する補助
金の1/2
以内かつ
事業に要
する費用
の1/3以
内

任意

市町村が
民間事業
者に交付
する補助
金の1/2
以内かつ
事業に要
する費用
の1/3以
内（住宅
の耐震化
支援・総
合支援メ
ニューに
ついては

1/2）

任意 次の事業を補助対象とする。
・住宅の耐震化の支援に関する事業
　耐震診断補強計画等の提案に要する
費用
　総合支援メニュー（設計+耐震化工事）
・避難所等の耐震化の支援に関する事
業
・ブロック塀等の安全確保に関する事業

事業に要
する費用
の1/3以
内（住宅
の耐震化
等に関す
る事業に
ついては

1/2）

2/3
1/2

次の事業を補助対象とする。
・住宅の耐震化の支援に関する事業
　住宅の耐震診断に要する費用
・避難所等の耐震化の支援に関する事
業
・ブロック塀等の安全確保に関する事業

1/3

調査
10/10

(25万円/
棟以内）

以内

アスベスト改修事業を実施する民間事業者に補助を行う市町
村に対し補助を行う。

市町村が
民間事業
者に交付
する補助
金の1/2
以内かつ
事業に要
する費用
の1/3以
内（調査
の場合
は、市町
村が補助
する額以
内かつ、
25万円／
棟以内）

直接 住宅・建築物の耐震改修事業を実施する地方公共団体に対
し、補助を行う。

市町村が
民間事業
者に交付
する補助
金の1/2
以内かつ
事業に要
する費用
の1/3以
内（住宅
の耐震化
支援・総
合支援メ
ニューに
ついては

1/2）

事業に要
する費用
の1/3以
内（住宅
の耐震化
等に関す
る事業に
ついては

1/2）
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負　　担　　割　　合

補　助　基　準　等 　根 拠 法 令 等 備　考
国 県 市町村

主
管
課

主
管
省

補 助 金 等 の 名 称

直  接
間  接
県  単
の区分

補 助 対 象 事 業 の 内 容 補助率

(庁)

1/2 1/2 1/2 ・平成18年4月1日以降に管理開始され
た借上公営住宅等
・借上公営住宅等及び地域優良賃貸住
宅（転用型）以外の公的賃貸住宅
（原則、平成18年3月31日以前に管理開
始された公的賃貸住宅家賃対策調整補
助金交付要綱第3第1項第二号から第六
号までに掲げる住宅に限る）
・地域優良賃貸住宅（転用型）のうち、公
的賃貸住宅家賃低廉化事業対象要綱第
8第2項各号の規定に適合するもの

公的賃貸住宅家賃対
策調整補助金交付要
綱

県交付要綱あり
県当初予算なし

社会資本整備総合交付金 直接 空き家再生等推進事業
【市町村施行】
市町村が実施する空き家の除却、活用等に係る事業の経費
の一部に対して補助するもの。
【民間施行】
民間が実施する空き家の除却、活用等に係る費用に補助す
る市町村に対して補助するもの。

【市町村
施行】

除却2/5
活用1/2

【民間施
行】

除却2/5
活用1/3

【市町村
施行】
除却2/5
活用1/2

【民間施
行】
除却2/5
活用1/3

【市町村
施行】
除却3/5
活用1/2

【民間施
行】
除却2/5
活用1/3

空家等対策計画に基づき行う次の各種
事業であること。
・不良住宅、空き家住宅又は空き建築物
の除却を行う事業（空き家住宅又は空き
建築物の除却を行う事業については、跡
地について地域活性化のための計画的
利用が必要）
・空き家住宅又は空き建築物の活用（地
域活性化のための計画的利用に限る）を
行う事業

・補助金等に係る予算
の執行の適正化に関
する法律
・社会資本整備総合交
付金交付要綱
・住宅地区改良事業等
対象要綱
・小規模住宅地区等改
良事業制度要綱

1/2 1/2 1/2 除去等については1戸当たり975千円を
限定
建設、購入については1戸当たり4,210千
円（建物3,250千円、土地960千円）を限
度
特殊地域1戸当たり7,318千円（建物
4,650千円、土地2,060千円、敷地造成
608千円）

補助金等に係る予算の
執行の適正化に関する
法律
（社会資本整備総合交
付金交付要綱）

除却、活用以外
に所有者の特定
に要する費用な
ども補助対象

狭あい道路拡幅整備事業を行う民間事業者等に対する地方
公共団体の補助事業（ハード事業）

1/3 「狭あい
道路拡幅
整備に要
する費用
の1/3以
内」
かつ
「地方公
共団体が
補助する
額の1/2
以内」

1/3 狭あい道路拡幅整備に係る調査、設計、
築造、舗装に要する費用

1/2 1/2 1/2 ・狭あい道路に係る調査、測量、分筆、
登記、データベースの築造に要する費用
・狭あい道路拡幅整備に係る調査、設
計、築造、舗装に要する費用

補助金等に係る予算の
執行の適正化に関する
法律
（社会資本整備総合交
付金交付要綱）

建
　
　
　
　
築
　
　
　
　
住
　
　
　
　
宅
　
　
　
　
課

国
　
　
　
　
土
　
　
　
　
交
　
　
　
　
通
　
　
　
　
省

(前ページつづき） 直接 地方公共団体が行う狭あい道路整備等促進事業

社会資本整備総合交付金 直接 がけ地の崩壊等により住民の生命に危険を及ぼすおそれの
ある区域における危険住宅の移転

①危険住宅の除去に要する経費助成
②危険住宅に代わる住宅の建設（購入を含む）及び改修に要
する経費助成
③事業推進経費助成

公的賃貸住宅家賃対策調整補助金 直接 市町村が行う公的賃貸住宅に係る家賃の減額について、その
経費の一部を補助する。
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補　助　基　準　等 　根 拠 法 令 等 備　考
国 県 市町村

主
管
課

主
管
省

補 助 金 等 の 名 称

直  接
間  接
県  単
の区分

補 助 対 象 事 業 の 内 容 補助率

(庁)

任意 耐震診断の結果、総合評定が0.7未満の
木造住宅に耐震シェルターを設置するも
の。

木造住宅居住安心支
援事業費補助金交付
要綱

木造住宅耐震診断支援事業補助金 県単 国の交付制度に基づき市町村が行う、木造住宅の耐震診断
事業に対し、補助を行う。

事業に要
する費用
の1/4以
内

1/4 1/4 ○補助対象
・個人所有の1戸建の住宅
・在来工法で建築され、2階建以下のも
の
・昭和56年5月以前に着工したもの

○補助限度額　16,500円／戸

○耐震診断の結果、総合評点が1.0以上
の場合は、1戸につき、13,200円を限度と
する

木造住宅居住安心支
援事業費補助金交付
要綱

1/2

1/3

次の事業を補助対象とする。
・避難路沿道建築物の耐震化の支援に
関する事業

補助金等に係る予算執
行の適正化に関する法
律
（住宅・建築物防災力
緊急促進事業補助金
交付要綱）

県

山梨県アスベスト飛散防止対策事業
費補助金

県単 アスベスト改修事業を実施する民間事業者に補助を行う市町
村に対し、補助を行う。

市町村が
補助する
金額の
1/4以
内、
かつ、
事業に要
する費用
の1/6以
内

市町村が
補助する
金額の
1/4以
内、
かつ、
事業に要
する費用
の1/6以
内。
ただし、
事業に要
する費用
は、
3,000万
円を限度
とする。

任意 次の事業を補助対象とする。
・吹付けアスベスト等の除去、封じ込め
又は囲い込み。

山梨県アスベスト飛散
防止対策事業費補助
金交付要綱

木造住宅耐震シェルター設置支援事
業費補助金

県単 耐震性の低い個人の木造住宅への耐震シェルターの設置に
補助する市町村に対して補助を行う。

市町村が
補助する
金額の
1/2以
内、か
つ、設置
に要する
費用の
1/3以内

市町村が
補助する
金額の
1/2、か
つ、設置
に要する
費用の
1/3、か
つ12万円
を上限

建

築

住

宅

課

国
　
土
　
交
　
通
　
省

住宅市街地総合整備事業補助金 直接 空き家対策総合支援事業
【市町村施行】
市町村が実施する空き家の除却、活用等に係る事業の経費
の一部に対して補助するもの。
【民間施行】
民間が実施する空き家の除却、活用等に係る費用に補助す
る市町村に対して補助するもの。

【市町村
施行】

除却2/5
活用1/2

【民間施
行】

除却2/5
活用1/3

【市町村
施行】

除却2/5
活用1/2

【民間施
行】

除却2/5
活用1/3

【市町村
施行】

除却3/5
活用1/2

【民間施
行】

除却2/5
活用1/3

空家等対策計画のほか空き家対策総合
実施計画に基づき行う次の各種事業で
あること。
・空家住宅等、特定空家等、不良住宅の
除却を行う事業（空家住宅等の除却を行
う事業については、跡地について地域活
性化のための計画的利用が必要）
・空家住宅等の活用（地域活性化のため
の計画的利用に限る）を行う事業

・補助金等に係る予算
の執行の適正化に関
する法律
・住宅市街地総合整備
事業制度要綱
・住宅市街地総合整備
事業補助金交付要綱

除却、活用以外
に所有者の特定
に要する費用な
ども補助対象

建築物耐震対策緊急促進事業補助
金

直接 耐震改修促進法により耐震診断が義務化された避難路沿道
建築物の耐震診断及び耐震化に要する費用の補助を行う市
町村に対し、補助を行う。

1/2

2/5

1/2

2/5
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負　　担　　割　　合

補　助　基　準　等 　根 拠 法 令 等 備　考
国 県 市町村

主
管
課

主
管
省

補 助 金 等 の 名 称

直  接
間  接
県  単
の区分

補 助 対 象 事 業 の 内 容 補助率

(庁)

【市町村
施行】
1/4
【民間施
行】
1/5
上記はい
ずれも国
の交付金
又は補助
金を併せ
て活用し
た場合の
もの

社会資本整備総合交付金（空き家再生
等推進事業）又は住宅市街地総合整備
事業補助金（空き家対策総合支援事業）
の対象事業（前掲）と同様

山梨県空き家除却事業
費補助金交付要綱

1/6 社会資本整備総合交付金交付要綱に基
づく国の交付金を受けて実施する通行障
害既存耐震不適格建築物の耐震化に要
する経費

山梨県災害時避難路
通行確保対策事業費
補助金交付要綱

山梨県空き家除却事業費補助金 県単 国の社会資本整備総合交付金（空き家再生等推進事業）又は
住宅市街地総合整備事業補助金（空き家対策総合支援事業）
の対象事業（前掲）のうち、除却に関する事業を実施する市町
村に対して補助するもの。

【市町村
施行】
1/4
【民間施
行】
1/5

建
　
　
　
　
築
　
　
　
　
住
　
　
　
　
宅
　
　
　
　
課

県

災害時避難路通行確保対策事業補
助金

県単 国の補助金制度に基づき、耐震改修促進法により耐震診断
が義務化された避難路沿道建築物の耐震化に要する費用の
補助を行う市町村に対し、補助を行う。

事業に要
する費用
の1/6以
内、か
つ、補助
対象事業
費から国
の補助金
の額を減
じて得た
額の1/2

1/6

1/4

【市町村
施行】
1/4かつ
木造100
万円/
件、非木
造400万
円/件を
上限
【民間施
行】
1/5かつ
85万円/
件を上限

除却等については1戸当たり975千円を
限定
建設、購入については1戸当たり4,210千
円（建物3,250千円、土地960千円）を限
度
特殊地域1戸当たり7,318千円（建物
4,650千円、土地2,060千円、敷地造成
608千円）

がけ地近接危険住宅
移転事業補助金交付
要領

県当初予算なしがけ地近接危険住宅移転事業補助
金

県単 がけ地の崩壊等により住民の生命に危険を及ぼすおそれの
ある区域における危険住宅の移転

①危険住宅の除却に要する経費助成
②危険住宅に代わる住宅の建設（購入を含む）に要する経費
助成

1/4
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補　助　基　準　等 　根 拠 法 令 等 備　考
国 県 市町村

主
管
課

主
管
省

補 助 金 等 の 名 称

直  接
間  接
県  単
の区分

補 助 対 象 事 業 の 内 容 補助率

(庁)

山梨県空き家活用住宅整備モデル
事業費補助金

県単 国の住宅市街地総合整備事業補助金（空き家対策総合支援
事業）の対象事業（前掲）のうち、空き家の活用に関する事業
を実施する道志村、小菅村、丹波山村に対して補助するもの

1/4 1/4 1/4
上記は国
の補助金
を併せて
活用した
場合のも

の

○補助先、事業主体
　道志村、小菅村、丹波山村
○事業概要
　村が空き家を借り上げて移住者向けの
住宅として改修を行う経費に対し助成す
る
○改修内容
①水回り設備、内装
②水回り設備、内装＋外装、窓断熱
③水回り設備、内装＋外装、窓断熱＋外
皮断熱
○限度額
改修設計の場合750千円を上限、改修工
事の場合、内容に応じて1,500千円、
4,250千円、8,750千円を上限とする。
耐震化工事を行う場合1,050千円、複数
世帯用のための改修を行う場合は1,250
千円を上限として加算する。

山梨県空き家活用住宅
整備モデル事業費補助
金交付要綱

建
　
　
築
　
　
住
　
　
宅
　
　
課

県

認定住宅
の種類に
応じて、
市町村が
補助する
金額の
1/2以内
（加算額
の一部は
10/10以
内）かつ
100千円
から800
千円を上
限とす
る。

認定住宅
の種類に
応じて、
市町村が
補助する
金額の
1/2以内
（加算額
の一部は
負担な
し）

○補助対象
以下の認定を受けた住宅であって県内
事業者が建築の工事を施工したもの
・やまなしKAITEKI住宅
・やまなしKAITEKI住宅／ZERO
・やまなしKAITEKI住宅／FORET
・やまなしKAITEKI住宅／ZERO・FORET
・やまなしKAITEKI住宅リノベ
・やまなしKAITEKI住宅リノベ／ZERO
・やまなしKAITEKI住宅リノベ／FORET
・やまなしKAITEKI住宅リノベ／ZERO・
FORET

やまなしKAITEKI住宅
普及促進事業費補助
金交付要綱

任意 耐震診断の結果、総合評点が1.0未満の
木造住宅で、総合評点が1.0以上となる
よう改修を行うもの。
耐震診断の結果、総合評点が1.0未満の
住宅を除却し、同一敷地内に住宅を新築
するもの。

木造住宅居住安心支
援事業費補助金交付
要綱

「改修費
の3/10」
かつ「市
町村が助
成する額
の3/10
（ただし、
間接補助
事業者が
利子補給
制度を利
用する場
合は、
1/2）」か
つ
431,250
円を上限

やまなしKAITEKI住宅普及促進事業
費補助金

県単 県内に自ら居住することを目的に「やまなしKAITEKI住宅」の
認定を受けた住宅（県内事業者が建築の工事を施工したもの
に限る。）を建築又は取得した者に対して補助金を交付する市
町村に対し、補助金を交付する。

認定住宅
の種類に
応じて、
市町村が
補助する
金額の
1/2以内
（加算額
の一部は
10/10以
内）

木造住宅耐震改修等支援事業補助
金

県単 国の交付制度に基づき、民間木造住宅の耐震改修費及び建
替え費の補助を行う市町村に対し、補助を行う。

市町村が
補助する
金額の
3/10以
内、か

つ、事業
に要する
費用の

3/10以内
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2/3 2/3 1/3 市町村等が実施する公立学校情報機器
等整備事業のための基金の造成に要す
る経費の支出予定額から寄付金その他
の収入額を控除した額と文部科学大臣
が必要と認めた額とを比較して少ない方
の額（1,000円未満切り捨て）を国が補助

公立学校情報機器整
備事業費補助金交付
要綱
GIGAスクール構想加
速化基金管理運営要
領
山梨県公立学校情報
通信機器整備事業費
補助金交付要綱

1/3 2/3 ・学校DXのための基盤構築メニューの補
助基準額の算定方式に、18校未満の場
合は補助基準額を360万円とする規定を
追加
・令和8年度実施メニューに限りネット
ワークアセスメント事業を令和7年度当初
予算の残額で補助

公立学校情報機器活
用支援体制整備費補
助金交付要綱

山梨県公立学校情報通信機器整備
事業費補助金

間接 公立学校の学習者用コンピュータ等の情報機器の整備を円
滑に実施するために、都道府県に基金を造成し、都道府県を
中心とした共同調達等を実施することにより、公立学校の情
報機器を効率的に整備することを目的とする。
そのために、公立学校情報機器整備事業費補助金交付要綱
及びGIGAスクール構想加速化基金管理運営要領に基づき市
町村等が実施する公立学校情報機器等整備事業に要する費
用の一部を補助

総

務

課

教

育

企

画

室

文
部
科
学
省

公立学校情報機器活用支援体制整
備費補助金（ＧＩＧＡスクール構想支
援体制整備事業）

直接 端末利活用の自治体間格差の解消や教師や生徒が日常的
に端末を活用する環境の整備を進めていくため、都道府県を
中心とした広域連携の枠組みに学校DX戦略アドバイザー等も
参画した協議会を設置し、子供の学びのDXを実現する支持
基盤の構築に必要な費用の一部を補助

主な補助対象業務内容は以下のとおり
・ネットワークアセスメント
・学校の通信ネットワーク速度の改善
・次世代校務DX環境の全国的な整備
・学校DXのための基盤構築等

１/３

負　　担　　割　　合

補　助　基　準　等 　根 拠 法 令 等 備　考
国 県 市町村

補助率
主
管
課

主
管
省

補 助 金 等 の 名 称

直  接
間  接
県  単
の区分

補 助 対 象 事 業 の 内 容

(庁)
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義務教育諸学校等の
施設費の国庫負担等
に関する法律

 学校施設環境改善交付金 直接

（次ページへつづく）

地震防災対策事業（改築） 1/2 1/2 1/2 地震対策緊急整備事業計画に基づく公立小
中学校、義務教育学校、中等教育学校（前
期課程）における校舎の危険改築

義務教育諸学校等の
施設費の国庫負担等
に関する法律

大規模地震対策特別
措置法

地震防災対策強化地
域における地震対策緊
急整備事業に係る国の
財政上の特別措置に
関する法律

（次ページへつづく）

1/2 未保有校の解消
不足面積の解消

義務教育諸学校等の
施設費の国庫負担等
に関する法律

2/3

4.5/10

1/2

公立幼稚園（幼稚園型認定こども園を除く）、
小学校、中学校、義務教育学校、中等教育
学校の前期課程の危険建物（木造の建物に
ついては耐力度5，500点以下、鉄筋コンク
リート造、鉄骨造、補強コンクリートブロック
造等の建物については耐力度4,500点以下）
の改築

義務教育諸学校等の
施設費の国庫負担等
に関する法律

<過><山>の対
象は小学校、中
学校及び中等
教育学校の前
期課程に限る。
<山>は財政力
指数（直近3年
平均）0.40未満
※学校施設以
外の公共施設と
の複合化・集約
化を図る整備

不適格建物の改築事業 1/3

<過>
<山>

5.5/10

※1/2

1/3

5.5/10

1/2

2/3

4.5/10

1/2

公立幼稚園（幼稚園型認定こども園を除く）、
小学校、中学校、義務教育学校、中等教育
学校の前期課程の不適格建物（教育を行う
のに著しく不適当な建物）の改築

危険建物の改築事業 1/3

<過>
<山>

 5.5/10

※1/2

1/3

5.5/10

1/2

<過><山>の対
象は小学校、中
学校及び中等
教育学校の前
期課程に限る。
<山>は財政力
指数（直近3年
平均）0.40未満
※学校施設以
外の公共施設と
の複合化・集約
化を図る整備

1/2 1/2 不足教室の解消 義務教育諸学校等の
施設費の国庫負担等
に関する法律

学
　
　
　
校
　
　
　
施
　
　
　
設
　
　
　
課

文
　
　
　
部
　
　
　
科
　
　
　
学
　
　
　
省

公立学校施設整備費負担金 直接 公立小中学校・義務教育学校校舎の新増築事業 1/2

公立小中学校・義務教育学校屋内運動場の新増築事業 1/2

公立小中学校・義務教育学校の統合校舎等の新増築事業 1/2

<過>
5.5/10

1/2

5.5/10

1/2

4.5/10

統合に伴い必要な校舎又は屋内運動場の
確保

義務教育諸学校等の
施設費の国庫負担等
に関する法律

1/2

負　　担　　割　　合

補　助　基　準　等 　根 拠 法 令 等 備　考
国 県 市町村

主
管
課

主
管
省

補 助 金 等 の 名 称

直  接
間  接
県  単
の区分

補 助 対 象 事 業 の 内 容 補助率

(庁)
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負　　担　　割　　合

補　助　基　準　等 　根 拠 法 令 等 備　考
国 県 市町村

主
管
課

主
管
省

補 助 金 等 の 名 称

直  接
間  接
県  単
の区分

補 助 対 象 事 業 の 内 容 補助率

(庁)

地震防災緊急事業五箇年計画に基づく公立
幼稚園（幼稚園型認定こども園を除く）、小中
学校、義務教育学校、中等教育学校（前期
課程）の校舎、屋内運動場及び寄宿舎のう
ち、以下に該当するものの補強
・Ｉｓ値0.30未満又はq値0.50未満の鉄筋コン
クリート造、鉄骨造及び鉄骨鉄筋コンクリート
造の建物
・その他文部科学大臣が認めるもの

義務教育諸学校等の
施設費の国庫負担等
に関する法律

地震防災対策特別措
置法

（次ページへつづく）

義務教育諸学校等の
施設費の国庫負担等
に関する法律

大規模地震対策特別
措置法

地震防災対策強化地
域における地震対策緊
急整備事業に係る国の
財政上の特別措置に
関する法律

※S53～S55平
均財政力指数
0．5以下の市町
村が設置するも
の又は文部科
学大臣の定める
基準（Ｉs値0．3未
満又はq値0.50
未満）のものの
補強

1/2 1/2 1/2 地震防災緊急事業五箇年計画に基づく公立
小中学校、義務教育学校、中等教育学校
（前期課程）における非木造校舎及び非木
造屋内運動場の補強
・Ｉｓ値0.30以上0.7未満又はq値0.50以上1.0
未満の鉄筋コンクリート造、鉄骨造及び鉄骨
鉄筋コンクリート造の建物

義務教育諸学校等の
施設費の国庫負担等
に関する法律

地震防災対策特別措
置法

学
　
　
　
校
　
　
　
施
　
　
　
設
　
　
　
課

文
　
　
　
部
　
　
　
科
　
　
　
学
　
　
　
省

（前ページつづき） （前ページつづき） 1/2 1/2

2/3 2/3

1/2 地震防災緊急事業五箇年計画に基づく公立
幼稚園（幼稚園型認定こども園を除く）、小中
学校、義務教育学校、中等教育学校（前期
課程）の不適格改築のうち、以下に該当する
もの
・Ｉｓ値0.30未満又はq値0.50未満の鉄筋コン
クリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造の建物
のうち、コンクリート強度が 10.0N/m㎡未満
であるもの
・Ｉｓ値0.30未満又はq値0.50未満の非木造建
物及びIw値0.70未満の木造建物のうち、技
術上補強を行うことが困難であると文部科学
大臣が認める場合

義務教育諸学校等の
施設費の国庫負担等
に関する法律

地震防災対策特別措
置法

地震防災対策事業（補強） 1/2

※2/3

1/2

2/3

1/2

1/3

地震対策緊急整備事業計画に基づく公立小
中学校、義務教育学校、中等教育学校（前
期課程）における非木造校舎の補強

1/3
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負　　担　　割　　合

補　助　基　準　等 　根 拠 法 令 等 備　考
国 県 市町村

主
管
課

主
管
省

補 助 金 等 の 名 称

直  接
間  接
県  単
の区分

補 助 対 象 事 業 の 内 容 補助率

(庁)

2/3

1/2

5/7

学
　
　
　
校
　
　
　
施
　
　
　
設
　
　
　
課

文
　
　
　
部
　
　
　
科
　
　
　
学
　
　
　
省

公立小学校、中学校、義務教育学校、中等
教育学校の前期課程の建物の大規模改造
工事（質的整備）
・教育内容及び方法の多様化に適合させる
ための内部改造工事（下限額400万円）
・法令等に適合させるための工事(下限額
400万円)
・空調設置工事(下限額400万円）
・バリアフリー化等施設整備工事(下限額400
万円)
・防犯対策施設整備(下限額400万円)
公立幼稚園（幼稚園型認定こども園を除く）
の建物の大規模改造工事(質的整備)
・教育内容及び方法の多様化に適合させる
ための内部改造工事等(下限額400万円)
・防犯対策施設整備(下限額400万円)

義務教育諸学校等の
施設費の国庫負担等
に関する法律

※特別支援学
校の教室不足
解消のための内
部改造工事、屋
内運動場への
空調新設工事、
建物の保有面
積が2,000㎡以
上の学校におけ
るバリアフリー
化等施設整備
工事

（次ページへつづく）

2/3

1/2

・長寿命化事業
公立幼稚園（幼稚園型認定こども園を除く）、
小学校、中学校、義務教育学校、中等教育
学校の前期課程の築後40年以上経過した
建物を長寿命化改良する全面的な改修工事
下限額１校あたり7,000万円　（小規模校
1,000万円、幼稚園400万円）

・予防改修事業
公立幼稚園（幼稚園型認定こども園を除く）、
小学校、中学校、義務教育学校、中等教育
学校の前期課程の築後20年以上40年未満
である建物の長寿命化を図るための予防的
な改修工事
上限額１校あたり1億円
下限額１校あたり3,000万円
（小規模校1,000万円、幼稚園400万円）

義務教育諸学校等の
施設費の国庫負担等
に関する法律

平成27年度まで
に耐力度調査を
実施した危険建
物は長寿命化
事業の対象
※学校施設以
外の公共施設と
の複合化・集約
化を図る整備

（前ページつづき） 長寿命化改良事業 1/3

※1/2

1/3

1/2

大規模改造（質的整備）事業 1/3

※1/2

財政力指
数（直近3
年平均）
1.00超の
市町村

2/7

1/3

1/2

2/7
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負　　担　　割　　合

補　助　基　準　等 　根 拠 法 令 等 備　考
国 県 市町村

主
管
課

主
管
省

補 助 金 等 の 名 称

直  接
間  接
県  単
の区分

補 助 対 象 事 業 の 内 容 補助率

(庁)

公立小学校、中学校、義務教育学校、中等
教育学校の前期課程の屋外教育環境施設
（グラウンド）の整備

公立の幼稚園（幼稚園型認定こども園を除
く）の屋外教育環境施設（屋外運動広場）の
整備

下限額1校あたり1,000万円
上限額1校あたり6,000万円

義務教育諸学校等の
施設費の国庫負担等
に関する法律

令和１１年度ま
で

へき地教職員住宅等の新増築事業 1/2

<過>
5.5/10

1/2

5.5/10

1/2

4.5/10

へき地教職員住宅、へき地集会室（体育、音
楽等の学校教育及び社会教育用の施設）の
確保
へき地児童生徒用の寄宿舎の確保
（公立小学校、中学校、義務教育学校、中等
教育学校の前期課程が対象）

義務教育諸学校等の
施設費の国庫負担等
に関する法律

へき地教育振興法

<過>の対象は
事業を行う年度
の10年前までに
統合した学校に
係る教員住宅、
寄宿舎に限る。

公立小学校、中学校、義務教育学校の学校
統合（条例等で定められたものに限る）に伴
い、既存施設（廃校等の未活用施設を含む）
を統合校舎等として使用するために必要な
改修工事
・長寿命化改良事業
　長寿命化改良事業の基準等による
・建物全体の改修事業（長寿命化改良事業
を除く）
　大規模改造（質的整備）事業の基準等によ
る
・上記以外の既存施設の改修事業
　下限額400万円、上限額2億円（学校単位）

義務教育諸学校等の
施設費の国庫負担等
に関する法律

学びの多様化学校又は夜間中学校の用に供する既存施設の
改修

1/2 1/2 1/2 対象学校種：小学校、中学校、義務教育学
校、中等教育学校（前期課程）
工事内容：余裕教室や廃校等の既存施設を
学びの多様化学校や夜間中学校の用に供
するように改修し、不登校児童生徒の学習
環境等を改善する工事。

１校当たり400万円以上の事業を対象とす
る。なお、2箇年以上の工事については、施
設整備計画に計上している工事全体の実工
事費に対して適用する。

義務教育諸学校等の
施設費の国庫負担等
に関する法律

国庫補助時限
令和９年度まで学

　
　
　
校
　
　
　
施
　
　
　
設
　
　
　
課

文
　
　
　
部
　
　
　
科
　
　
　
学
　
　
　
省

（前ページつづき） 学校統合改修事業 1/2

<過>
 5.5/10

1/2

5.5/10

（次ページへつづく）

1/2

4.5/10

屋外教育環境整備事業 1/3 1/3 2/3
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負　　担　　割　　合

補　助　基　準　等 　根 拠 法 令 等 備　考
国 県 市町村

主
管
課

主
管
省

補 助 金 等 の 名 称

直  接
間  接
県  単
の区分

補 助 対 象 事 業 の 内 容 補助率

(庁)

学
　
　
　
校
　
　
　
施
　
　
　
設
　
　
　
課

文
　
　
　
部
　
　
　
科
　
　
　
学
　
　
　
省

1/31/3学校建物の公害防止工事事業

義務教育諸学校等の
施設費の国庫負担等
に関する法律

自家発電設備
の整備は、避難
所指定校に限
る。

太陽光発電等整備事業 1/2 1/2 1/2 公立幼稚園（幼稚園型認定こども園を除く）、
小学校、中学校、義務教育学校、中等教育
学校の前期課程、高等学校及び中等教育学
校の後期課程の産業教育のための実験実
習施設、共同調理場の太陽光発電、風力発
電、太陽熱利用、蓄電池、地中熱利用設
備、雪氷熱利用設備、小水力発電設備の整
備のために必要となる工事一式、その他関
連工事
太陽光発電等の設置に当たっては、原則、
自立運転機能など防災機能を付加

下限額　１校あたり 400万円
蓄電池は上限額  1,000万円

義務教育諸学校等の
施設費の国庫負担等
に関する法律

蓄電池を単独で
整備する場合
は、太陽光発電
設置校に限る。

防災機能強化事業 1/3 1/3 2/3 公立幼稚園（幼稚園型認定こども園を除く）、
小学校、中学校、義務教育学校、高等学
校、中等教育学校の防災機能を強化するた
めの工事等（ただし、高等学校、中等教育学
校の後期課程にあっては、屋外防災施設の
整備に限る）

下限額1校あたり 400万円
上限額1校あたり 2億円
（自家発電設備の整備は、下限額は設置者
単位で「200万円×設置校数」、上限額は１
校あたり500万円）

2/3 公害の被害校の建物で教育環境上著しく不
適当なものの改築及び騒音、大気汚染など
の公害防止工事
（公立幼稚園（幼稚園型認定こども園を除
く）、小学校、中学校、義務教育学校、高等
学校、中等教育学校が対象）

義務教育諸学校等の
施設費の国庫負担等
に関する法律

公害の防止に関する事
業に係る国の財政上の
特別措置に関する法律

産業教育施設整備事業 1/3 1/3 2/3 高等学校、中等教育学校の後期課程の産
業教育のための実験実習施設の整備

義務教育諸学校等の
施設費の国庫負担等
に関する法律

小学校、中学校、義務教育学校、中等教育
学校の前期課程及び特別支援学校（いずれ
も避難所指定校に限る。）の屋内運動場に
おける空調設備の新設及びその関連工事に
要する経費

下限額1校あたり 400万円
上限額1校あたり
　EHPの場合1億1,000万円
　GHPの場合1億4,000万円

義務教育諸学校等の
施設費の国庫負担等
に関する法律

令和15年度まで

幼稚園園舎の新増築事業 1/3 1/3

（前ページつづき） 屋内運動場の空調設備整備事業 1/2 1/2 1/2

2/3 公立幼稚園（幼稚園型認定こども園を除く）
の園舎の確保（公立幼稚園の学級定員の引
下げに伴う園舎の増築を含む）

義務教育諸学校等の
施設費の国庫負担等
に関する法律
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負　　担　　割　　合

補　助　基　準　等 　根 拠 法 令 等 備　考
国 県 市町村

主
管
課

主
管
省

補 助 金 等 の 名 称

直  接
間  接
県  単
の区分

補 助 対 象 事 業 の 内 容 補助率

(庁)

へき地教育振興法
へき地児童生徒援助費
等補助金交付要綱

②スクールバス・ボート購入費
学校間の移動の用に供するスクールバス・ボートを購入する
事業

1/2 1/2 1/2 補助限度額
①1台（隻）あたり
390万円

へき地教育振興法
へき地児童生徒援助費
等補助金交付要綱

1/2 1/2 へき地教育振興法
へき地児童生徒援助費
等補助金交付要綱

へき地児童生徒援助費等補助金 直接

（３）学校間移動費
①学校間運行委託費
学校間の移動の用に供するためのバス会社等とのスクール
バス・ボートの運行（航）委託契約に基づく委託料を負担する
事業

1/2 1/2 1/2 へき地教育振興法
へき地児童生徒援助費
等補助金交付要綱

②寄宿舎居住費
公立の小・中学校及び義務教育学校（中等教育学校の前期
課程を含む）に寄宿舎を設置し、これにへき地学校等の児童
生徒を入舎させ、該当児童・生徒の保護者が支弁することとな
る寄宿舎居住に要する食費、日用品費及び寝具費を市町村
が徴収を免除する事業

1/2 1/2 1/2 ②1人あたり
食費等日額
1,409円27銭
寝具類
5,500円

1/2 補助限度額
①1台（隻）あたり
390万円

へき地教育振興法
へき地児童生徒援助費
等補助金交付要綱

②寄宿舎設備整備費
地方公共団体がへき地学校等に設置する通年制の寄宿舎に
整備する設備の購入事業

1/2 1/2

（1）スクールバス・ボート等購入費
①スクールバス・ボート購入費
へき地学校、学校統合（小学校及び中学校を廃止し、義務教
育学校を設立する場合を含む）及び過疎地域等におけるバス
路線、ボートの運行（航）の廃止（バス・ボートの運行（航）の休
止、通学時間帯における運行（航）回数の減少及び運行（航）
の休廃止を含む）による遠距離児童・生徒の通学条件の緩和
を図るために運行（航）するスクールバス・ボートの購入事業

1/2 1/2

1/2 ②1舎あたり
新設寄宿舎　　30万8千円
既設寄宿舎　　15万4千円

へき地教育振興法
へき地児童生徒援助費
等補助金交付要綱

2/3 1/3 ○建物新築又は補修
○工作物新設又は補修
○土地・校地復旧工事
○設備費・設備・備品の購入又は修理
○応急仮設校舎等の設置又は工事

公立学校施設災害復
旧費国庫負担法

公立諸学校建物其他
災害復旧費補助金交
付要綱

学
　
　
　
校
　
　
　
施
　
　
　
設
　
　
　
課

文
　
　
　
部
　
　
　
科
　
　
　
学
　
　
　
省

公立諸学校建物其他災害復旧費負
担（補助）金

直接 公立学校施設災害復旧事業 2/3

理科教育設備整備費等補助金 直接 小・中学校、義務教育学校及び高等学校における理科・算数
及び数学に関する教育のための設備を整備するために必要
な経費の一部を補助する。

1/2

（2）遠距離通学費等
①遠距離通学費
学校統合の行われた年度又はその翌年度から引き続き通学
費を負担することとした当該統合に係る小学校、中学校又は
義務教育学校の遠距離通学児童・生徒の通学に要する交通
費を負担する事業

1/2

1/2 1/2 理科設備
算数・数学設備

理科教育振興法
理科教育設備整備費
等補助金交付要綱
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3/9 主として教員の負担を軽減するため、市
町村（市町村の一部事務組合含む）が行
う教員の業務補助にあたる専門スタッフ
を公立小中学校に配置する事業

スクール・サポート・ス
タッフ配置事業費補助
金交付要綱

スクール・サポート・スタッフ配置事業
費補助金

間接 教員の負担を軽減するため、市町村等が行う教員の業務補
助にあたる専門スタッフの配置事業に対し補助する。

2/3 2/9 4/9

4/9 3/9 主として児童生徒の学力向上に資するこ
とを目的として、市町村（市町村の一部
事務組合含む）が、退職教員など多様な
地域人材を学力向上支援スタッフとし
て、公立小中学校に配置する事業

学力向上支援スタッフ
配置事業費補助金交
付要綱

学力向上支援スタッフ配置事業費補
助金

間接 児童生徒の学力向上を図るため、市町村等が行う教員の学
習指導、児童生徒への全体指導や個別指導等を担う専門ス
タッフの配置事業に対し補助する。

2/3 2/9

1/2

1/2

1/2

1/2

（１）市町村等が、当該市町村に住所を
有する児童生徒若しくは就学予定者の
保護者で、要保護者であるものに対し
て、学用品費等を支給する事業

（2）市町村等が、当該市町村の区域内
の小・中学校に就学する学校教育法施
行令第２２条の３に規定する障害の程度
に該当する児童生徒の保護者又は特別
支援学級に就学する児童生徒の保護者
に対し、その保護者の世帯の収入額及
び需要額の区分に応じ、学校給食費等
の就学のために必要な経費を支給する
事業

就学困難な児童及び生
徒に係る就学奨励につ
いての国の援助に関す
る法律
要保護児童生徒援助
費補助金及び特別支
援教育就学奨励費補
助金交付要綱

10/10 （1）被災児童生徒就学援助事業
東日本大震災により被災し、就学困難な
状況になった小・中学校に在籍する児童
生徒又は就学予定者の保護者等に対し
て、市町村が実施する児童生徒就学援
助事業

（2）被災児童生徒等特別支援教育就学
奨励事業
東日本大震災により被災し、就学支援が
必要となった児童生徒の保護者等に対し
て、市町村が実施する特別支援教育就
学奨励事業

山梨県被災児童生徒
就学支援事業費補助
金交付要綱

1/2

1/2

山梨県被災児童生徒就学支援事業
費補助金

間接 東日本大震災により被災し、小中学校への就学が困難となっ
た児童生徒等の保護者等に対して、市町村等が実施する就
学支援事業に対し補助する。

10/10

補　助　基　準　等 　根 拠 法 令 等 備　考
国 県 市町村

文
部
科
学
省
・
県

義
　
　
務
　
　
教
　
　
育
　
　
課

負　　担　　割　　合
主
管
課

主
管
省

補 助 金 等 の 名 称

直  接
間  接
県  単
の区分

補 助 対 象 事 業 の 内 容 補助率

(庁)

文
　
部
　
科
　
学
　
省

要保護児童生徒援助費補助金及び
特別支援教育就学奨励費補助金

直接 （1）市町村等が経済的理由によって、就学困難と認められる
児童生徒若しくは就学予定者の保護者に対して、必要な援助
を与えた場合、その経費の一部を補助する。

（2）市町村等が、小・中学校に就学する学校教育法施行令第
２２条の３に規定する障害の程度に該当する児童生徒の保護
者又は特別支援学級に就学する児童生徒の保護者の経済的
負担を軽減するため、その負担能力の程度に応じ、就学のた
めに必要な援助を与えた場合、その経費の一部を補助する。
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補　助　基　準　等 　根 拠 法 令 等 備　考
国 県 市町村

負　　担　　割　　合
主
管
課

主
管
省

補 助 金 等 の 名 称

直  接
間  接
県  単
の区分

補 助 対 象 事 業 の 内 容 補助率

(庁)

一般枠
1/3

特別枠
1/6

AI特別枠
1/6

市町村が実施する県の教育課題に対応
した事業や地域の強みを生かした事業
などの特色ある教育活動に対して補助
金を交付する事業

やまなし教育創造推進
事業費補助金交付要
綱

やまなし教育創造推進事業費補助金 県単 本県全体の教育の充実を図り 、地域の魅力向上に資するた
めに、県内の２５人学級導入の影響が及ばない市町村が、県
の教育課題に対応した事業や地域の強みを生かした事業な
どの特色ある事業を行う場合において、その経費の一部を補
助する。

一般枠
2/3

特別枠
5/6

AI特別枠
5/6

一般枠
2/3

特別枠
5/6

AI特別枠
5/6

3/9 主として、その学校マネジメント等に係る
業務を専門的に支援することを目的とし
て、市町村（市町村の一部事務組合を含
む。）が、退職教員、教育委員会勤務経
験者、民間企業等での事務経験者など
の人材 を、教頭 マネジメント支援員 とし
て、管下の小中学校に配置する事業

教頭マネジメント支援
員配置事業費補助金
交付要綱

文化芸術振興費補助金（文化部活動
の地域展開等推進事業）

文化庁

間接 中学校の文化部活動の質を確保しながら、指導に当たる教員
の負担軽減を目的に、退職教員などの多様な地域人材を部
活動指導員（会計年度任用職員）として任用し、公立中学校に
配置する支援事業に対し補助する。

 2/3  1/3  1/3  1/3 報酬、旅費 文化芸術振興費補助
金（中学校における部
活動指導員の配置支
援事業）交付要綱
中学校における部活動
指導員の配置支援事
業実施要領

R5より保健体育
課から移管
R8より令和８年
度文化芸術振
興費補助金（文
化部活動の地
域展開等推進
事業）の一部と
して実施。

教頭マネジメント支援員配置事業費
補助金

間接 学校マネジメント等に係る業務を専門的に支援するため、市
町村等が行う教頭の学校マネジメント等に係る業務を支援す
る専門スタッフの配置事業に対し補助する。

2/3 2/9 4/9

文
部
科
学
省
・
県

義
　
　
務
　
　
教
　
　
育
　
　
課
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都道府県の外国籍生徒等への支給に要す
る費用に相当する額
　　全日制：月額9,900円
　　定時制：月額2,656円
　　通信制：月額　490円

高等学校等修学支援
事業費補助金（外国籍
生徒等への支援）交付
要綱

<新>高等学校等修学支援事業費補
助金（外国籍生徒等への支援）

間接 高等学校等就学支援金制度の支給対象外となった外国籍生
徒に対し、支援金（就学支援金相当額）を支給する。

国が定め
る算式及

び率

3/4 1/4

3/4 1/4 公立高等学校基礎授業料月額×12月×対
象生徒数
※対象者･･･日本国籍を有する者、特別永
住者、永住者等、日本人の配偶者等、永住
者の配偶者等、定住者のうち永住する意思
がある者、家族滞在のうち小学校及び中学
校を卒業した者であって、卒業後日本で就
労して定着する意思があると認められた者

高等学校等就学支援
金の支給に関する法律

3/4 1/4 都道府県の学び直し支援金の支給に要する
費用に相当する額
　　全日制：月額9,900円
　　定時制：月額2,656円
　　通信制：月額　490円

高等学校等修学支援
事業費補助金（学び直
しへの支援）交付要綱

高
　
校
　
教
　
育
　
課

文
　
部
　
科
　
学
　
省

高等学校等就学支援金交付金 間接 公立高等学校においては授業料を原則有償とするが、申請に
より要件を満たす生徒の授業料は無償とするため、地方公共
団体に対して授業料収入相当額を国が定める算式に基づき
交付する。

国が定め
る算式及

び率

高等学校等修学支援事業費補助金
（学び直しへの支援）

間接 高等学校等を中途退学した後に、再び高等学校等で学び直
す者に対して、都道府県が就学支援金の支給期間である３６
月（定時制・通信制は４８月）の経過後も、２４月を限度として、
高等学校等学び直し支援金（就学支援金相当額）を支給す
る。

国が定め
る算式及

び率

負　　担　　割　　合

補　助　基　準　等 　根 拠 法 令 等 備　考
国 県 市町村

補助率

(庁)

主
管
課

主
管
省

補 助 金 等 の 名 称

直  接
間  接
県  単
の区分

補 助 対 象 事 業 の 内 容
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直接

間接

県

フリースクール利用支援事業費補助
金

県単 不登校児童生徒家庭の経済的負担を軽減するために補助事
業者が行うフリースクール利用料を支援する事業

1/２

1/3 1/3 市町村等が小中学校に新規に配置する
校内教育支援センターの支援員にかか
る費用の1/3以内の額（千円未満切り捨
て）を国と県で補助、同一の学校に対す
る校内教育支援センター支援員の配置
に係る補助は、当該校における校内教
育支援センター支援員の配置から３年以
内のものに限る。

〇補助対象経費は、下記のとおりとす
る。
・報酬（ただし、会計年度任用職員に支
給するものに限る。）
・期末手当及び勤勉手当（ただし、会計
年度任用職員に支給するものに限る。）
・旅費
・交通費
・設備備品費※
・消耗品費※
・図書購入費※
・印刷製本費※
・通信運搬費※
・保険料
・委託費（ただし、※を付した経費に相当
するものに限る。）

教育支援体制整備事
業費補助金（いじめ対
策・不登校支援等総合
推進事業）交付要綱

校内教育支援センター
支援員配置事業実施
要領

１/２ 補助事業者が生活困窮・ひとり親・多子
世帯の小中学生が利用するフリースクー
ルの利用料に対する補助金として当該
児童生徒（在籍学校で指導要録上の出
席扱いを認めているフリースクールの利
用者に限る。）の保護者等へ支給した経
費
１人当たり月額15,000 円を上限。

フリースクール利用支
援事業費補助金交付
要綱

特
別
支
援
教
育
・
児
童
生
徒
支
援
課

文
 

部
 

科
 

学
 

省

教育支援体制整備事業費補助金（切
れ目ない支援体制整備充実事業）

特別な支援を必要とする子供への就学前から学齢期、社会参
加までの切れ目ない支援体制を整備するとともに、医療的ケ
アのための看護師や外部専門家を配置することにより、特別
支援教育の推進を図る。

1/3

文
 

部
 

科
 

学
 

省

<新>教育支援体制整備事業費補助
金（いじめ対策・不登校支援等総合
推進事業）

不登校から学校復帰する段階にある児童生徒や、不登校の
兆候がみられる児童生徒が、学校内で安心して学習するほ
か、相談支援を受けられるようにするため、校内教育支援セン
ターにおける環境の整備を行い、不登校を未然に防止すると
ともに、不登校児童生徒の登校復帰を支援する。

1/3

1/3

負　　担　　割　　合

補　助　基　準　等 　根 拠 法 令 等

1/3

2/3 （１）特別な支援を必要とする子供への就
学前から学齢期、社会参加までの切れ
目ない支援体制整備事業

（２）医療的ケアのための看護師配置事
業

（３）外部専門家配置事業

教育支援体制整備事
業費補助金（切れ目な
い支援体制整備充実
事業）交付要綱

備　考
国 県 市町村

主
管
課

主
管
省

補 助 金 等 の 名 称

直  接
間  接
県  単
の区分

補 助 対 象 事 業 の 内 容 補助率

(庁)
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1/3 市町村が実情に応じ実施する部活動の
地域展開・地域クラブ活動の推進にかか
る経費に対し、（1）～（3）の内容について
補助。
（1）地域クラブ活動の活動費等の補助
　　　対象経費:指導者謝金、
　　　　　　　　　 事務局人件費等
（2）経済的困窮世帯の生徒への支援
　　　対象経費:参加費、保険料
※（2）は国1/2、都道府県・市町村1/2
（3）推進体制の整備等
　　　対象経費:コーディネーター配置、
　　　　　　　　人材バンクの設置・運用等

新規補助金のため国
の要綱が確定次第、県
の要綱を策定予定

<新>部活動の地域展開・地域文化ク
ラブ活動推進事業費補助金
　　文化庁

間接 ・市町村に対して、中学校の部活動の地域展開・地域クラブ活
動の推進に係る経費を補助

2/3 1/3 1/3

1/3 1/3 1/3 （1）放課後子供教室運営費
　　上限：2,037千円×実施教室数
（2）運営委員会経費
　　上限：776千円
（3）コーディネーター経費
　　実施校区 上限：937千円×配置人数
　　未実施校区 上限：234千円×配置人
数
（4）放課後子供教室備品整備費
　　教室開設初年度
　　　上限：210千円×実施教室数
　　開設初年度「連携型」で実施
　　　上限：450千円×実施教室数
　　開設初年度「校内交流型」で実施
　　　上限：500千円×実施教室数
　　既存教室「連携型」で実施
　　　上限：210千円×実施教室数
　　既存教室「校内交流型」で実施
　　　上限：250千円×実施教室数

※市町村が地域の実情に応じて積算し、
文部科学大臣が認めた額

山梨県放課後子供教
室推進事業費補助金
交付要綱

1/3 1/3 1/3 （1）地域学校協働活動推進員等経費
　　上限：1,500円×時間×配置人数
（２）協働活動リーダー等経費
　　上限：1,480円×時間×配置人数

※市町村が地域の実情に応じて積算し、
文部科学大臣が認めた額

山梨県地域・学校の協
働体制の構築と強化事
業費補助金交付要綱

社
　
会
　
教
　
育
　
課

文
　
部
　
科
　
学
　
省

放課後子供教室推進事業費補助金 間接 放課後子ども総合プランの推進
・放課後子供教室を市町村が実施するために必要な経費に
対する補助
　（放課後児童健全育成事業費等補助金については総合県
民支援局子育て・次世代サポート課欄に掲載）

2/3

地域・学校の協働体制の構築と強化
事業費補助金

間接 地域学校協働活動の推進
・地域と学校の連携・協働による学校運営、地域住民が参画
した学習支援・体験活動や働き方改革に資する取組など多様
な活動に対する補助

2/3

負　　担　　割　　合

補　助　基　準　等 　根 拠 法 令 等 備　考
国 県 市町村

補助率

(庁)

主
管
課

主
管
省

補 助 金 等 の 名 称

直  接
間  接
県  単
の区分

補 助 対 象 事 業 の 内 容
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 学校施設環境改善交付金

別表B

3

・別表Aおよび別表Bにより算出した額の定額（1/2）を上限と
し、派遣費の1/2の額
・へき地学校心臓検診事業
市町村ごとの実施児童生徒に2,260円を乗じて得た額の1/3の
額を限度とし、補助対象経費の1/3の額

3 3 1 3 1

1

2

児童生徒数が100人未
満の学校

3人 1回 1 1 1

3 2 1 2 1

児童生徒数が200人以
上の学校

保
　
　
健
　
　
体
　
　
育
　
　
課

文
　
　
部
　
　
科
　
　
学
　
　
省

謝金

区分

児童生徒数が100人以
上200人未満の学校

へき地児童生徒援助費等補助金
（保健管理費）

直接 医師、歯科医師等の派遣

へき地学校心臓検診事業

1/2

1/3

1/2

1/3

46,000円

旅費 6,000円

1/2

2/3

派遣費
（謝金・旅費）

1/2

2/3

へき地児童生徒援助費
等補助金交付要綱
へき地教育振興法

別表A

区分 医師

回数

歯科医師 薬剤師

人員 回数人員 回数 人員

歯科医師 薬剤師

医師

46,000円 36,000円

6,000円 6,000円

（施設）
児童、生徒数に応じて定められている面積に
別に定める建築単価を乗じて得た額
（設備）
児童、生徒数に応じて別に定める金額
（解体・撤去費）
公共事業等に使用されている積算基準を参
考とし、事業箇所の実情に応じて算出

学校施設環境改善交
付金交付要綱
義務教育諸学校等の
施設費の国庫負担等
に関する法律

要保護児童生徒援助費補助金
（医療費等）

直接 経済的理由によって、就学困難と認められる児童、生徒に対
する就学援助

1/2 1/2

直接 学校給食の開始及び改善充実に必要な施設、設備の整備 新増築
1/2

改築
1/3

1/2

1/3

1/2 要保護児童生徒に対する医療費、学校
給食費
医療費　平均額 20,000円
給食費
（完全給食）
小学校　63,000円
中学校　69,000円
（補食給食）
小学校　50,000円
中学校　50,000円
（ミルク給食）
小学校　10,000円
中学校　10,000円

学校保健安全法
学校給食法
要保護児童生徒援助
費補助金及び特殊教
育就学奨励費補助金
交付要綱

負　　担　　割　　合

補　助　基　準　等 　根 拠 法 令 等 備　考
国 県 市町村

主
管
課

主
管
省

補 助 金 等 の 名 称

直  接
間  接
県  単
の区分

補 助 対 象 事 業 の 内 容 補助率

(庁)
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負　　担　　割　　合

補　助　基　準　等 　根 拠 法 令 等 備　考
国 県 市町村

主
管
課

主
管
省

補 助 金 等 の 名 称

直  接
間  接
県  単
の区分

補 助 対 象 事 業 の 内 容 補助率

(庁)

<新>地方スポーツ振興費補助金
（運動部活動の地域展開等推進事業
（休日の地域クラブ活動費等の支援、
地方公共団体の体制整備等、平日も
含めた地域展開等の加速化のため
の重点課題への対応及び中学校に
おける部活動指導員配置支援））

スポーツ庁

保
　
　
健
　
　
体
　
　
育
　
　
課

文
　
　
部
　
　
科
　
　
学
　
　
省

（次ページへつづく）

1/3 ① スクールガード・リーダーの巡回指導
経費
・スクールガード・リーダー巡回指導謝
金、保険料等
・スクールガード・リーダーの巡回指導回
数は、年間１００日程度の活動を原則と
する
② スクールガード養成講習会の開催経
費
・講師に対する謝金・旅費等
・スクールガードリーダー装備品
③ 子どもたちの見守り活動の実施
・スクールガード装備品、保険料等

地域ぐるみの学校安全体制整備推進
事業費補助金

間接 地域ぐるみでの効果的・継続的な子どもの安全確保に向けた
体制整備
（１）スクールガード・リーダーによる学校の巡回指導と評価等
の実施
（２）スクールガード養成講習会の開催
（３）子どもたちの見守り活動の実施

2/3 1/3 1/3

参加生徒数5人～12人で
指導者を1人以上配置

423千円 356千円 290千円 224千円

参加生徒数13人～26人で
指導者を2人以上配置

参加生徒数27人以上で指
導者を3人以上配置

673千円 550千円 427千円 305千円

月4回
程度活動

月3回
程度活動

月2回
程度活動

月1回
程度活動

参加生徒数及び
指導者配置人数

・地域ぐるみの学校安
全体制整備推進事業
費補助金交付要綱
・地域ぐるみの学校安
全体制整備推進事業
実施要領
・学校・家庭・地域連携
協力推進事業費補助
金交付要綱

576千円 475千円 373千円 227千円

休日の地域クラブ活動の実施に要する
経費
（人件費、謝金、旅費、通信運搬費等）

下表に定める補助単価と、休日の地域ク
ラブの活動費等の支援に要する経費か
ら参加費等の収入を控除した額とを比較
し、いずれか少ない方の額を１地域クラ
ブ活動当たりの補助基準額とする。

・地方スポーツ振興費
補助金（運動部活動の
地域展開等推進事業
（休日の地域クラブ活
動費等の支援、地方公
共団体の体制整備等、
平日も含めた地域展開
等の加速化のための
重点課題への対応及
び中学校における部活
動指導員配置支援））
交付要綱（案）
・地方スポーツ振興費
補助金（運動部活動の
地域展開等推進事業
（休日の地域クラブ活
動費等の支援、地方公
共団体の体制整備等、
平日も含めた地域展開
等の加速化のための
重点課題への対応及
び中学校における部活
動指導員配置支援））
実施要領（案）

間接 休日の地域クラブ活動費等の支援 2/3 1/3 1/3 1/3
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負　　担　　割　　合

補　助　基　準　等 　根 拠 法 令 等 備　考
国 県 市町村

主
管
課

主
管
省

補 助 金 等 の 名 称

直  接
間  接
県  単
の区分

補 助 対 象 事 業 の 内 容 補助率

(庁)

保

健

体

育

科

文

部

科

学

省

（前ページつづき） 間接 地方公共団体の体制整備等 2/3 1/3 1/3 1/3 地方公共団体の体制整備等の実施に要
する経費（人件費、謝金、旅費、通信運

搬費等）

平日も含めた地域展開等の加速化のた
めの重点課題への対応に要する経費
（人件費・謝金、旅費、通信運搬費等）

間接 中学校における部活動指導員の配置支援 2/3 1/3 1/3 1/3 ・報酬、旅費

間接 平日も含めた地域展開等の加速化のための重点課題への対
応

10/10 10/10
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国・県以外から市町村へ交付される補助金等

主
管
課

主
管
省

補 助 金 等 の 名 称

直  接
間  接
県  単
の区分

補 助 対 象 事 業 の 内 容 補助率

(庁)

負　　担　　割　　合

補　助　基　準　等 　根 拠 法 令 等 備　考
国 県 市町村

国
際
・
水
素
戦
略
推
進
課

一
般
財
団
法
人

自
治
総
合
セ
ン
タ
ー

地域国際化推進助成事業 直接 多文化共生、国際理解推進など地域レベルでの国際化の推
進に資する先導的かつ他の団体の模範となるソフト事業

10/10
以内

助成金額：上限２００万円
事業主体：市町村が認めるコミュニティ国
際交流組織

コミュニティ助成事業実
施要綱
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宝くじスポーツ
フェア実施要綱

10/10
以内

シンポジウム助成事業 直接

補 助 対 象 事 業 の 内 容 補助率

市

町

村

振

興

課

一
 

般
 

財
 

団
 

法
 

人
 
　
自
 

治
 

総
 

合
 
セ
 
ン
 
タ
 
ー

コミュニティ助成事業 直接 （1）一般コミュニティ助成事業
（2）コミュニティセンター助成事業
（3）青少年健全育成助成事業
（4）地域づくり助成事業
　（ア）共生の地域づくり助成事業
　（イ）活力ある地域づくり助成事業

負　　担　　割　　合

シンポジウムの事業を実施する者に助成を行うことにより、活気に満
ちた地域社会づくりの推進を図る事業

10/10
以内

直接 コミュニティ活動の一環として行われる地域環境及び地球環境に係る
保全活動・教育啓発の推進を図るための事業に助成を行うことによ
り、環境にやさしい地域づくりの推進を図る事業

10/10
以内

宝くじスポーツフェア実施事業 直接 野球・バレーボール・サッカーの“宝くじスポーツフェア”を実施し、青
少年の健全育成や、明るいまちづくりなどコミュニティ活動の充実・強
化を図ることにより、地域社会の健全な発展と住民福祉の向上に寄
与する事業

10/10
以内

環境保全促進助成事業

備　考
国 県 市町村

（1）100万円～250万円
（2）総事業費の3／5以内に相当する額で2,000
万円を限度とする
（3）30万円～100万円
（4）
　（ア）1,000万円まで、ただし、ソフト事業は500
万円まで
　（イ）200万円まで

コミュニティ助成
事業実施要綱

補　助　基　準　等 　根 拠 法 令 等

国・県以外から市町村へ交付される補助金等

主
管
課

主
管
省

補 助 金 等 の 名 称

直  接
間  接
県  単
の区分(庁)

シンポジウム（パネルディスカッション、基調講
演）と事例発表、展示会等。助成金：300万円を
上限

シンポジウム助
成事業実施要
綱

事業の実施に要する経費は、原則として一般財
団法人自治総合センターが負担するが、「会場
及び付帯施設、設備の提供と運営」「運営スタッ
フの提供」「参加者、出場者の募集と管理」「開
催告知及び集客」「選手等の送迎」「選手、ス
タッフの昼食等手配」に要する経費は開催地が
負担する。

都道府県、市（区）町村及び市町村が認めるコ
ミュニティ組織が行う地域環境及び地球環境に
係る保全活動・教育啓発の推進を図るためのソ
フト事業であって、各種イベント、交流会・発表
会及び指導者養成研修会等の事業を対象とす
る。
（１） 実施団体が都道府県、市(区)町村の場合
においては、1件あたり200万円を限度。
（２） 実施団体が市（区）町村が認めるコミュニ
ティ組織の場合においては、1件あたり100万円
を限度

環境保全促進
助成事業実施
要綱
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補 助 対 象 事 業 の 内 容 補助率

負　　担　　割　　合

備　考
国 県 市町村

補　助　基　準　等 　根 拠 法 令 等

国・県以外から市町村へ交付される補助金等

主
管
課

主
管
省

補 助 金 等 の 名 称

直  接
間  接
県  単
の区分(庁)
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移住・定住・交
流推進支援事
業実施要綱

地方創生に向け
て”がんばる地
域”応援事業実
施要綱

都市住民等の移住・定住・交流の推進や住民同
士の交流を推進することにより、地域を活性化
する事業
ア　一般事業　2,000千円を上限

スポーツ拠点づくり推進事業 直接 全国各地に、青少年があこがれ、目標とするスポーツ毎の拠点を形
成し、スポーツの振興と地域の再生を推進することを目的に、小・中・
高校生が参加する全国大会を継続的に開催しようとする市町村の事
業

10/10
以内

移住・定住・交流推進支援事
業

直接 地方が都市住民等を受け入れる移住や定住の促進、交流人口の増
加等につながる地域交流の推進により、地域を活性化することを目
的として、地域団体等が、自主的・主体的に実施する移住・定住・交
流を推進する事業に対する支援

10/10
以内

地方創生アドバイザー事業 直接 地域社会の活性化を図ることを目的として、地方創生に向けて適切
な助言を行う各分野の専門家を招聘して実施する自主的、主体的、
継続的な地域づくり活動に対する助成

10/10
以内

地方創生に向けて”がんばる
地域”応援事業

直接 「地方創生」にあたり、市町村または地域団体等が自主的・主体的に
実施する自治体・地域・集落の消滅可能性の危機打開等に向けた事
業に対する支援
ア　地方創生人材育成伴走型支援事業
　地方創生及び地域づくりの推進に貢献できる人材を育成するため
の具体的な実行計画を策定し、人材を育成する事業
イ　地域経済循環分析事業
　経済の循環構造に係る分析を行い、地域経済の活性化に向けた施
策の方向性案を検討する事業
ウ　一般事業
　次に掲げる要素を含む事業
（１）集落の維持活性化、地域の経済循環の創造
（２）子ども・女性・若者・シニア等が活躍する地域づくり
（３）食料・エネルギーの地産地消等、支え合いの仕組みづくり
（４）地方創生に向けた地域ぐるみの取組

10/10
以内

1～7年目については毎年400万円、8年目は350
万円、9年目は300万円、10年目は250万円を上
限額とする。
（ただし、承認スポーツ大会の継続開催に必要
な備品購入等の初期費用が含まれる場合に
は、1年目に限り800万円を上限額とする。）
助成期間（大会開催継続期間）：10年間を限度
とする。

スポーツ拠点づ
くり推進事業実
施要綱

現在、新規の募
集はしていな
い。（すでに助成
を受けている事
業が継続する場
合のみ対象とす
る）

市町村等の助成対象団体が地域活性化を推進
するために実施する事業で、テーマに具体性が
あるもの

助成金： 講師報償費、交通費及び宿泊費で、1
事業あたり総額で20万円を上限

将来的な地域の消滅可能性危機を回避するこ
とを目的に、自治体や地域団体等が住民ととも
に実施する事業に対する助成

ア　150万円を上限
イ　200万円を上限
ウ　150万円を上限

地方創生アドバ
イザ一事業実施
要綱
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日
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災
協
会

女性（婦人）防火クラブ員救急講習会
事業

直接 女性（婦人）防火クラブ員（おおむね１００人）を対象とする
講習会の実施

 講習会の内容
　　①救急車が現場到着までに必要な応急処置（心肺蘇生法
及び大出血時の止血法）
　　②自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の使用法

10/10
以内

【物件交付等】
　心肺蘇生人体モデル
　自動体外式除細動器（AED）トレー
  ナー
　気道確保指導モデル
　講習用消耗品
　配付資料等

【経費助成】
　講師謝金　　　 ９０，０００円（上限）
　会場借上料　　３０，０００円（上限）
　看板製作費　　１０，０００円（上限）
　昼食代　　　　　７５，０００円（上限）
　その他必要な経費については、その都
度協議

女性防火クラブ員救急
講習会事業実施要綱
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コミュニティ助成事業
　○地域防災組織育成助成事業

直接 ア   一定地域の住民が当該地域を災害から守るために自主
的に結成した組織又はその連合体が行う地域の防災活動に
直接必要な設備等(建築物、消耗品は除く)の整備に関する事
業

イ　 地域防災のリーダーである消防団の装備の拡充を図ると
ともに、 消防団の活動に対し地域住民から積極的な協力を得
るために必要となる設備等(建築物、消耗品は除く)の整備に
関する事業

ウ   女性防火クラブなど主に家庭における初期消火活動、救
出救護活動及び防火思想の高揚等に必要となる資器材等の
整備に関する事業

エ   幼年消防クラブの育成及び防火思想の普及啓発に必要
となる資器材等の整備に関する事業

オ   女性消防隊が初期消火活動を行うために必要となるD－
１級軽可搬消防ポンプ等及び予防活動、応急救護普及活動
に必要な資器材の整備に関する事業

カ   将来の地域防災を担う人材の育成に資するため、少年消
防クラブの消防防災実践活動に必要な資器材の整備に関す
る事業

10/10
以内

【事業実施主体】
　ア　市町村又は市町村が認める自
　　　主防災組織
　イ　消防団を有する市町村
　ウ　市町村及び一部事務組合
　エ　市町村及び一部事務組合
　オ　女性消防隊を有する市町村
　カ　少年消防クラブを有する市町村

【助成金】
　１件につき以下の金額で１０万円単位
　ア　３０万円から２００万円まで
　イ　５０万円から１００万円まで
　ウ　１００万円（上限）
　　　　防火防災訓練用資器材の整備
       は６０万円（上限）
　エ　４０万円（上限）
　オ　１００万円（上限）
　カ　１００万円（上限）

コミュニティ助成事業実
施要綱

負　　担　　割　　合

補　助　基　準　等 　根 拠 法 令 等 備　考
国 県 市町村

国・県以外から市町村へ交付される補助金等

主
管
課

主
管
省

補 助 金 等 の 名 称

直  接
間  接
県  単
の区分

補 助 対 象 事 業 の 内 容 補助率

(庁)
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負　　担　　割　　合

補　助　基　準　等 　根 拠 法 令 等 備　考
国 県 市町村

国・県以外から市町村へ交付される補助金等

主
管
課

主
管
省

補 助 金 等 の 名 称

直  接
間  接
県  単
の区分

補 助 対 象 事 業 の 内 容 補助率

(庁)
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等
公
務
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害
補
償
等
共
催
基
金

消防団員安全装備品整備事業助成
金

直接 消防団員の活動に係る安全装備品の整備、健康診断の実施
等の事業
　・安全帽
　・救助用半長靴
　・防火服
　・防火帽
　・防火用長靴
　・防火手袋
　・耐切創性手袋
　・反射チョッキ
　・防寒衣
　・携帯用投光器
　・救命胴衣
　・雨衣上下
　・防塵メガネ
　・防塵マスク
　・投光器
　・発電機
　・無線機器
　・血圧計
　・その他基金理事長が特に認めるもの

10/10
以内

【事業実施主体】
　基金と消防団員等公務災害補償責任
　共済契約関係にある以下に掲げるもの
　　・市町村
　　・消防補償等事務組合
　　・一部事務組合消防本部
　　・水防事務組合

【助成金】
　　・原則として整備等事業に要する経
　　 費の全額

消防団員安全装備品
整備等助成事業実施
要領
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負　　担　　割　　合

補　助　基　準　等 　根 拠 法 令 等 備　考
国 県 市町村

国・県以外から市町村へ交付される補助金等

主
管
課

主
管
省

補 助 金 等 の 名 称

直  接
間  接
県  単
の区分

補 助 対 象 事 業 の 内 容 補助率

(庁)

助成金額：上限500万円
事業主体：市町村、広域連合、一部事務
組合、指定管理者、特定公益法人、実行
委員会

コミュニティ助成事業実
施要綱
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コミュニティ助成事業
（地域の芸術環境づくり助成事業）

直接 企画制作能力の向上及び公立文化施設の利活用の推進等を
図るため、自ら企画・制作する音楽、演劇、ダンス、古典芸
能、美術分野などの文化・芸術事業のうち、「地域交流プログ
ラム」を伴うソフト事業

2/3
以内

一
般
財
団
法
人
地
域
創
造

地域の文化・芸術活動助成事業
（創造プログラム・一般分）

直接 地方公共団体等の自主事業の企画制作能力の向上及び公
立文化施設の利活用の推進等を図るため、地域の活性化に
寄与する長期的展望を有して発展的・継続的に実施し、他の
地域の参考となるような顕著な工夫が認められる公演、展覧
会事業

地域の文化・芸術活動助成事業
（連携プログラム）

直接 地方公共団体等の自主事業の企画制作能力の向上及び公
立文化施設の利活用の推進等を図るため、単独では実施で
きず、経費削減など連携することにより初めて実施できるもの
で、本プログラムのために新たに自ら企画し、３以上の地方公
共団体等が連携して、共同で制作する公演・展覧会のうち「地
域交流プログラム」を伴う事業

2/3
以内

助成金額：上限500万円
※連携する事業全体で3,000万円
※連絡調整事業　100万円／年
　　（代表する１団体のみ）
事業主体：都道府県、市町村、指定管理
者、一般指定管理者、特定公益法人、実
行委員会

地域の文化・芸術活動
助成事業
連携プログラム助成要
綱

1/2
以内

助成金額：上限1000万円
事業主体：都道府県、市町村、指定管理
者、一般指定管理者、特定公益法人、実
行委員会

地域の文化・芸術活動
助成事業
創造プログラム助成要
綱

地域の文化・芸術活動助成事業
（公立文化施設活性化計画プログラ
ム）

直接 公立文化施設の利活用の推進等を図るため、地域において
果たすべき公立文化施設の役割と、それを実現するための方
策を登載した計画を策定する事業

2/3
以内

助成金額：上限200万円
事業主体：都道府県、市町村、指定管理
者、一般指定管理者、特定公益法人

地域の文化・芸術活動
助成事業
公立文化施設活性化計
画プログラム助成要綱

地域の文化・芸術活動助成事業
（研修プログラム）

直接 地方公共団体等の自主事業の企画制作能力の向上および公
立文化施設の利活用の推進等を図るため、公立文化施設等
の企画・運営に携わる者及び「地域文化コーディネーター」な
ど地域の文化・芸術活動を担う者のスキルの向上、ノウハウ
の習得などを目指す、地方公共団体等が自ら主体的に企画・
実施する実践的な人材育成事業

2/3
以内

助成金額：上限200万円
事業主体：都道府県、市町村、指定管理
者、一般指定管理者、特定公益法人、実
行委員会

地域の文化・芸術活動
助成事業
研修プログラム助成要
綱

地域伝統芸能等保存事業
（映像記録保存事業）

直接 地域住民のふるさとづくりへの取組や、地方公共団体の文化
を通じた地域づくりの向上に寄与することを目的に、市区町村
が実施する、各地域の失われつつあり、かつ、記録に残され
ていない地域固有の伝統芸能等（伝統芸能、伝統技能、祭
り、伝説、神話、民話、習俗等）を記録・保存する事業

2/3
以内

助成金額：上限200万円
事業主体：市町村

地域伝統芸能等保存
事業
映像記録保存事業助
成要綱

119 ページ



負　　担　　割　　合

補　助　基　準　等 　根 拠 法 令 等 備　考
国 県 市町村

国・県以外から市町村へ交付される補助金等

主
管
課

主
管
省

補 助 金 等 の 名 称

直  接
間  接
県  単
の区分

補 助 対 象 事 業 の 内 容 補助率

(庁)
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地域伝統芸能等保存事業
（保存・継承活動支援事業）

直接 地域住民のふるさとづくりへの取組や、地方公共団体の文化
を通じた地域づくりの向上に寄与することを目的に、市区町村
が実施する、地域固有の伝統芸能等（伝統芸能、伝統技能、
祭り、伝説、神話、民話、習俗等）の保存・継承のために活動
している団体等への支援事業

1/2
以内

助成金額：上限30万円
事業主体：市町村

地域伝統芸能等保存
事業
保存・継承活動支援事
業助成要綱

市町村立美術館活性化事業 直接 市町村立美術館活性化事業実施要綱に基づき、指定の企画
内容の同巡回展開催を支援する事業の準備年度助成対象事
業

10/10 助成金額：上限100万円
事業主体：市町村、公の施設の管理を行
う法人その他の団体

市町村立美術館活性
化事業
市町村立美術館活性
化事業実施要綱市町村立美術館活性化事業実施要綱に基づき、指定の企画

内容の同巡回展開催を支援する事業
2/3
以内

助成金額：上限1200万円
事業主体：市町村、公の施設の管理を行
う法人その他の団体

事業主体：地方公共団体、一般社団法
人、一般財団法人、公益社団法人、公益
財団法人、指定管理者、特定非営利活
動法人、大学等

芸術文化振興基金助
成金交付要綱

地域の文化の振興を目的として行う、文化会館、美術館その
他の地域の文化施設において行う公演、展示及び伝統的建
造物群、遺跡、民俗芸能その他の文化財を保存し、又は活用
する活動

文化に関する関する団体が行う、アマチュア、青少年等の文
化団体が行う公演、展示及び文化財である工芸技術又は文
化財の保存技術の復元、伝承その他文化財を保存等の文化
の振興又は普及を図るための活動

独
立
行
政
法
人
日
本
芸
術
文
化
振
興
会

芸術文化振興基金助成金 直接 芸術家及び芸術団体が行う、現代舞台芸術の公演、伝統芸
能の公開、美術の展示、映像芸術の普及等の芸術の創造又
は普及を図るための活動

補助率の
定めなし

（活動の規
模及び助
成対象経
費（選択

制）の合計
額に応じ
て定額)
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令和８年度市町村振興資金貸付対象事業

資　　　　金　　　　名 対　　　象　　　事　　　業 充　当　率 貸　付　利　率 償還期間

貸　付　額　（百 万 円）

令和8年度 令和7年度

市
　
　
　
町
　
　
　
村
　
　
　
振
　
　
　
興
　
　
　
資
　
　
　
金

元 利 補 給 金 率

人口減少対策支援資金 200 200

少人数教育推進支援資金
・公立小学校への25人学級の導入に伴い、市町村が実施す
る少人数教育の推進に資する施設整備事業

改修
100％

増築
50％

貸付日現在における財政
融資資金(償還期限10年)

の0.5ポイント減
（下限0.001%）

元利償還金の25% 10年 200 200

・人口減少対策に資する施設整備事業 90%

貸付日現在における財政
融資資金(償還期限10年）

の0.5ポイント減の1/2
（下限0.001％）

－ 10年

800 800

地域振興資金
「特定支援事業」

・市町村等が優先的かつ集中的に取り組むインフラ・公共施
設等整備のうち、知事が特に必要と認めるもの

100%

貸付日現在における財政
融資資金(償還期限10年）

の0.5ポイント減の1/2
（下限0.001％）

－ 10年 100 100

リニア沿線地域
　　　　　　活性化支援事業資金

･リニア中央新幹線建設に起因する影響を緩和し、地域住民
の利便性向上につなげる施設整備関連事業

100%

貸付日現在における財政
融資資金(償還期限20年）

の0.5ポイント減の1/2
（下限0.001％）

元利償還金の50%
（各市町につき累計10億円
（繰上償還を行った場合は
10億円から当該繰上償還
元金の額を除く）を超える
貸付に係る元利補給率は

30％）

20年

200 200

地域振興資金
　「一般事業」

･地域活性化に資する事業として、優先的かつ集中的に取り
組むインフラ・公共施設等整備事業

75%

貸付日現在における財政
融資資金(償還期限10年）

の0.5ポイント減の1/2
（下限0.001％）

－ 10年 500 500

地域振興資金
「魅力向上事業」

･観光・文化芸術・スポーツ等の施設における、新しい生活
様式に対応した施設改修事業

90%

貸付日現在における財政
融資資金(償還期限10年）

の0.5ポイント減の1/2
（下限0.001％）

－ 10年

2,000 2,000小　　　　　　　計
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その他の貸付金

貸　　付　　利　　率 償　　還　　方　　法

○自然的条件及び風土に調和した個性的な街づくりに資する事業

財政融資資金の貸付利率を基準
に
理事長が定める。

【下限】　 10年以下　0.10％
　　　　　　　　　12年　0.11％
　　　　　　　　　15年　0.14％
　　　　　　　　　20年　0.18％

半年賦元金均等償還

○その他理事会において必要と認めた事業

○文化財の保存に資するための事業

○集会所等地域連帯意識の醸成に資するための事業

市町村への貸付金

貸　　　付　　　金　　　名 対　　　象　　　事　　　業 償　　還　　期　　間

公益財団法人山梨県市町村振興協会
「長期貸付」

○消防用自動車等住民の安全及び福祉の増進に資するための事業

  5年償還(うち据置1年)
10年償還(うち据置2年)
 12年償還(うち据置2年)
 15年償還(うち据置3年)
 20年償還(うち据置4年)

○教育及び文化の向上に資するための事業

○スポーツの振興及び健康増進に資するための事業

○生活環境の保全及び公害の防止に資するための事業

122 ページ



令和８年度

市町村への国県支出金の概要
令和８年５月発行

編 集 山梨県総務部
市町村振興課財政企画室
甲府市丸の内1丁目6－1
電話055－223－1427


